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「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正案について

第二十二条 国は、基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他の関係者の意見を聴いて、公共
工事等の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法の選択その他の発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用に関する指針を定める
ものとする。

①全国的に災害が頻発する中、災害からの迅速かつ円滑な復旧・復興のため、 災害時の緊急対応の充実強化
②公共工事の品質確保のため、公共工事に加え、公共工事に関する測量、調査 （地質調査その他の調査（点検及び診断を含む。））及び設計が対象と
して追加

③働き方改革、ＩＣＴの推進等による生産性向上の取組に関連する事項の追加

運用指針 改正のポイント

公共工事の品質確保の促進に関する法律における「運用指針」の該当条文

全体の構成

Ⅰ．本指針の位置付け

Ⅱ．発注関係事務の適切な実施のために
取り組むべき事項

１ 工事

１－１ 工事発注準備段階
１－２ 工事入札契約段階
１－３ 工事施工段階
１－４ 工事完成後
１－５ その他

２ 測量、調査及び設計
２－１ 業務発注準備段階
２－２ 業務入札契約段階
２－３ 業務履行段階
２－４ 業務完了後
２－５ その他

３ 発注体制の強化等
３－１ 発注体制の整備等
３－２ 発注者間の連携強化

１ 工事
１－１ 災害時における入札契約方式

の選定
１－２ 現地の状況等を踏まえた発注

関係事務に関する措置

２ 測量、調査及び設計
２－１ 災害時における入札契約方式

の選定
２－２ 現地の状況等を踏まえた発注

関係事務に関する措置

３ 建設業者団体・業務に関する
各種団体等や他の発注者との連携

Ⅲ．災害時における対応
Ⅳ．多様な入札契約方式の選択・活用

１ 工事
１－１ 多様な入札契約方式の選択の

考え方及び留意点
１－２ 工事の品質確保とその担い

手の中長期的な育成・確保に
資する入札契約方式の活用の例

２ 測量、調査及び設計
２－１ 多様な入札契約方式の選択の

考え方及び留意点
２－２ 業務の品質確保とその担い手の

中長期的な育成・確保に資する
入札契約方式の活用の例

Ⅴ．その他配慮すべき事項

１ 受注者等の責務
２ その他
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「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正案の概要①

Ⅰ．本指針の位置付け

令和元年６月に品確法が改正され、災害時の緊急対応の充実強化や働き方改革への対応、情報通信技術（以下「ICT※」という。）の活用等による生

産性向上を図るための規定が盛り込まれたとともに、「公共工事に関する調査等」が明確に定義され、法律に広く位置付けられたことから、本指針を見直

した。

※改正法の４本柱に対応して色分けして記載
※下線部は改正を行った箇所

Ⅱ．発注関係事務の適切な実施のために取り組むべき事項

１－１ 工事発注準備段階

（適正な工期設定） 【取組強化】
工期の設定に当たっては、工事の内容、規模、方法、施工体制、地域の実情等を踏まえた施工に必要な日数のほか、工事に従事する者の休日、工
事の実施に必要な準備・後片付け期間、天候その他のやむを得ない事由により工事の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮する。また、週休
２日を実施する工事については、その分の日数を適正に考慮する。さらに、労働力や資材・機材等の確保のため、実工期を柔軟に設定できる余裕期
間制度の活用といった契約上の工夫を行うよう努める。

（計画的な発注や施工時期の平準化） 【新規・取組強化】
工事の施工時期の平準化は、繁忙期と閑散期の工事量の差を少なくし、年間を通して工事量を安定させ、労働者の処遇改善や資材・機材等の効率
的な活用促進に寄与するものであるため、発注者は積極的に計画的な発注や施工時期の平準化のための取組を実施する。
（具体的には、）中長期的な工事の発注見通しについて（略）、地域ブロック単位等で統合して公表する。また、繰越明許費・債務負担行為の活用や
入札公告の前倒しなどの取組により施工時期の平準化に取り組む。

１－２ 工事入札契約段階

（競争参加者の施工能力の適切な評価項目の設定等） 【取組強化】
必要に応じて豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者などの登用、民間発注工事や海外での施工経験を有する技術者の活用も考慮
して、施工実績の代わりに施工計画を評価するほか、主任技術者又は監理技術者以外の技術者の一定期間の配置や企業によるバックアップ体制、
災害時の活動実績を評価するなど、適切な評価項目の設定に努める。

１ 工事
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「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正案の概要②

１－３ 工事施工段階

（施工条件の変化等に応じた適切な設計変更） 【取組強化】

施工条件を適切に設計図書に明示し、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に明示されていない施
工条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合、その他受注者の責によらない事由が生じた場合において、必要と認められるときは、
設計図書の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工期の変更を適切に行う。

その際、工期が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費を活用する。

（工事中の施工状況の確認等） 【取組強化】
建設業法において、元請負人は下請代金のうち労務費相当については現金で支払うよう適切に配慮することが規定されたことや、品確法において、
公共工事等に従事する者の賃金や適正な労働時間の確保等、下請業者を含め適正な労働環境の確保を促進することが規定されたことを踏まえ、発
注者は、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、その実態を把握するよう努める。

（受注者との情報共有や協議の迅速化等） 【取組強化】
工事に関する情報の集約化・可視化を図るため、BIM/CIMや３次元データを積極的に活用するとともに、さらに情報を発注者と受注者双方の関係者
で共有できるよう、情報共有システム等の活用の推進に努める。また、材料検査や出来形確認などの現場臨場を要する検査については、ウェアラブル
カメラ等を活用し、発注者と受注者双方の省力化の積極的な推進に努め、情報共有が可能となる環境整備を行う。

１－４ 工事完成後

（工事の目的物の適切な維持管理） 【新規】
工事の目的物（橋梁、トンネル、河川堤防、公共建築物、港湾施設等（既に完成しているものを含む。）をいう。以下同じ。）を管理する者は、その品
質が将来にわたり確保されるよう、適切に点検、診断、維持、修繕等を実施し、その際３次元データ等、ICTの活用に努めるとともに、工事の目的物の
維持管理に係る計画策定、業務・工事発注準備等の各段階において、発注関係事務を適切に実施するよう努める。また、権限代行による事業の整備
など、工事の発注者と工事の目的物を管理する者が異なる場合においても同様に、工事の目的物を管理する者は発注関係事務を適切に実施するよ
う努める。

１－５ その他 【取組強化】
発注者及び競争参加者双方の負担を軽減し、競争性を高める観点から、入札及び契約に関するICTの活用の推進、書類・図面等の簡素化及び統
一化を図るとともに、競争参加者の資格審査などの手続の統一化に努める。

※改正法の４本柱に対応して色分けして記載
※下線部は改正を行った箇所
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「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正案の概要③

２－１ 業務発注準備段階

（適正な履行期間の設定） 【新規】
履行期間の設定に当たっては、業務の内容や、規模、方法、地域の実情等を踏まえた業務の履行に必要な日数のほか、必要に応じて準備期間、
照査期間や週休２日を前提とした業務に従事する者の休日、天候その他のやむを得ない事由により業務の履行が困難であると見込まれる日数や関
連する別途発注業務の進捗等を考慮する。

（計画的な発注や履行期間の平準化）【新規】
業務の履行期間の平準化は、繁忙期と閑散期の業務量の差を少なくし、年度末の業務の集中を回避させることに寄与するものであるため、発注者は
積極的に計画的な発注や履行期間の平準化に取り組む。
（具体的には、）工事に係る業務の中長期的な発注見通しについて（略）、地域ブロック単位等で統合して公表するよう努める。また、繰越明許費・債
務負担行為の活用や入札公告の前倒しなどの取組により履行期間の平準化に取り組む。

２－２ 業務入札契約段階

（業務の内容に応じた技術提案の評価内容の設定） 【新規】
発注者は、一定の資格、実績、成績等を競争参加資格条件とすることにより品質を確保できる業務などを除き、技術提案を求めるよう努める。特に、
技術的に高度又は専門的な技術が要求される業務、地域特性を踏まえた検討が必要となる業務においては、プロポーザル方式により技術提案を求
める。

２－３ 業務履行段階

（設計条件の変化等に応じた適切な設計変更） 【新規】
設計条件を適切に設計図書に明示し、関連業務の進捗状況等、業務に係る様々な要因を適宜確認し、設計図書に示された設計条件と実際の条件
が一致しない場合、設計図書に明示されていない設計条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合、その他受注者の責によらない
事由が生じた場合において、必要と認められるときは、設計図書の変更及びこれに伴って必要となる契約額や履行期間の変更を適切に行う。
その際、履行期間が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費を活用する。

（履行状況の確認等） 【新規】
履行期間中においては、業務成果の品質が適切に確保されるよう、適正な業務執行を図るため、休日明け日を依頼の期限日にしない等のウイーク
リースタンスの適用や条件明示チェックシートの活用、スケジュール管理表の運用の徹底等により、履行状況の確認を適切に実施するよう努める。

２ 測量、調査及び設計
※改正法の４本柱に対応して色分けして記載
※下線部は改正を行った箇所
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「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正案の概要④

２－３ 業務履行段階

（受注者との情報共有や協議の迅速化等） 【新規】
業務に関する情報の集約化・可視化を図るため、BIM/CIMや３次元データを積極的に活用するとともに、さらに情報を発注者と受注者双方の関係者
で共有できるよう、情報共有システム等の活用の推進に努める。また、テレビ会議や現地調査の臨場を要する確認等におけるウェアラブルカメラの活用
などにより、発注者と受注者双方の省力化の積極的な推進に努め、情報共有が可能となる環境整備を行う。

２－４ 業務完了後

（適切な検査・業務成績評定等） 【新規】
受注者から業務完了の通知があった場合には、契約書等に定めるところにより、定められた期限内に業務の完了を確認するための検査を行い、そ
の結果を業務成績評定に反映させ、受注者へ速やかに通知する。
地盤状況に関する情報の把握のための地盤調査（ボーリング等）を行った際には、位置情報、土質区分、試験結果等を確認すると共に、情報を関係
者間で共有できるよう努める。

２－５ その他 【新規】
発注者と競争参加者双方の負担を軽減し、競争性を高める観点から、入札及び契約に関するICT活用の推進、書類・図面等の簡素化及び統一化を
図るとともに、競争参加者の資格審査などの手続の統一化に努める。

３－１ 発注体制の整備等

（発注者自らの体制の整備）
各発注者において、自らの発注体制を把握し、体制が十分でないと認められる場合には発注関係事務を適切に実施することができる体制を整備す
るとともに、国及び都道府県等が実施する講習会や研修を職員に受講させるなど国及び都道府県等の協力・支援も得ながら、発注関係事務を適切に
実施することができる職員の育成に積極的に取り組むよう努める。国及び都道府県は、発注体制の整備が困難な発注者に対する必要な支援に努める。

３－２ 発注者間の連携強化

（発注者間の連携体制の構築）
各発注者は、本指針を踏まえて発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、地域ブロック毎に組織される地域発注者協議会等に協力し、発
注者間の情報交換や連絡・調整を行うとともに、発注者共通の課題への対応や各種施策の推進を図る。

３ 発注体制の強化等

※改正法の４本柱に対応して色分けして記載
※下線部は改正を行った箇所
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「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正案の概要⑤

Ⅲ．災害時における対応

１－１ 災害時における入札契約方式の選定 【新規】
災害時の入札契約方式の選定にあたっては、工事の緊急度を勘案し、随意契約等を適用する。
災害協定の締結状況や施工体制、地理的状況、施工実績等を踏まえ、最適な契約の相手を選定するとともに、書面での契約を行う。
災害発生後の緊急対応にあたっては、手続の透明性、公平性の確保に努めつつ、早期かつ確実な施工が可能な者を選定することや、概算数量によ
る発注を行った上で現地状況等を踏まえて契約変更を行うなど、工事の緊急度に応じた対応も可能であることに留意する。

１－２ 現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措置 【新規】
災害応急対策や災害復旧に関する工事の早期実施、発注関係事務の負担軽減、復旧・復興を支える担い手の確保等の観点から、災害の状況や地
域の実情に応じて、発注関係事務に関して必要な措置を講じる。

１ 工事

２－１ 災害時における入札契約方式の選定 【新規】
災害時の入札契約方式の選定にあたっては、業務の緊急度を勘案し、随意契約等を適用する。
災害協定の締結状況や履行体制、地理的状況、履行実績等を踏まえ、最適な契約の相手を選定するとともに、書面での契約を行う。
災害発生後の緊急対応にあたっては、手続の透明性、公平性の確保に努めつつ、早期かつ確実な履行が可能な者を選定することや、概算数量によ
る発注を行った上で現地状況等を踏まえて契約変更を行うなど、業務の緊急度に応じた対応も可能であることに留意する。

２－２ 現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措置 【新規】
災害応急対策や災害復旧に関する業務の早期実施、発注関係事務の負担軽減、復旧・復興を支える担い手の確保等の観点から、災害の状況や地
域の実情に応じて、発注関係事務に関して必要な措置を講じる。

２ 測量、調査及び設計

※改正法の４本柱に対応して色分けして記載
※下線部は改正を行った箇所

３ 建設業者団体・業務に関する各種団体等や他の発注者との連携 【新規】
災害発生時の状況把握や災害応急対策又は災害復旧に関する工事及び業務を迅速かつ円滑に実施するため、あらかじめ、災害時の履行体制を有
する建設業者団体や業務に関する各種団体等と災害協定を締結する等の必要な措置を講ずるよう努める。災害協定の締結にあたっては、災害対応に
関する工事及び業務の実施や費用負担、訓練の実施等について定める。また、必要に応じて、協定内容の見直しや標準化を進める。
災害による被害は社会資本の所管区分とは無関係に面的に生じるため、その被害からの復旧にあたっても地域内における各発注者が必要な調整を
図りながら協働で取り組む。復旧の担い手となる地域企業等による円滑な施工確保対策についても、特定の発注者のみが措置を講じるのではなく、必
要に応じて地域全体として取り組む。
地域の状況を踏まえ、必要に応じて、発注機関や各種団体が円滑な施工確保のための情報共有や対応策の検討等を行う場を設置する。 -7-



「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正案の概要⑥

Ⅳ．多様な入札契約方式の選択・活用

１－２ 工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保に資する入札契約方式の活用の例 【取組強化】
ワーク・ライフ・バランス等推進企業を必要に応じて評価項目に設定。

１ 工事

※改正法の４本柱に対応して色分けして記載
※下線部は改正を行った箇所

２－１ 多様な入札契約方式の選択の考え方及び留意点

（特定者又は落札者の選定方法の概要） 【新規】
・プロポーザル方式
内容が技術的に高度な業務や専門的な技術が要求される業務、特に地域特性を踏まえた検討が必要となる業務であって、提出された技術提案に
基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待できる業務
・総合評価落札方式
事前に仕様を確定することが可能であるが、競争参加者の提示する技術等によって、調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生
ずることが期待できる業務
・価格競争方式
発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、落札者を決定する方式

・コンペ方式
対象とする施設や空間に求める機能や条件を発注者側から示し、その機能や条件に合致した設計案を募り、最も優秀とみなされた設計案を選ぶ方
式

２ 測量、調査及び設計

Ⅴ．その他配慮すべき事項

１ 受注者等の責務 【新規】
各発注者は、発注関係事務の実施に当たり、品確法第８条に「受注者等の責務」が規定されていることを踏まえ、以下に示す内容等については特に
留意する。（略）

２ その他
本指針の記載内容について、各発注者の理解、活用の参考とするため、具体的な取組事例や既存の要領、ガイドライン等を盛り込んだ解説資料を作
成することとしており、適宜参照の上、発注関係事務の適切な実施に努める。
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「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正の経緯

R1.6.7 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律 成立

６月～８月 発注者協議会、品確法の改正の趣旨説明会の開催
・地方公共団体・建設業団体に対し、品確法の改正の趣旨説明

８月８日（木）～９月１３日（金）運用指針改正骨子（案）への意見照会
・地方公共団体・建設業団体等に対し、運用指針改正骨子（案）に関する意見を収集

R2.1.30 関係省庁連絡会議にて、運用指針改正（案）の関係省庁申し合わせ

１０月～１１月 発注者協議会の開催
・地方公共団体等に対し、改正運用指針（案）の説明

１０月３１日（木）～１２月２日（月）運用指針改正（案）への意見照会
・地方公共団体・建設業団体等に対し運用指針改正（案）に関する意見を収集・反映

R１.10.2 関係省庁連絡会議にて、改正骨子（案）への意見照会結果を報告

R1.10.18 基本方針 閣議決定

R１.8.8 関係省庁連絡会議幹事会にて、改正骨子（案）を提示

-1-
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「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 意見照会の概要

■対象
〇発注関係団体 １，８２６団体

関係省庁（２３）、独立行政法人等（１５）、都道府県（４７）、
政令市（２０）、市区町村（１，７２１）

〇建設業団体等 ８４０団体

■結果

①骨子案（令和元年８月８日～９月１３日）

②本文案（令和元年１０月３１日～１２月２日）

提出団体数 意見数

合計 ２５１ ２，５２１

発注関係団体 １４３ ９４１

建設業団体等 １０８ １，５８０

提出団体数 意見数

合計 ３２７ １，４９７

発注関係団体 ２５９ ８７７

建設業団体等 ６８ ６２０ -2-



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismMinistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正の主なポイント（案）
運用指針とは：品確法第22条に基づき、地方公共団体、学識経験者、民間事業者等の意見を聴いて、国が作成（令和２年）

各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、体系的にとりまとめ
国は、本指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかについて毎年調査を行い、その結果をとりまとめ、公表

必
ず
実
施
す
べ
き
事
項

実
施
に
努
め
る
事
項

①予定価格の適正な設定
②歩切りの根絶
③低入札価格調査基準又は最低制限価格の

設定・活用の徹底等
④施工時期の平準化【新】
⑤適正な工期設定【新】
⑥適切な設計変更
⑦発注者間の連携体制の構築

①ICTを活用した生産性向上【新】
②入札契約方式の選択・活用
③総合評価落札方式の改善【新】
④見積りの活用
⑤余裕期間制度の活用
⑥工事中の施工状況の確認【新】
⑦受注者との情報共有、協議の迅速化

工事 測量、調査及び設計【新】

①予定価格の適正な設定
②低入札価格調査基準又は最低制限価格の

設定・活用の徹底等
③履行期間の平準化
④適正な履行期間の設定
⑤適切な設計変更
⑥発注者間の連携体制の構築

①ICTを活用した生産性向上

②入札契約方式の選択・活用

③プロポーザル方式・総合評価落札方式の積極的

な活用

④履行状況の確認

⑤受注者との情報共有、協議の迅速化

災
害
対
応

①随意契約等の適切な入札契約方式の活用
②現地の状況等を踏まえた積算の導入
③災害協定の締結等建設業者団体等や、他の発注者との連携 -1-

89741153
長方形

89741153
タイプライターテキスト
資料１－３



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismMinistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正の主なポイント

予定価格の設定に当たっては、市場における労務単
価及び資材・機材等の取引価格、工期、施工の実態
等を的確に反映した積算を行う。また労務費、機械経
費、間接経費を補正するなどにより、週休２日等に
取り組む際に必要となる経費を適正に計上する。

ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査
制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底する。
予定価格は、原則として事後公表とする。

歩切りは、公共工事の品質確保の促進に関する法律
第７条第１項第１号の規定に違反すること等から、
これを行わない。

必ず実施すべき事項（工事）

① 予定価格の適正な設定

② 歩切りの根絶

③ 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定・
活用の徹底等

⑥ 適切な設計変更

工期の設定に当たっては、工事の内容、規模、方
法、施工体制、地域の実情等を踏まえた施工に必要
な日数のほか、工事に従事する者の休日、工事の実
施に必要な準備・後片付け期間、天候その他のやむ
を得ない事由により工事の実施が困難であると見込ま
れる日数等を考慮する。また、週休２日を実施する
工事については、その分の日数を適正に考慮する。

発注者は積極的に計画的な発注や施工時期の平準
化のための取組を実施する。
具体的には、中長期的な工事の発注見通しについ

て、地域ブロック単位等で統合して公表する。ま
た、繰越明許費・債務負担行為の活用や入札公告の
前倒しなどの取組により施工時期の平準化に取り
組む。

④ 施工時期の平準化【新】

⑤ 適正な工期設定【新】

地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関
係事務の実施状況等を把握するとともに、各発注者
は必要な連携や調整を行い、支援を必要とする市町
村等の発注者は、地域発注者協議会等を通じて、国
や都道府県の支援を求める。

⑦ 発注者間の連携体制の構築

設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の
状態が一致しない場合等において、設計図書の変更
及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工期の
変更を適切に行う。その際、工期が翌年度にわたるこ
ととなったときは、繰越明許費を活用する。

-2-



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismMinistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正の主なポイント

入札に付しても入札者又は落札者がなかった場合等、
標準積算と現場の施工実態の乖離が想定される場合
は、見積りを活用することにより予定価格を適切に
見直す。

必要に応じて完成後の一定期間を経過した後におい
て施工状況の確認及び評価を実施する。

各発注者は受注者からの協議等について、速やかか
つ適切な回答に努める。設計変更の手続の迅速化等
を目的として、発注者と受注者双方の関係者が一堂
に会し、設計変更の妥当性の審議及び工事の中止等
の協議・審議等を行う会議を、必要に応じて開催する。

実施に努める事項（工事）

④ 見積りの活用

⑧ 完成後一定期間を経過した後における施工状況
の確認・評価

⑦ 受注者との情報共有、協議の迅速化

工事の発注に当たっては、工事の性格や地域の実
情等に応じ、価格競争方式、総合評価落札方式、技
術提案・交渉方式等の適切な入札契約方式を選択す
るよう努める。

② 入札契約方式の選択・活用

工事に関する情報の集約化・可視化を図るため、
BIM/CIMや３次元データを積極的に活用するとともに、
さらに情報を発注者と受注者双方の関係者で共有で
きるよう、情報共有システム等の活用の推進に努める。
また、ICTの積極的な活用により、検査書類等の簡素
化や作業の効率化に努める

① ICTを活用した生産性向上【新】

③ 総合評価落札方式の改善【新】

豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技
術者などの登用、民間発注工事や海外での施工経験
を有する技術者の活用も考慮して、施工実績の代わ
りに施工計画を評価するほか、災害時の活動実績を
評価するなど、適切な評価項目の設定に努める。さ
らに、国土交通省が認定した一定水準の技術力等を
証する民間資格を総合評価落札方式における評価の
対象とするよう努める。

労働力や資材・機材等の確保のため、実工期を柔
軟に設定できる余裕期間制度の活用といった契約上
の工夫を行うよう努める。

⑤ 余裕期間制度の活用

下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保
に関し、その実態を把握するよう努める。

⑥ 工事中の施工状況の確認【新】

-3-



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismMinistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正の主なポイント

予定価格の設定に当たっては、市場における技術者
単価及び資材・機材等の取引価格、履行の実態等を
的確に反映した積算を行う。

ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査
制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底する。
予定価格は、原則として事後公表とする。

必ず実施すべき事項（測量、調査及び設計【新】）

① 予定価格の適正な設定

② 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定・
活用の徹底等

⑤ 適切な設計変更

履行期間の設定に当たっては、業務の内容や、規
模、方法、地域の実情等を踏まえた業務の履行に必
要な日数のほか、必要に応じて準備期間、照査期間
や週休２日を前提とした業務に従事する者の休日、天
候その他のやむを得ない事由により業務の履行が困
難であると見込まれる日数や関連する別途発注業務
の進捗等を考慮する。

発注者は積極的に計画的な発注や施工時期の平準
化のための取組を実施する。
具体的には、繰越明許費・債務負担行為の活用や

入札公告の前倒しなどの取組により施工時期の平
準化に取り組む。

③ 履行期間の平準化

④ 適正な履行期間の設定

地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関
係事務の実施状況等を把握するとともに、各発注者
は必要な連携や調整を行い、支援を必要とする市町
村等の発注者は、地域発注者協議会等を通じて、国
や都道府県の支援を求める。

⑥ 発注者間の連携体制の構築

設計図書に示された設計条件と実際の条件が一致
しない場合等において、設計図書の変更及びこれに
伴って必要となる契約額や履行期間の変更を適切に
行う。その際、履行期間が翌年度にわたることと
なったときは、繰越明許費を活用する。

-4-



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismMinistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正の主なポイント

設計業務については、設計条件や施工の留意点、
関連事業の情報確認及び設計方針の明確化を行い受
発注者間で共有するため、発注者と受注者による合
同現地踏査の実施に努める。テレビ会議や現地調査
の臨場を要する確認等におけるウェアラブルカメラ
の活用などにより、発注者と受注者双方の省力化の
積極的な推進に努め、情報共有が可能となる環境整
備を行う。

実施に努める事項（測量、調査及び設計【新】）

⑤ 受注者との情報共有、協議の迅速化

業務の発注に当たっては、業務の内容や地域の実
情等に応じ、プロポーザル方式、総合評価落札方式、
価格競争方式、コンペ方式等の適切な入札契約方式
を選択するよう努める。

② 入札契約方式の選択・活用

業務に関する情報の集約化・可視化を図るため、
BIM/CIMや３次元データを積極的に活用するとともに、
さらに情報を発注者と受注者双方の関係者で共有で
きるよう、情報共有システム等の活用の推進に努める。
また、ICTの積極的な活用により、検査書類等の簡素
化や作業の効率化に努める。

① ICTを活用した生産性向上（新）

③ プロポーザル方式・総合評価落札方式の積極的な
活用

技術的に高度又は専門的な技術が要求される業務、
地域特性を踏まえた検討が必要となる業務において
は、プロポーザル方式により技術提案を求める。
また、豊富な実績を有していない若手技術者や、

女性技術者などの登用、海外での業務経験を有する技
術者の活用等も考慮するとともに、業務の内容に応
じて国土交通省が認定した一定水準の技術力等を証
する民間資格を評価の対象とするよう努める。

履行期間中においては、業務成果の品質が適切に
確保されるよう、適正な業務執行を図るため、休日
明け日を依頼の期限日にしない等のウイークリースタ
ンスの適用や条件明示チェックシートの活用、スケジュー
ル管理表の運用の徹底等により、履行状況の確認を
適切に実施するよう努める。

④ 履行状況の確認
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismMinistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 改正の主なポイント

災害対応（工事・業務） 【新】

災害発生後は、一時的に需給がひっ迫し、労働力や資材・機材等の調達環境に変化が生じることがあ
る。このため、積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれがある場合には、積極的に見積
り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に予定価格を設定する。

② 現地の状況等を踏まえた積算の導入

災害時の入札契約方式の選定にあたっては、工事の緊急度を勘案し、随意契約等を適用する。
災害協定の締結状況や施工体制、地理的状況、施工実績等を踏まえ、最適な契約の相手を選定すると
ともに、書面での契約を行う。
災害発生後の緊急対応にあたっては、手続の透明性、公平性の確保に努めつつ、早期かつ確実な施工
が可能な者を選定することや、概算数量による発注を行った上で現地状況等を踏まえて契約変更を行う
など、工事の緊急度に応じた対応も可能であることに留意する。

① 随意契約等の適切な入札契約方式の活用

③ 建設業者団体・業務に関する各種団体等や他の発注者との連携

災害発生時の状況把握や災害応急対策又は災害復旧に関する工事及び業務を迅速かつ円滑に実施する
ため、あらかじめ、災害時の履行体制を有する建設業者団体や業務に関する各種団体等と災害協定を締結
する等の必要な措置を講ずるよう努める。災害協定の締結にあたっては、災害対応に関する工事及び業
務の実施や費用負担、訓練の実施等について定める。また、必要に応じて、協定内容の見直しや標準化を
進める。
災害による被害は社会資本の所管区分とは無関係に面的に生じるため、その被害からの復旧にあたっ
ても地域内における各発注者が必要な調整を図りながら協働で取り組む。
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公共工事設計労務単価 全国全職種加重平均値の推移

建設投資の減少に伴う労働需給
の緩和により下降

単価算出手法の大幅変更
・必要な法定福利費相当額の反映
・東日本大震災による入札不調状況に応じた
被災三県における単価引き上げ措置

等を実施

注1）金額、伸率とも加重平均値にて表示。加重平均値は、平成25年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出した。
注2）平成18年度以前は、交通誘導警備員がA・Bに分かれていないため、交通誘導警備員A・Bを足した人数で加重平均した。

全国全職種平均値の公表を開始した平成９年度以降で最高値

（円/1日8時間当たり）

(１) 最近の労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映
(２) 社会保険への加入徹底の観点から、必要な法定福利費相当額を反映 （H25より継続）

全 国（19,392円）平成30年３月比；＋３．３％（平成24年度比；＋４８．０％）

被災三県（21,105円）平成30年３月比；＋３．６％（平成24年度比；＋６４．０％）全職種平均

【工事/必ず実施】①予定価格の適正な設定

予定価格の設定に当たっては、市場における労務単価及び資材・機材等の取引価格、工期、
施工の実態等を的確に反映した積算を行う。また労務費、機械経費、間接経費を補正するなど
により、週休２日等に取り組む際に必要となる経費を適正に計上する。
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【参考】週休２日確保に向けた取組

週休2日工事の実施状況（都道府県・政令市(計67団体)）
■H29年度：実施済３９団体
■H30年度：実施済５６団体
・労務費等補正：実施済４８団体
・工事成績評定：実施済４９団体 ■工事成績評定による加点

４週８休を実施した工事について、「工程管理」の項目において加点評価

4週6休 4週7休 4週8休以上
労務費 1.01 1.03 1.05

機械経費(賃料) 1.01 1.03 1.04
共通仮設費率 1.01(1.01) 1.03(1.02) 1.04(1.03)
現場管理費率 1.02(1.01) 1.04(1.02) 1.05(1.04)

週休2日の取得に要する費用の計上（直轄）
■週休2日の実施に伴う必要経費を計上
Ｈ３０年度より労務費、機械経費（賃料）を新たに補正対象とし、共通仮
設費、現場管理費と合わせて、現場閉所の状況に応じて補正係数を乗じ、
必要経費を計上する試行を実施。 ※()は空港土木

週休2日工事の実施状況（直轄）

165

1106

3129

659

2735

3356

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

H28年度

H29年度

H30年度

週休２日実施工事

週休２日対象工事（公告工事）

3,841

実施件数6.7倍 対象件数4.7倍

824

6,485
実施件数2.8倍 対象件数1.7倍

休日率 4週6休以上
7休未満

4週7休以上
8休未満 4週8休以上

労務費 1.01 1.03 1.05

平成30年度より労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費、現場管理費について、現場閉所の状況に
応じて補正係数を乗じ、必要経費を計上。
本年度より現場閉所が困難な維持工事等において、工事従事者が交替で週休2日を確保する「週休
2日交替制モデル工事」を試行。

■週休2日交替制モデル工事の試行
R１年度より、現場閉所が困難な維持工事等において、工事従事者が交替
で週休2日を確保するモデル工事を試行。達成状況に応じて労務費を補正。

※現場施工体制(技術者・技能労働者)の確保に特別な費用等が必要となる場合は協議

※年間の直轄工事は約8千~1万件
※H30年度の週休2日実施工事（3,129件）のうち

発注者指定型693件、受注者希望型2,436件

週休２日の実施により、現状より工期が長くなることに伴う必要経費に関する補正
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見直しを
行う予定
は な い

０団体

見直しを
行う予定
は な い

０団体

設計書金額と予定価格が同額である団体 端数処理等を行っている団体

１９０団体

見直しを
行う予定
は な い

０団体

見直しを
行う予定
は な い

０団体

設計書金額と予定価格が同額である団体
（同額とする予定の団体を含む）

１，５２８団体

端数処理等を
行っている団体

（端数処理等に変更予定の団体を含む）

２５２団体

見直しを行う
予定はない

３団体

見直しを行う
予定はない

３団体

見直す
方向で
検討中

５団体

（※）設計書金額と予定価格が同額である団体数及び端数処理等を行っている団体数は推計。
（※）「廃止」には端数処理等に変更することも含める。

全１７８８団体 （４７都道府県、２０指定都市、１７２１市区町村）

平成２７年
１月の状況 慣例、自治体財政の

健全化等のため「歩切り」
を行っている団体

４５９団体

慣例、自治体財政の
健全化等のため「歩切り」
を行っている団体

４５９団体

設計書金額と予定価格が
同額である団体

１，０３１団体

端数処理等を
行っている団体

２９７団体

（注） 「歩切り」を
行っている理由につ
いて 未回答の１団
体を除いた状況。

平成２８年
２月の状況

１，５９８団体（同額とする予定又は見直す方向で検討中の５団体を含む） 端数処理等に変更予定
の１団体を含む

平成２８年
１２月の状況

設計書金額と予定価格が同額である団体 端数処理等を
行っている団体

１１９団体

平成３０年
１０月の状況

１，６６９団体（同額とする予定又は見直す方向で検討中の３団体を含む）

【工事/必ず実施】 ②歩切りの根絶

歩切りは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第７条第１項第１号の規定に違反
すること等から、これを行わない。
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最低制限価格制度等の導入状況 ～109団体が未導入～

最低制限価格等の公表時期 ～導入済の団体の１割前後は事前公表～

取組状況

Ｈ２７. ２ 総務省と連名で、ダンピング対策の強化（未導入の団体における早急な制度
の導入、公表時期の見直し）を要請

Ｈ２８. ２ 総務省と連名で、ダンピング対策の強化を再度要請

Ｈ２８. ４ 低入札価格調査基準の改定（現場管理費の算入率を0.80→0.90に引上げ）

Ｈ２８.10 総務省と連名で、ダンピング対策の強化を再度要請

Ｈ２９. ２ 総務省と連名で、ダンピング対策の強化を再度要請

Ｈ２９. ４ 低入札価格調査基準の改定（直接工事費の算入率を0.95→0.97に引上げ

Ｈ３１. ４ 低入札価格調査基準の改定（調査基準の範囲を0.70～0.90→0.75～0.92に引上げ)

＜未導入団体の推移＞

Ｈ１８ ４８４ 団体

Ｈ２０ ３５９ 団体

Ｈ２２ ２７２ 団体

Ｈ２４ ２３２ 団体

Ｈ２９ １２６団体

Ｈ３０ １０９ 団体

都道府県 指定都市 市区町村

最低制限価格の事前公表
2 1 132

4.5% 5.0% 8.8%

基準価格の事前公表
2 0 53

4.3% 0% 7.6%

都道府県 指定都市 市区町村

導入済み
47 20 1612

100.0% 100.0% 93.7%

いずれも未導入
0 0 109

0% 0% 6.3%

※Ｈ３０．８．１時点

＜未導入団体の分布＞

ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適
切な活用を徹底する。予定価格は、原則として事後公表とする。

【工事/必ず実施】③低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定・活用の徹底等
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【参考】低入札価格調査基準の改定（工事）

※計算式により算出した額が上記の「範囲」を上回った（下回った）場合には、上限（下限）値で設定。

【範囲】

予定価格の

7.0/10～9.0/10

【計算式】

・直接工事費×0.97

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.90

・一般管理費等×0.55

上記の合計額×1.08

現行 H31.4.1～

【範囲】

予定価格の

7.5/10～9.2/10

【計算式】

・直接工事費×0.97

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.90

・一般管理費等×0.55

上記の合計額×1.08

低入札価格調査基準とは
■ 予算決算及び会計令第８５条に規定
■ 「当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合」の基準
■ この基準に基づいて算出した価格を下回った場合には、履行可能性についての調査を実施

履行可能性が認められない場合には、落札者としない。

低入札価格調査基準の見直しについて

○平成31年4月1日以降に入札公告を行う工事を対象に、低入札価格調査基準の範囲を0.70～0.90から
0.75～0.92へ引き上げ

○あわせて、低入札価格調査等の簡素化を図るとともに、工事規模に応じて技術開発を促す仕組みを導入
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【工事/必ず実施】 ④施工時期等の平準化

①国庫債務負担行為の積極的活用

適正な工期を確保するための国庫債務負担行為（2か年国債（注1）及び

ゼロ国債（注2））を上積みし、閑散期の工事稼働を改善

〈2ヶ年国債＋当初予算におけるゼロ国債〉
令和２年度：約3,200億円 （平成31年度：約3,200億円）

※平成29年度から当初予算におけるゼロ国債を設定（業務についても平成31年度から新たに設定）
※令和２年度の内訳は、2ヶ年国債約2,000億円、ゼロ国債約1,200億円（業務含む）

③地方公共団体等への働きかけ

地域発注者協議会等を通じて、自治体ごとの平準化の進捗や取組状況の見える化
を図るとともに、取組の進んでいない自治体に対して直接ヒアリングなども行いながら、
継続的にフォローアップを実施。

注１：国庫債務負担行為とは、工事等の実施が複数年度に亘る場合、あらかじめ国会の議決を経て後年度に亘って債務を負担（契約）
することが出来る制度であり、２か年度に亘るものを２か年国債という。

注２：国庫債務負担行為のうち、初年度の国費の支出がゼロのもので、年度内に契約を行うが国費の支出は翌年度のもの。

②地域単位での発注見通しの統合・公表の更なる拡大
全ブロックで実施している国、地方公共団体等の発注見通しを統合し、

とりまとめ版を公表する取組の参加団体を拡大
※参加状況の推移：平成29年3月時点：約500団体（約25%）→令和元年11月時点：1946団体（約97%）
国、特殊法人等：205/213、都道府県：47/47、政令指定都市：20/20、市町村：1674/1722（令和元年11月時点）

発注見通しの統合・公表のページ（イメージ）

国土交通省直轄工事 稼働件数・金額の推移（全国）

発注者は積極的に計画的な発注や施工時期の平準化のための取組を実施する。
具体的には、中長期的な工事の発注見通しについて、地域ブロック単位等で統合

して公表する。また、繰越明許費・債務負担行為の活用や入札公告の前倒しなどの
取組により施工時期の平準化に取り組む。

-14-



●地方公共団体における平準化の進捗・取組状況を見える化して継続的にフォローアップ
・地域発注者協議会等で、平準化率を活用して各地方公共団体の進捗状況を見える化し、他の団体と比較できるよう公表
・入契法に基づく入契調査で、各地方公共団体における取組状況をきめ細かく把握し、結果を公表
・平準化の取組が進んでいない都道府県、人口１０万人以上の市に対し、さらに詳細な調査、ヒアリングの実施

【参考】地方公共団体における平準化の取組の更なる推進

まずは一定規模の工事契約件数のある都道府県、人口１０万人以上の市に対し、重点的に平準化の取組の
実施を働きかけるとともに、全ての地方公共団体に対し発注者の責務として平準化の取組を進めるよう支援

●施工時期の平準化の意義について、地方公共団体に対し様々な機会を捉え周知徹底
（中小企業者調達推進協議会（7/19）、改正法説明会（１４カ所）、地域発注者協議会（１０ブロック）、
監理課長等会議（８ブロック）等）

●地方公共団体による優良事例を周知し、先進的な取組を水平展開（「さしすせそ事例集」の更なる充実・普及）

取組事例等の周知徹底

［※平準化率は、国：0.85、都道府県：0.75、市町村：0.55
（H30年度）］

平準化の進捗・取組状況の見える化

施工時期の平準化の取組が浸透しつつあるが、実施体制やノウハウ不足等を理由に、
特に市町村ではいまだに低い水準更なる平準化の推進が必要

・品確法において、公共工事の施工時期の平準化が「発注者の責務」として明確に規定
・入契法において、公共工事の発注者に施工時期の平準化のための方策を講ずることを「努力義務化」
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＜根拠条文＞
品確法第七条第一項（抄）

五 地域のおける公共工事等の実施の時期の平準化を図るため、計画的に発注を行うとともに、工期等が一年に満
たない公共工事等についての繰越明許費又は財政法第十五条に規定する国庫債務負担行為若しくは地方自治
法第二百十四条に規定にする債務負担行為の活用による翌年度にわたる工期等の設定、他の発注者との連携に
よる中長期的な公共工事等の発注の見通しの作成及び公表その他の必要な措置を講ずること。

○入札情報サービスに、「中長期的な発注の見通し」に関するページを新設
（現在は、各年度毎の個別の工事・業務の発注の見通しを公表）

○掲載をする情報は事業（プロジェクト単位）を基本とし、事業計画通知や各種計画等で
既に公表している情報を用いて対応

令和元年６月に改正された、「公共工事の品質確保の促進に関する法律（以下、「品確法」。）におい
て、発注者の責務として、公共工事の実施の時期の平準化を図るため、中長期的な公共工事等の発注
見通しの作成及び公表を講ずることが明記された。

対応の基本方針

背景

○令和２年度から直轄の取組を公表予定
○その後、地域発注者協議会を通じて、取組を順次拡大予定

スケジュール

【参考】中長期的な発注の見通し公表について（案）

-16-



【工事/必ず実施】 ⑤適正な工期設定

工期の設定に当たっては、工事の内容、規模、方法、施工体制、地域の実情等を踏まえた
施工に必要な日数のほか、工事に従事する者の休日、工事の実施に必要な準備・後片付け期
間、天候その他のやむを得ない事由により工事の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮
する。また、週休２日を実施する工事については、その分の日数を適正に考慮する。

準備期間 後片付け期間

工種区分 従前の設定 最低必要日数 従前の設定 最低必要日数

鋼橋架設工事 30～150 日 90 日 15～20 日

20日

ＰＣ橋工事 30～90 日 70 日 15～20 日

橋梁保全工事 30～50 日 60 日 15～20 日

舗装工事（新設工事） 30～50 日 50 日 15～20 日

舗装工事（修繕工事） 30～40 日 60 日 15～20 日

道路維持工事 30～50 日 50 日 15～20 日

河川維持工事 30～50 日 30 日 15～30 日

電線共同溝工事 30～50 日 90 日 15～20 日

工期設定支援システムの導入 工事工程の受発注者間での共有

準備・後片付け期間の見直し

○施工当初段階において、工事工程のクリティカルパスと関連する未解決課題
の対応者・対応時期について共有することを受発注者間でルール化

工程表作成支援システム（イメージ）

○工期設定に際し、歩掛かりごとの標準的な作業日数や、標準的な作業手順を
自動で算出する工期設定支援システムを導入

○工事規模や地域の状況に応じて、準備・後片付けに最低限必要な日数を設定

工期設定支援システムの主な機能

① 歩掛毎の標準的な作業日数を自動算出

② 雨休率、準備・後片付け期間の設定

③ 工種単位で標準的な作業手順による
工程を自動作成

④ 工事抑制期間の設定

⑤ 過去の同種工事と工期日数の妥当性の
チェック

＜工事工程共有の流れ＞

① 発注者が示した設計図書を踏まえ、
受注者が施工計画書を作成

② 施工計画に影響する事項がある
場合は、
その内容と受発注者間の責任分担を
明確化

③ 施工途中で受注者の責によらない
工程の遅れが発生した場合は、
それに伴う必要日数について必ず
工期変更を実施

余裕期間制度の活用

○実工期を柔軟に設定できるよう6ヶ月を超えない範囲で余裕期間を設定する制度

余裕期間

実工期

発注時

契約時

実工期

発注時

余裕期間

全体工期＝余裕期間＋実工期

実施工事期間

契約時

実工期

①「発注指定方式」 ： 余裕期間内で工期の始期を発注者があらかじめ指定する方式

②「任意着手方式」 ： 受注者が工事開始日を余裕期間内で選択できる方式

余裕期間

余裕期間

工期の始期を指定

範囲内で受注者が契約時に選定
実工期期間は変更出来ない

③「フレックス方式」 ： 受注者が工事始期と終期日を全体工期内で選択できる方式

※）全体工期内で受注者が実工期を選択

工期の始期を選定

工期の始期を選定 工期の終期を選定

受注者が工期を選定

※１ 余裕期間 ： 技術者の配置必要なし、現場着手してはいけない期間（資機材の準備は可、現場搬入不可）
※２ 実工期・実施工事期間 ： 技術者の配置必要、準備・後片付け期間を含む。

■直轄工事における適正な工期の設定に向けた取組
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受発注者間で認識・解釈の違いが出ないよう、設計変更ガイドラインを改定し、以下の内容等を明記

設計変更ガイドラインの改定（全地方整備局等で改定済み）

設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース、
不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。

関東地方整備局の事例（H27.6改定）

１．「改正品確法の趣旨を記載」について
・改正品確法の基本理念により、受発注者が対等の立場であることを記載し、適切に設計及び工期の変更を行うことを記載
２．「土木工事条件明示の手引きの作成」について
・条件明示の確認に不足が生じないよう受発注者の認識の共有化を図る「土木工事条件明示の手引き（案）」を作成

３．「設計照査ガイドラインの作成」について
・受発注者間の照査の解釈の違いを解消するため、照査項目のチェックリストを含んだ「設計照査ガイドライン」を作成

４．「設計変更」について
・設計変更に伴う費用の増減概算額について、受発注者間で認識共有を図るため、契約変更に先立って行う指示書に概算額を明
示することを記載

５．「工事一時中止」について
・工事一時中止についても、設計変更と同様に指示書及び基本計画書に増加概算額を明示することを記載
６．「工期短縮」について
・受注者は工期短縮計画書を作成し、受発注者間で協議することを明記

【工事/必ず実施】 ⑥適切な設計変更

設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合等におい
て、設計図書の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工期の変更を適切
に行う。その際、工期が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費を活用する。
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【工事/必ず実施】⑦発注者間の連携体制の構築

〇協議会構成員の役職格上げ、連携・支援の実施に向けた役割の見直し

〇地域発注者協議会の下に全市町村が参画する都道府県毎の部会を設置

・役職の格上げ 県 ：［部長］ → ［副知事］
市（町村）：［副市（町村）長］ → ［市(町村)長］

・協議会の役割の見直し ［連絡調整］→ ［推進・強化］

例１：北陸ブロック 協議会規約の改正

■ 地域発注者協議会について

○ 公共工事の品質確保の促進に向けた取組等について、発注者間の連携調整

を図るため、地方ブロック毎に組織

○ 地方整備局、都道府県、代表市町村等から構成

例２：中部ブロック 各県部会の設置

規約（H26.10改正部分抜粋）（部会）

第８条 全ての市町村が各施策を推進・強化するため、静岡県、岐阜県、愛知県、三
重県の各県に部会を設置する。

愛
知
県
部
会

岐
阜
県
部
会

三
重
県
部
会

静
岡
県
部
会

【体制イメージ】

中部ブロック地域発注者協議会

地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関係事務の実施状況等を把握すると
ともに、各発注者は必要な連携や調整を行い、支援を必要とする市町村等の発注者
は、地域発注者協議会等を通じて、国や都道府県の支援を求める。
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○BIM/CIM※とは、計画・調査・設計段階から3次元モデルを導入し、後工程においても情報を充実させながらこ
れを活用するとともに関係者間で情報共有を図ることで、建設生産・管理システムにおける品質確保と共に受
発注者双方の業務効率化・高度化を図るもの。
○BIM/CIMを活用することで、3次元的な視覚化が可能となり、図面の照査や主構造物と付属物の干渉チェック
のレベル向上などが図れるとともに、情報の集約化が可能となり、事業を通じた継続的な3次元データの利活
用が図れる。
○ひいては、建設生産・管理システム全体における、事業の生産性向上や品質の確保を図ることが可能。

※ Building/ Construction Information Modeling, Management

3次元的な視覚化 情報の集約化

CIMモデルに属性情報を付与し、情報の集約化を図る
ことで、前段階の情報を利活用することが可能となる。

3次元的な視覚化を図ることで、各断面のズレが無い
かなどを3次元的にチェックが可能となる。

【工事/実施に努める】 ①ICTを活用した生産性向上

業務から工事までの一連の情報の集約化・可視化を図るため、BIM/CIMや３次元
データ等の積極的な活用に努める。
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○電子納品とは、建設生産システムにおける調査・設計・工事等の各段階の成果の一部を電子成果品として電子的に納品すること。
（平成１６年より本格運用中）

○各事業プロセスや関係者間をまたぐ情報の共有・有効活用を図ることで、公共事業の生産性向上等に寄与。

○オンライン化（情報共有システム上の電子成果品を、インターネットを介して納品）により電子納品の更なる省力化、効率化を図る。

＜電子納品のメリット＞

・事業執行の効率化

・品質の向上

・過去成果、他事業所成果のデータ共有

・ペーパーレス、省スペース、検索性向上

・設計から工事等のように次フェーズへ
の利活用、災害等への対応等の利活用

手法及びシステム仕様の検討
現場試行26件（内訳：工事24件、業務2件）

運用開始

平成30年度

令和元年度

＜これまでの実施内容と今後の予定＞

・電子媒体(CD-R)への格納や郵送等の作業削減
・電子納品の確実な納品（電子納品・保管管理システムへの自動登録）

システム開発

令和２年度（目標）

オンライン化

※自治体での電子納品のオンライン化に対しても支援を実施

【工事/実施に努める】 ①ICTを活用した生産性向上

各段階においてICTを積極的に活用し、地下埋設物データ等の官民が保有するデータ
の連携や電子納品のオンライン化等の推進に努めるとともに、生産性向上に資する技
術についても積極的に活用するよう努める。
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公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドラインの策定 （平成27年５月）

3.3 落札者の
選定方法

3.1  契約方式

総価契約
単価合意方式

工事の施工のみを発注する方式

詳細設計付工事発注方式

設計・施工一括発注方式
総価契約方式

コストプラス
フィー契約･

オープン
ブック方式

3.4 支払い方式

設計段階から施工者が関与する
方式（ＥＣＩ方式）

維持管理付工事発注方式

包括発注方式

価格競争方式

総合評価落札
方式

技術提案・交渉
方式

など

段階的選抜方式

3.2 競争参加者
の設定方法

一般競争入札

指名競争入札

随意契約

など
複数年契約方式

など

工事調達における入札契約方式の全体像

本編・事例編の２編で構成。

本編：各方式の概要や選択の考え方等を記載 事例編：事例やその適用の背景等を整理

【工事/実施に努める】 ②入札契約方式の選択・活用

工事の発注に当たっては、工事の性格や地域の実情等に応じ、価格競争方式、総合
評価落札方式、技術提案・交渉方式等の適切な入札契約方式を選択するよう努める。

国交省HP (http://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatsukeiyakugaido.html)
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対応の基本方針

○海外の工事・業務については発注主体が多種多様であることから、通常の国内の直轄
工事・業務のように一元的な評価方法を実施することは不可能

○海外の工事・業務で実績のある技術者を表彰する制度を構築し、その表彰の有無を総
合評価落札方式にて加点項目とする案を検討

表彰制度（案）

１．対 象：海外の工事・業務で実績を有
する日本の技術者

２．審査方法：審査委員会を設置
３．褒 賞：大臣表彰

【工事】 ＷＴＯ案件の工事において、段階選抜の一次選抜で、海外
実績を有するものを優先的に選定。

【業務】 総合評価、プロポーザル方式の評価項目として設定
※工事・業務ともに、評価の対象となる期間は受賞から１０年程度を想定

総合評価で評価方法

【工事/実施に努める】 ③総合評価落札方式の改善

豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者などの登用、民間発注工事や
海外での施工経験を有する技術者の活用も考慮して、施工実績の代わりに施工計画を
評価するほか、災害時の活動実績を評価するなど、適切な評価項目の設定に努める。
さらに、国土交通省が認定した一定水準の技術力等を証する民間資格を総合評価落札
方式における評価の対象とするよう努める。

■海外の施工経験の評価（案）
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【参考】 国土交通省登録資格の活用

〇配置予定技術者の参加要件（例）

１ 予定管理技術者
予定管理技術者については、下記に示す条件を満たす者であること。
１）下記のいずれかの資格を有する者
①技術士
博士（※研究業務等高度な技術検討や学術的知見を要する業務に適用）
②国土交通省登録技術者資格
③上記以外のもの（国土交通省登録技術者資格を除いて、発注者が指定するもの）

民間団体等が運営する一定水準の技術力等を有する資格（ここでは民間資格という）について、国や地方公共団体の発
注業務で活用できるよう、国土交通省が「国土交通省登録資格」として登録する制度。
（根拠法：公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号、令和元年6月14日改正施行）第24条）

⇒平成30年度までに延べ２８８資格が登録【維持管理分野（点検・診断等業務）２０９資格、計画・調査・設計分野７９資格】

国や地方公共団体発注の「計画・調査・設計業務」、「維持管理業務」において、担当技術者、管理技術者、照査技術者に
民間資格の保有者を配置するなどにより、業務の品質を確保。

国土交通省登録資格とは

①国家資格･技術士 3点

②国土交通省登録資格 2点

③上記以外の民間資格 1点

〇総合評価落札方式における国土交通省登録資格の評価（例）

【管理技術者の評価例】 【担当技術者の評価例】

①国家資格･技術士
②国土交通省登録資格

2点

③上記以外の民間資格 1点

国土交通省登録資格に関する情報（国土交通省ＨＰ） https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000098.html 検索国交省 登録資格
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【工事/実施に努める】④見積りの活用

標準積算

予定価格の作成

乖離 （実勢価格と標準積算）

・個別の現場条件が反映しきれない。

・実勢価格の変化が激しい。

など・・・

乖離部分と想定される項目
の見積りを求める。

算
反映

・見積書の平均的なものを採用積算

対象工事：標準積算と実際にかかる費用に乖離が考えられる工事

対象工種：直接工事費及び共通仮設費の積み上げ部分

◆対象工事及び工種

入札に付しても入札者又は落札者がなかった場合等、標準積算と現場の施工実態の乖
離が想定される場合は、見積りを活用することにより予定価格を適切に見直す。
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1.余裕期間の長さ：
6ヶ月を超えない範囲

2. 技術者の配置：
(1) 技術者の配置必要なし、現場
着手してはいけない期間（資機
材の準備は可、現場搬入不可）

(2)実工期・実工事期間：
技術者の配置必要、準備・後片
付け期間を含む。

■余裕期間制度

【工事/実施に努める】 ⑤余裕期間制度

労働力や資材・機材等の確保のため、実工期を柔軟に設定できる余裕期間制度の
活用といった契約上の工夫を行うよう努める。
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１．対象工事
当面、一般土木（WTO対象工事で段階的選抜方式）にて試行

２．総合評価方式における技術評価内容
入札契約手続きの審査基準日※までに、参加する企業（個社）において「労務費見積り尊重宣言」を決定・公表するととも
に、下請企業への見積依頼に際して労務賃金を内訳明示する旨を記した誓約書（又は見積書様式、その他労務賃金を
内訳明示することがわかる資料）を提出する
上記両方の条件を満たした場合１．０点加点する（自由設定項目）
※「競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限」の日

３．工事成績評定
工事完成検査/成績評定時において、元請企業と下請企業間の見積書を確認し、労務賃金が内訳明示されていない場
合には、工事成績評価において減点する
見積書の確認は抜き取りで行うこととし、確認範囲は当面、以下の場合とする
＜見積書を確認する範囲＞
・一次下請（施工体制台帳に記載された業者）との契約のうち、
下請金額3,500万円以上の契約（警備業者との契約も対象に含む）

また、見積書に加えて注文書において、労務賃金が内訳明示されている場合には、加点する

４．スケジュール
令和元年下半期（１０月）から試行

⃝ 国土交通省発注工事において、日建連「労務費見積り尊重宣言」*を踏まえ、元請企業の労務賃金改善に関する取り組みを
促進するために、総合評価方式においてインセンティブを付与（技術評価における加点）するモデル工事（ 「労務費見積り尊
重宣言」促進モデル工事（仮称） ）を試行する。

*：（一社）日本建設業協会 H30.9.18発表

【工事/実施に努める】 ⑥工事中の施工状況の確認

下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、その実態を把握するよう
努める。
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【工事/実施に努める】⑦受注者との情報共有、協議の迅速化

現場条件の把握
設計思想の把握
新技術の提案等

「三者会議」

発注者 設計者

施工者

発注者

変更設計の透明性を図り
円滑な変更手続

受注者
（施工者）

発注者
受注者
（施工者）

工事着手時 施工中 変更設計

協議・承諾・確認等

「ワンデーレスポンス」

適切な工程管理が可能となり
現場の生産性が向上

課題を早期に把握し
円滑な工事着手や手戻りの防止

三者会議 ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ 設計変更審査会

発注者と受注者が
・設計変更の妥当性

・工事の中止等の協議・審議 等を実施

受注者の立場に立った取り組みとするため、特記仕様書に明示し契約内容の一部として実施。

工事発注後の様々な課題を受発注者が一丸となって円滑かつ迅速に解決するため、以下の施策を継続して取り組む

・三者会議 ：発注者、設計者、施工者が一堂に会し、情報を共有し工事の円滑な着手、手戻りを防止

・ワンデーレスポンス ：施工者から質問等に対して、迅速な回答を実施し、施工者の手待ち時間を解消

・設計変更審査会 ：各種ガイドラインの活用を図り、設計変更の透明性を図り、円滑な設計変更の実施

各発注者は受注者からの協議等について、速やかかつ適切な回答に努める。設計変更
の手続の迅速化等を目的として、発注者と受注者双方の関係者が一堂に会し、設計変
更の妥当性の審議及び工事の中止等の協議・審議等を行う会議を、必要に応じて開催する。
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismMinistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

業務
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最近の給与等の実態を適切・迅速に反映
設計業務委託等（設計、測量、地質関係）

３９，０５５円 平成３０年３月比；＋３．７％
（平成24年度比＋25.0％）

全職種平均

39,033 
38,943 

37,890 

35,133 
34,505 

33,119 

31,657 
31,000 30,690 30,386 

30,919 31,133 31,510 
31,681 

31,671 31,248 31,633 
32,640 

34,175 

35,470 
36,580 

37,665 

39,055 

26,000

28,000

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

H9 H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30H31

設計業務委託等技術者単価 全職種単純平均値の推移

【業務/必ず実施】①予定価格の適正な設定

予定価格の設定に当たっては、市場における技術者単価及び資材・機材等の取引価
格、履行の実態等を的確に反映した積算を行う。
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最低制限価格制度等の導入状況 ～109団体が未導入～

最低制限価格等の公表時期 ～導入済の団体の１割前後は事前公表～

取組状況

Ｈ２７. ２ 総務省と連名で、ダンピング対策の強化（未導入の団体における早急な制度
の導入、公表時期の見直し）を要請

Ｈ２８. ２ 総務省と連名で、ダンピング対策の強化を再度要請

Ｈ２８. ４ 低入札価格調査基準の改定（現場管理費の算入率を0.80→0.90に引上げ）

Ｈ２８.10 総務省と連名で、ダンピング対策の強化を再度要請

Ｈ２９. ２ 総務省と連名で、ダンピング対策の強化を再度要請

Ｈ２９. ４ 低入札価格調査基準の改定（直接工事費の算入率を0.95→0.97に引上げ

Ｈ３１. ４ 低入札価格調査基準の改定（調査基準の範囲を0.70～0.90→0.75～0.92に引上げ)

＜未導入団体の推移＞

Ｈ１８ ４８４ 団体

Ｈ２０ ３５９ 団体

Ｈ２２ ２７２ 団体

Ｈ２４ ２３２ 団体

Ｈ２９ １２６団体

Ｈ３０ １０９ 団体

都道府県 指定都市 市区町村

最低制限価格の事前公表
2 1 132

4.5% 5.0% 8.8%

基準価格の事前公表
2 0 53

4.3% 0% 7.6%

都道府県 指定都市 市区町村

導入済み
47 20 1612

100.0% 100.0% 93.7%

いずれも未導入
0 0 109

0% 0% 6.3%

※Ｈ３０．８．１時点

＜未導入団体の分布＞

ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適
切な活用を徹底する。予定価格は、原則として事後公表とする。

【業務/必ず実施】②低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定・活用の徹底等
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○ 平成31年4月1日以降に入札公告を行う測量業務を対象に、低入札価格調査基準の範囲の上限
を80%から82%へ引き上げ

○ 平成31年4月1日以降に入札公告を行う地質調査業務を対象に、低入札価格調査基準の諸経費
の算入率を0.45から0.48へ引き上げ

低入札価格調査基準の見直しについて

現行

・ 直接測量費 ×1.00
・ 測量調査費 ×1.00
・ 諸経費 ×0.48

・ 直接測量費 ×1.00
・ 測量調査費 ×1.00
・ 諸経費 ×0.48

H31.4.1 ～
設定範囲：60% ～ 80%

測
量

設定範囲：60% ～ 82%

・ 直接調査費 ×1.00
・ 間接調査費 ×0.90
・ 解析等調査業務費 ×0.80
・ 諸経費 ×0.45

設定範囲：2/3 ～ 85%

地
質

設定範囲：2/3 ～ 85%

・ 直接調査費 ×1.00
・ 間接調査費 ×0.90
・ 解析等調査業務費 ×0.80
・ 諸経費 ×0.48

【参考】低入札価格調査基準の改定（業務）
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【業務/必ず実施】 ③履行期間の平準化

発注者は積極的に計画的な発注や施工時期の平準化のための取組を実施する。
具体的には、繰越明許費・債務負担行為の活用や入札公告の前倒しなどの取組に

より施工時期の平準化に取り組む。

単
年
度

国

債
工
事

工
事
上
半
期
発
注
パ
タ
ー

ン

工
事
下
半
期
発
注
パ
タ
ー

ン

業
務

工
事

前年度

業
務

翌年度
下期 上期 下期 上期

当該年度

公

示

契

約

納

品

公

告

契

約

公

告

契

約

発注

手続き 調査・設計

発注

手続き

発注

手続き 施工

施工

公告準備

公告準備

適正な工期設定

国債等の

活用

ゼロ国債の

活用

公

示

契

約

納

品

発注

手続き 調査・設計

繰越明許費

債務負担行為

の活用

繰越明許費

債務負担行為

の活用

発注・施行時期の平準化のイメージ
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履行期間の設定に当たっては、業務の内容や、規模、方法、地域の実情等を踏まえた業務
の履行に必要な日数のほか、必要に応じて準備期間、照査期間や週休２日を前提とした業務に
従事する者の休日、天候その他のやむを得ない事由により業務の履行が困難であると見込ま
れる日数や関連する別途発注業務の進捗等を考慮する。

【業務/必ず実施】 ④適正な履行期間の設定

■設計業務等における適正な工期の設定について

※測量の場合 履行期間については、設計業務等標準
積算基準書（参考資料）の準用、全体事
業計画における当該業務計画等から必
要な日数を算定。

設計業務等標準積算基準書
（参考資料）から抜粋

新調査積算システムにて、履行期間の
設定に必要な日数等の算出が可能。

新調査積算システムから抜粋

設計数量や標準作業量等から
内業・外業日数の算定が可能

-34-



【業務/必ず実施】 ⑤適切な設計変更

設計図書に示された設計条件と実際の条件が一致しない場合等において、設計
図書の変更及びこれに伴って必要となる契約額や履行期間の変更を適切に行う。そ
の際、履行期間が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費を活用する。

土木設計業務等変更ガイドラインの運用（全地方整備局等に通知済み）※H27.3～

設計変更の手続きの流れ・留意点等の受発注者共通認識や円滑な契約変更・業務執行等を目
的とし、平成２７年３月から本ガイドラインの運用を開始。

受発注者間で認識・解釈の違いがでないよう

以下の内容等を明記

・土木設計業務等の特性

・発注者・受注者の留意事項

・土木設計業務等の変更の対象となり得るケース

⇒設計変更に係る基本事項や変更・指示におけ

る留意事項を記載

・土木設計業務等の変更の対象とならないケース

・土木設計業務等の変更の手続フロー
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【業務/必ず実施】⑥発注者間の連携体制の構築

〇協議会構成員の役職格上げ、連携・支援の実施に向けた役割の見直し

〇地域発注者協議会の下に全市町村が参画する都道府県毎の部会を設置

・役職の格上げ 県 ：［部長］ → ［副知事］
市（町村）：［副市（町村）長］ → ［市(町村)長］

・協議会の役割の見直し ［連絡調整］→ ［推進・強化］

例１：北陸ブロック 協議会規約の改正

■ 地域発注者協議会について

○ 公共工事の品質確保の促進に向けた取組等について、発注者間の連携調整

を図るため、地方ブロック毎に組織

○ 地方整備局、都道府県、代表市町村等から構成

例２：中部ブロック 各県部会の設置

規約（H26.10改正部分抜粋）（部会）

第８条 全ての市町村が各施策を推進・強化するため、静岡県、岐阜県、愛知県、三
重県の各県に部会を設置する。

愛
知
県
部
会

岐
阜
県
部
会

三
重
県
部
会

静
岡
県
部
会

【体制イメージ】

中部ブロック地域発注者協議会

地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関係事務の実施状況等を把握すると
ともに、各発注者は必要な連携や調整を行い、支援を必要とする市町村等の発注者は、
地域発注者協議会等を通じて、国や都道府県の支援を求める。
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○BIM/CIM※とは、計画・調査・設計段階から3次元モデルを導入し、後工程においても情報を充実させながらこ
れを活用するとともに関係者間で情報共有を図ることで、建設生産・管理システムにおける品質確保と共に受
発注者双方の業務効率化・高度化を図るもの。
○BIM/CIMを活用することで、3次元的な視覚化が可能となり、図面の照査や主構造物と付属物の干渉チェック
のレベル向上などが図れるとともに、情報の集約化が可能となり、事業を通じた継続的な3次元データの利活
用が図れる。
○ひいては、建設生産・管理システム全体における、事業の生産性向上や品質の確保を図ることが可能。

※ Building/ Construction Information Modeling, Management

3次元的な視覚化 情報の集約化

CIMモデルに属性情報を付与し、情報の集約化を図る
ことで、前段階の情報を利活用することが可能となる。

3次元的な視覚化を図ることで、各断面のズレが無い
かなどを3次元的にチェックが可能となる。

【業務/実施に努める】 ①ICTを活用した生産性向上

業務から工事までの一連の情報の集約化・可視化を図るため、BIM/CIMや３次元
データ等の積極的な活用に努める。
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【業務/実施に努める】 ②入札契約方式の選択・活用

業務の発注に当たっては、業務の内容や地域の実情等に応じ、プロポーザル方式、
総合評価落札方式、価格競争方式、コンペ方式等の適切な入札契約方式を選択するよ
う努める。
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【業務/実施に努める】③プロポーザル方式・総合評価落札方式の積極的な活用

発注者は、一定の資格、実績、成績等のみを競争参加資格条件とすることにより
品質を確保できる業務などを除き、技術提案を求めるよう努める。特に、技術的に
高度又は専門的な技術が要求される業務、地域特性を踏まえた検討が必要となる業務にお
いては、プロポーザル方式により技術提案を求める。

○当該業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術
が要求される業務、地域特性を踏まえた検討が必要となる業
務であって、提出された技術提案に基づいて仕様を作成する
方が優れた成果を期待できる場合に選定する。

○建築関係建設コンサルタント業務においては、国等におけ
る温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関
する法律第５条に規定する基本方針に基づき契約する設計
業務のほか、象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性等を
求められる場合（いわゆる設計競技方式の対象とする業務を
除く。）にもプロポーザル方式を選定する。

※業務の内容が技術的に高度ではないもの又は専門的な技術が要求される業務では
ない簡易なもの等については総合評価落札方式又は価格競争入札方式を選定

○業務内容に応じて具体的な取り組み方法の提示を求める
テーマ（評価テーマ）を示し、評価テーマに関する技術提案と
当該業務の実施方針の提出を求め、技術的に最適な者を特
定

プロポーザル方式 総合評価落札方式

○事前に仕様を確定可能であるが、入札者の提示する技術
等によって、調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程
度の差異が生ずることが期待できる場合は、総合評価落札方
式を選定する。

○当該業務の実施方針以外に、業務内容に応じて具体的な
取り組み方法の提示を求めるテーマ（評価テーマ）を示し、

評価テーマに関する技術提案を求めることによって、品質向
上を期待する業務の場合は、標準型の総合評価落札方式を
選定する。

※評価テーマに関する技術提案を求める必要はない場合は、簡易型の総合評価落札
方式を選定

○業務の仕様の範囲内で品質向上の方法の提示を求める評
価テーマを示し、評価テーマに関する技術提案と当該業務の
実施方針を求め、価格との総合評価を行う。

※入札参加要件として一定の資格・成績等を付すことにより品質を確保できる業務は価格競争方式を選定
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【業務/実施に努める】 ④履行状況の確認

実施体制（案）

実施内容

詳細設計業務発注時において、受発注者が必要な
設計条件等を確認するためのツールとして、条件明示
チェックシート(案)を活用

条件明示チェックシート（案）の確認項目

①適正な履行期間の確保及び履行期限の設定の確認

②基本的な設計条件・計画条件等の確認

③関係機関との調整事項、協議の進捗状況等の確認

④貸与資料（測量・地質・予備設計成果等）の確認

⑤その他（事業間連携、コスト縮減、環境対策等の確認）

• 未確定の設計条件については、条件確定の予定時期や
協議の進捗状況等を条件明示チェックシート（案）に記載し、
詳細設計業務の受注者に提示

• 受注者は、発注者から受け取った条件明示チェックシート
（案）を業務スケジュール管理表に反映し運用

適切な時期に設計条件を受注者に提示し、発注者の責任を確実に履行

確実な条件明示のための体制として、｢設計業務の条件明示検討会（仮称）｣を開催※し、明示すべき
設計条件について、設計図書に確実に反映できているかを副所長以下の複数の視点で確認

※検討会の開催が有効と判断される業務において開催
〔開催時期〕 詳細設計業務発注の決裁前に実施
〔確認体制〕 副所長、発注担当課長、調査職員等
〔準備資料〕 条件明示チェックシート（案）、設計図書（特記仕様書他） 等

国交省土木業務関連ＨＰ：http://www.mlit.go.jp/tec/gyoumukankei.html

履行期間中においては、業務成果の品質が適切に確保されるよう、適正な業務執
行を図るため、休日明け日を依頼の期限日にしない等のウイークリースタンスの適用や
条件明示チェックシートの活用、スケジュール管理表の運用の徹底等により、履行状況の
確認を適切に実施するよう努める。
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【業務/実施に努める】⑤受注者との情報共有、協議の迅速化

設計業務については、設計条件や施工の留意点、関連事業の情報確認及び設計方
針の明確化を行い受発注者間で共有するため、発注者と受注者による合同現地踏査
の実施に努める。テレビ会議や現地調査の臨場を要する確認等におけるウェアラブ
ルカメラの活用などにより、発注者と受注者双方の省力化の積極的な推進に努め、
情報共有が可能となる環境整備を行う。

【地質技術者の参画による合同現地踏査の流れ】

合同現地踏査においては、設計条件や施工の留意点、関連事業の
情報確認及び設計方針の明確化を行い、実施後は、実施内容につい
て記録等し、受発注者間で情報共有を徹底する。

特に地質情報の不確実性が高い現場において、地質調査を実施し
た技術者が合同現地踏査に参加し、設計者・施工者に調査で得られ
た知見などを直接伝達を行うことで、地盤に関するリスクに対して
設計や施工段階で的確に対策を講じることが可能となる。

■テレビ（ＷＥＢ）会議のイメージ

○ WEB会議を活用することにより、出張・打合せ
時の多くを占める移動時間が短縮

テレビ（ＷＥＢ）会議

合同現地踏査
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工事内容 緊急度
入札契約
方式

契約相手の選定方法

【災害時の対応】 ①災害時の入札契約方式

応急復旧
本復旧

本復旧

本復旧
通常の方式に

よって迅速な対
応が可能な場合

極め
て

高い

■入札契約方式の適用の考え方

随意契約

指名競争

下記のような観点から最適な契約相手を選定
①被災箇所における維持修繕工事の実施実績
②災害時における協定締結状況
③施工の確実性（本店等の所在地、企業の被
害状況、近隣での施工状況、実績等）

有資格業者を対象に、下記のような観点か
ら、指名及び受注の状況を勘案し、特定の
者に偏しないように指名を実施
①本社（本店）、支店、営業所の所在地
②同種、類似工事の施工実績
③手持ち工事の状況

通常の方式（一般競争・総合評価落札方式他）

工事の緊急度や実施する企業の体制等を勘案し、適用する入札契約方式を検討する。

H30.9末現在

災害時の入札契約方式の選定にあたっては、工事の緊急度を勘案し、随意契約等
を適用する。
災害発生後の緊急対応にあたっては、手続の透明性、公平性の確保に努めつつ、
早期かつ確実な施工が可能な者を選定することや、概算数量による発注を行った上
で現地状況等を踏まえて契約変更を行うなど、工事の緊急度に応じた対応も可能であ
ることに留意する。
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【災害時の対応】 ②現地の状況等を踏まえた積算の導入

○設計変更の対象とする経費や工種を入札公告時に明示し、適切に設計変更を行う。

＜設計変更の対象とする経費の例＞
遠隔地からの労働者確保に要する労務管理費・交通費・宿泊費等
遠隔地からの建設資材調達に係る購入費・輸送費 など

災害発生後は、一時的に需給がひっ迫し、労働力や資材・機材等の調達環境に変化が生じ
ることがある。このため、積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれがある
場合には、積極的に見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に予定価格を設定す
る。
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【災害時の対応】 ③災害協定の締結等建設業者団体等や、ほかの発注者との連携

災害発生時の状況把握や災害応急対策又は災害復旧に関する工事及び業務を迅速かつ円滑
に実施するため、あらかじめ、災害時の履行体制を有する建設業者団体や業務に関する各種
団体等と災害協定を締結する等の必要な措置を講ずるよう努める。災害協定の締結にあたっ
ては、災害対応に関する工事及び業務の実施や費用負担、訓練の実施等について定める。また、
必要に応じて、協定内容の見直しや標準化を進める。
災害による被害は社会資本の所管区分とは無関係に面的に生じるため、その被害からの復
旧にあたっても地域内における各発注者が必要な調整を図りながら協働で取り組む。

■包括協定の事例（沖縄）

【背 景】
○東日本大地震や熊本地震の教訓をもとに、大規模災害に備えた災害協定締結の動きが活発化。
○島しょ県沖縄は、大規模地震・津波災害が発生した場合、他府県からの支援が到着するまでに一定の期間を要する為、島内建設業者の限ら
れた人材や建設資機材を効果的に活用して、道路啓開などの応急復旧を行う事が不可欠。
【課 題】
○国･県等から様々な要請があるなかで、重複して要請するなど、協定に基づく対応に混乱が生じる例がある。
【対 応】
○協力要請の重複を防ぐため、要請ルートを整理し明確化をはかる。
○既に昨年度、道路啓開計画・タイムラインについては策定済みである。この度、沖縄県・沖縄県建設業協会（ 357社加盟）と包括的協定手交
式を行った（平成30年2月15日）。協定が結ばれた事により迅速な対応が可能になる。

沖縄総合事務局（本局）

沖縄総合事務局
（事務所等）

沖縄県

市町村

要
請
の
重
複

現状

沖縄県建設業
協会

沖縄総合事務局（本局）

沖縄総合事務局
（事務所等）

改善（案）

沖縄県 市町村

沖縄県建設業協会

締結後締結前
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運用指針
参考資料掲載リスト

・インフラデータプラットフォームのイメージ

・オンライン電子納品の取り組み状況

・BIM/CIMを活用した品質確保について

・余裕期間制度

・地方公共団体における平準化の取組の更なる推進

・中長期的な発注見通し公表について（案）

・海外技術者評価制度（仮称）の創設

・技術者ネットワークの構築

・直轄工事における「登録基幹技能者」を活用する

工事（試行）

・国土交通省登録資格の活用

・一括審査方式の活用

・国交省発注工事における労働賃金改善への取り

組みの促進

・第三者による品質証明、ISO9001認証の活用に

ついて

・労働環境改善（熱中症対策、快適トイレ）

・情報共有システム、情報通信機器を活用した

効率化・省力化について

・コリンズ・テクリスについて

・プロポーザル方式

・ウィークリースタンスについて

・条件明示チェックシートについて

・スケジュール管理表について

・地盤状況に関する情報の確認及び共有について

・災害復旧における入札契約方式の選定について

・適切な設計変更（遠隔地からの労働者確保）

・大規模災害における復興係数・復興歩掛

・事業促進ＰＰＰについて

・チャンス拡大方式

・若手や女性などの技術者の登用を促す方式

・コンペについて

・建設キャリアアップシステムの構築

改正運用指針における記載順に以下の関連資料を掲載しています。

-2-



運用指針
参考資料インフラデータプラットフォームのイメージ

ドローン等を活用した
3次元測量

測量・調査
BIM/CIMによる

３次元設計

設 計
3次元データに基づく

施工、品質管理

施 工

×村△町□市

各管理者の維持管理情報
システムの構築

○県

• 国土に関する情報をサイバー空間上に再現するインフラデータプラットフォームを構築
• 2019年度に基盤地図上に地盤データと構造物データを位置情報でひもづけ、同一地図上に表示
• また、2019年度に一部の地域において都市の３次元モデル化を試作
• 都市の３次元モデル化にあたっては、自治体構造物データ及び民間建築物データとも連携

• 国土に関する情報をサイバー空間上に再現するインフラデータプラットフォームを構築
• 2019年度に基盤地図上に地盤データと構造物データを位置情報でひもづけ、同一地図上に表示
• また、2019年度に一部の地域において都市の３次元モデル化を試作
• 都市の３次元モデル化にあたっては、自治体構造物データ及び民間建築物データとも連携

情報共有システム
（測量・調査者、設計者、施工者、発注者、施設管理者間での情報共有）

データ連携

維持管理
ロボットやセンサーによる
3次元点検データの取得

オンライン電子納品

2019年度に位置情報でひもづけ
⇒同一地図上での検索を可能にする

データ連携
民間建築物データ

（例：建物形状データ、家屋課税台帳等）

都市の３次元モデル化

イメージ：ゼンリン３Ｄ地図データ

各段階においてICTを積極的に活用 し、地下埋設物データ等の官民が保有するデータの連携や（中略）積極
的に活用するよう努める。

発注関係事務の運用に関する指針
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運用指針
参考資料

○電子納品とは、建設生産システムにおける調査・設計・工事等の各段階の成果の一部を電子成果品として電子的に納品すること。
（平成１６年より本格運用中）

○各事業プロセスや関係者間をまたぐ情報の共有・有効活用を図ることで、公共事業の生産性向上等に寄与。

○オンライン化（情報共有システム上の電子成果品を、インターネットを介して納品）により電子納品の更なる省力化、効率化を図る。

＜電子納品のメリット＞

・事業執行の効率化

・品質の向上

・過去成果、他事業所成果のデータ共有

・ペーパーレス、省スペース、検索性向上

・設計から工事等のように次フェーズへ
の利活用、災害等への対応等の利活用

手法及びシステム仕様の検討
現場試行26件（内訳：工事24件、業務2件）

運用開始

平成30年度

令和元年度

＜これまでの実施内容と今後の予定＞

・電子媒体(CD-R)への格納や郵送等の作業削減
・電子納品の確実な納品（電子納品・保管管理システムへの自動登録）

システム開発

令和２年度（目標）

オンライン化

※自治体での電子納品のオンライン化に対しても支援を実施

工事 生産性向上

オンライン電子納品の取り組み状況

各段階においてICTを積極的に活用し、（略）電子納品（業務や工事の各段階の成果を電子成果品
として納品すること）のオンライン化等の推進に努める。

発注関係事務の運用に関する指針
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運用指針
参考資料

○BIM/CIM※とは、計画・調査・設計段階から3次元モデルを導入し、後工程においても情報を充実させながらこ
れを活用するとともに関係者間で情報共有を図ることで、建設生産・管理システムにおける品質確保と共に受
発注者双方の業務効率化・高度化を図るもの。

○BIM/CIMを活用することで、3次元的な視覚化が可能となり、図面の照査や主構造物と付属物の干渉チェック
のレベル向上などが図れるとともに、情報の集約化が可能となり、事業を通じた継続的な3次元データの利活
用が図れる。

○ひいては、建設生産・管理システム全体における、事業の生産性向上や品質の確保を図ることが可能。
※ Building/ Construction Information Modeling, Management

3次元的な視覚化 情報の集約化

CIMモデルに属性情報を付与し、情報の集約化を図る
ことで、前段階の情報を利活用することが可能となる。

3次元的な視覚化を図ることで、各断面のズレが無い
かなどを3次元的にチェックが可能となる。

工事 生産性向上

BIM/CIMを活用した事業の品質確保について

業務から工事までの一連の情報の集約化・可視化を図るため、BIM/CIMや３次元データ等の積極的な活用に
努める。

発注関係事務の運用に関する指針
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余裕期間制度

労働力や資材・機材等の確保のため、実工期を柔軟に設定できる余裕期間制度の活用といった契約上の工
夫を行うよう努める。

なお、余裕期間制度には、①発注者が工事の始期を指定する方式（発注者指定方式）、②発注者が示した工
事着手期限までの間で受注者が工事の始期を選択する方式（任意着手方式）、③発注者が予め設定した全体
工期の内で受注者が工事の始期と終期を決定する方式（フレックス方式）があり、これらの活用に際しては、地
域の実情や他の工事の進捗状況等を踏まえて、適切な方式を選択する。

発注関係事務の運用に関する指針

1. 余裕期間の長さ：
6ヶ月を超えない範囲

2. 技術者の配置：
(1) 技術者の配置必要なし、現場

着手してはいけない期間（資機
材の準備は可、現場搬入不可）

(2) 実工期・実工事期間：
技術者の配置必要、準備・後片
付け期間を含む。

■余裕期間制度
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運用指針
参考資料

●地方公共団体における平準化の進捗・取組状況を見える化して継続的にフォローアップ
・地域発注者協議会等で、平準化率を活用して各地方公共団体の進捗状況を見える化し、他の団体と比較できるよう公表
・入契法に基づく入契調査で、各地方公共団体における取組状況をきめ細かく把握し、結果を公表
・平準化の取組が進んでいない都道府県、人口１０万人以上の市に対し、さらに詳細な調査、ヒアリングの実施

工事 施工時期の平準化

地方公共団体における平準化の取組の更なる推進

まずは一定規模の工事契約件数のある都道府県、人口１０万人以上の市に対し、重点的に平準化の取組の実施を働きかけ
るとともに、全ての地方公共団体に対し発注者の責務として平準化の取組を進めるよう支援

●施工時期の平準化の意義について、地方公共団体に対し様々な機会を捉え周知徹底
（中小企業者調達推進協議会（7/19）、改正法説明会（１４カ所）、地域発注者協議会（１０ブロック）、監理課長等会議（８ブロック）等）

●地方公共団体による優良事例を周知し、先進的な取組を水平展開（「さしすせそ事例集」の更なる充実・普及）

取組事例等の周知徹底

［※平準化率は、国：0.85、都道府県：0.75、市町村：0.55（H30年度）］

平準化の進捗・取組状況の見える化

施工時期の平準化の取組が浸透しつつあるが、実施体制やノウハウ不足等を理由に、
特に市町村ではいまだに低い水準更なる平準化の推進が必要

地域発注者協議会等において、地域の実情を踏まえ、施工時期の平準化の取組状況等について、先進事例を
共有するとともに、他の発注者の状況も把握できるよう公表に努める。

発注関係事務の運用に関する指針

・品確法において、公共工事の施工時期の平準化が「発注者の責務」として明確に規定

・入契法において、公共工事の発注者に施工時期の平準化のための方策を講ずることを「努力義務化」
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運用指針
参考資料

中長期的な工事の発注見通しについて、発注者の取組や地域の実情等を踏まえて各発注者と連携して作成し、
地域ブロック毎に組織される地域発注者協議会等を通じて、地域ブロック単位等で統合して公表するよう努める。

＜根拠条文＞
品確法第七条第一項（抄）

五 地域のおける公共工事等の実施の時期の平準化を図るため、計画的に発注を行うとともに、工期等が一年に満
たない公共工事等についての繰越明許費又は財政法第十五条に規定する国庫債務負担行為若しくは地方自治
法第二百十四条に規定にする債務負担行為の活用による翌年度にわたる工期等の設定、他の発注者との連携に
よる中長期的な公共工事等の発注の見通しの作成及び公表その他の必要な措置を講ずること。

○入札情報サービスに、「中長期的な発注の見通し」に関するページを新設
（現在は、各年度毎の個別の工事・業務の発注の見通しを公表）

○掲載をする情報は事業（プロジェクト単位）を基本とし、事業計画通知や各種計画等で
既に公表している情報を用いて対応

令和元年６月に改正された、「公共工事の品質確保の促進に関する法律（以下、「品確法」。）において、
発注者の責務として、公共工事の実施の時期の平準化を図るため、中長期的な公共工事等の発注見
通しの作成及び公表を講ずることが明記された。

対応の基本方針

背景

○令和２年度から直轄の取組を公表予定
○その後、地域発注者協議会を通じて、取組を順次拡大予定

スケジュール

発注関係事務の運用に関する指針

工事 施工時期の平準化

中長期的な発注の見通し公表について（案）
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運用指針
参考資料

現在、入札情報サービス（ＰＰＩ）において、工事単位の発注見通しを掲載

№ 発注機関/担当部・事務所
△▽

事業名
更新日
△▽

1 国土交通省○○地方整備局／○○国道
事務所

国道○○号○○道（○○～○○）（○○環状道路） 2020/04/01

2 国土交通省○○地方整備局／○○国道
事務所

国道○○号○○道路 2020/04/01

事業計画通知や各種計画に記載している事業（プロジェクト）の
中長期的な見通しとして追加

対象事業
改修・改築系 ： 事業計画通知で公表している事業（プロジェクト）
補修・修繕系 ： 点検結果等で補修・修繕予定を公表している事業（プロジェクト・構造物等）

【参考イメージ】事業（プロジェクト） 一覧表（案）
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運用指針
参考資料

発注機関 国土交通省○○地方整備局

担当部・事務所 ○○国道事務所

事業名称 国道○○号 ○○道路

事業区間 ○○県○○市○○～○○

全体事業費 ○○○億円

当年度の事業費 ○○億円

事業進捗／完成予定時期 事業進捗率：○○％ 用地進捗率：○○％

概要

道路改良工 ○ｋｍ
橋梁上下部工 ○橋
トンネル工 ○箇所
※関連する測量、調査、設計業務も含む

留意事項

【参考イメージ】国道○○号 ○○道路の詳細
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運用指針
参考資料

工事 総合評価落札方式の改善

海外技術者評価制度（仮称）の創設

背景

対応の基本方針

「今後の発注者のあり方に関する中間とりまとめ」において、海外展開を促進する仕組みの構築の必
要性が明記

今後の発注者のあり方に関する中間とりまとめ
（平成30年4月 発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会）

5－4．海外展開を促進する仕組みの構築

・ＪＩＣＡ等の国際協力機関と連携して、海外における技術者の実績・成績等を国内工事・業務でも活用できるような制
度構築の検討を行うべき。そのためにジ・エンジニアや海外実績の評価導入、海外実績、成績等の国内工事・業務へ
の活用を検討すべき。

○海外の工事・業務については発注主体が多種多様であることから、通常の国内の直轄工事・業務の
ように一元的な評価方法を実施することは不可能

○海外の工事・業務で実績のある技術者を表彰する制度を構築し、その表彰の有無を総合評価落札
方式にて加点項目とする案を検討

表彰制度（案）

１．対 象：海外の工事・業務で実績を有
する日本の技術者

２．審査方法：審査委員会を設置
３．褒 賞：大臣表彰

【工事】 ＷＴＯ案件の工事において、段階選抜の一次選抜で、海外
実績を有するものを優先的に選定。

【業務】 総合評価、プロポーザル方式の評価項目として設定
※工事・業務ともに、評価の対象となる期間は受賞から１０年程度を想定

総合評価で評価方法

豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者などの登用、民間発注工事や海外での施工経験を有
する技術者の活用も考慮して、施工実績の代わりに施工計画を評価するほか、（略）、適切な評価項目の設定
に努める。

発注関係事務の運用に関する指針
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運用指針
参考資料

工事 生産性向上

技術者情報ネットワークの構築

○効率的な情報活用により、企業が入札契約手続きや工事現場で必要となる提出書類を省力化
○ＩＣＴ技術の利活用により、若手技術者活用工事の更なる実施等に寄与

作業時間、作業内容、緯度経度等が入力され、
現場技術者の現場従事を記録

＜工事従事期間の登録の簡素化＞
・現場従事記録は、次の現場でも活用
・DBへの若手技術者の工事実績登録が促進

若手技術者活用工事等の更なる実施に寄与

＜技術者情報ネットワークの連携イメージ＞

技術者の情報にＩＤを付与し、工事実績や資格等
のデータベースを連携させ情報を利活用

※1：現状は企業のみ入力（技術者からの登録方法も検討）

入場状況

トンネル施工管理

＜入札契約手続きや工事実施時の
提出書類の削減イメージ＞

(平成30年度試行)

これまで

競争参加資格確認資料※2を提出

※2：配置予定の主任（監理）技術者の資格・工事経験技術者の資格資料
（一級土木施工管理技士・監理技術者資格者証 等）

（技術者関連資料：約20枚）

（例）
技術者情報に関連する書類は
技術者の氏名と連携ID番号及び
同種類似の工事名のみ記載

データベースを活用し
提出書類を削減

情報入手

入力

発注者

企業（技術者）※1

提
出
書
類

の
省
力
化

＜実施に向けた進捗イメージ＞

データベースの
技術者情報を整理

システム連携の方策を検討

ＩＤ管理・運営に係る
方針・体制を検討

システム検討開発・改修設計

システム構築・試行

現在

本運用・連携先拡大

技術者の情報を一元的に把握できる取組（技術者情報ネットワーク）の活用を図る等、発注者と競争参加者の
負担軽減等に努める。

発注関係事務の運用に関する指針
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運用指針
参考資料

○ 熟達した作業能力と豊富な知識を有するとともに施工管理等のマネジメントができる優れた技術者である

｢登録基幹技能者｣を活用する工事

○ 設計図書（特記仕様書）に｢登録基幹技能者の活用｣を明記

○ 登録基幹技能者を活用することにより、段階確認時における臨場に代えて、動画等のＩＴ活用も可能とし、

受発注者双方の事務負担の軽減を図るとともに、円滑な工程管理を目指す。（事後報告も可）

○ 関東地域において、登録基幹技能者が比較的多い｢鉄筋｣の活用で試行

○ ｢鉄筋｣の登録基幹技能者が多い都県で数件試行（埼玉、千葉、東京、神奈川）

○ 工事内容に、鉄筋工を含む｢一般土木（Ｂ、Ｃランク）｣で試行

① 現場の状況に応じた施工方法等の提案、調整等

② 現場の作業を効率的に行うための技能者の適切な配置、

作業方法、作業手順等の構成

③ 生産グループ内の技能者に対する施工に係る指示、指導

④ 前工程・後工程に配慮した他の職長との連絡・調整
【出典 ： 一般財団法人建設業振興基金 ＨＰ】

取 組 概 要

令和元年度の実施方針

＜ 参考 ： 登録基幹技能者の役割 ＞

発注関係事務の運用に関する指針

総合評価落札方式における施工能力の評価に当たっては、～（中略）～必要に応じて災害時の工事実施体
制の確保の状況や近隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度や技能労働者の技能（登録基幹技能者
等の資格の保有など）等を評価項目に設定する。

工事 総合評価落札方式の改善

直轄工事における『登録基幹技能者』を活用する工事（試行）
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運用指針（案）
参考資料

工事・業務

国土交通省登録資格の活用

発注関係事務の運用に関する指針

必要に応じて、豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者などの登用、海外での業務経験を有す
る技術者の活用等も考慮するとともに、業務の内容に応じて国土交通省が認定した一定水準の技術力等を証
する民間資格を評価の対象とするよう努める。

〇配置予定技術者の参加要件（例）

１ 予定管理技術者
予定管理技術者については、下記に示す条件を満たす者であること。

１）下記のいずれかの資格を有する者
①技術士

博士（※研究業務等高度な技術検討や学術的知見を要する業務に適用）
②国土交通省登録技術者資格
③上記以外のもの（国土交通省登録技術者資格を除いて、発注者が指定するもの）

民間団体等が運営する一定水準の技術力等を有する資格（ここでは民間資格という）について、国や地方公共団体の発
注業務で活用できるよう、国土交通省が「国土交通省登録資格」として登録する制度。
（根拠法：公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号、令和元年6月14日改正施行）第24条）

⇒平成30年度までに延べ２８８資格が登録【維持管理分野（点検・診断等業務）２０９資格、計画・調査・設計分野７９資格】

国や地方公共団体発注の「計画・調査・設計業務」、「維持管理業務」において、担当技術者、管理技術者、照査技術者に
民間資格の保有者を配置するなどにより、業務の品質を確保。

国土交通省登録資格とは

①国家資格･技術士 3点

②国土交通省登録資格 2点

③上記以外の民間資格 1点

〇総合評価落札方式における国土交通省登録資格の評価（例）

【管理技術者の評価例】 【担当技術者の評価例】

①国家資格･技術士
②国土交通省登録資格

2点

③上記以外の民間資格 1点

国土交通省登録資格に関する情報（国土交通省ＨＰ） https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000098.html 検索国交省 登録資格 -14-



運用指針
参考資料

工事 生産性向上

一括審査方式の活用

複数工事をまとめて１つの公告を行う

参加希望者は希望する工事に対し申請書
を提出する。 技術資料はいずれか１つの工
事に対してのみ提出すればよい。

ただし１つの公告に対し、配置予定技術者
は１名のみとする。

あらかじめ入札説明書に示した順番に
開札をおこない、工事ごとに最も評価点の高
い者が落札。

落札者は配置予定技術者の専任が必要な
ため、今回公告の他工事は無効となる。

Ａ者
①希望
②希望
③希望

Ｂ者
①希望
②希望
③希望

Ｄ者
①希望
②希望
③希望

Ｃ者
①希望
②希望
③なし

・・・

Ａ者

→２位

Ａ者
10.0
→２位

Ｂ者13.3
→落札

Ｄ者 8.0
→３位

Ｃ者 7.5
→４位 ・・・

Ａ者

→落札

Ａ者
25.0
→落札

Ｂ者
無効

Ｄ者

→ ２位

Ｄ者
20.0
→ ２位

Ｃ者

→ ３位

Ｃ者
10.0
→ ３位

・・・

Ａ者
無効

Ｂ者
無効

Ｃ者
希望なし ・・・

工事①工事①

工事③工事③

工事②工事②

工事①、工事②、工事③を１つにまとめて公告

Ｄ者

→落札

Ｄ者
20.0
→落札

申請申請

＜手続の流れ＞

技術資料の審査・希望工事のみ札入れ

工事の目的や内容、技術力審査・評価の項目や求める施工計画又は技術提案のテーマが同一であり、かつ施
工地域が近接する２以上の工事において、提出を求める技術資料の内容を同一のものとする一括審査方式や、
（略）を活用することなどにより、発注者と競争参加者双方の負担軽減に努める。

発注関係事務の運用に関する指針
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運用指針
参考資料

１．対象工事
当面、一般土木（WTO対象工事で段階的選抜方式）にて試行

２．総合評価方式における技術評価内容
入札契約手続きの審査基準日※までに、参加する企業（個社）において「労務費見積り尊重宣言」を決定・公表するととも
に、下請企業への見積依頼に際して労務賃金を内訳明示する旨を記した誓約書（又は見積書様式、その他労務賃金を
内訳明示することがわかる資料）を提出する
上記両方の条件を満たした場合１．０点加点する（自由設定項目）
※「競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限」の日

３．工事成績評定
工事完成検査/成績評定時において、元請企業と下請企業間の見積書を確認し、労務賃金が内訳明示されていない場
合には、工事成績評価において減点する
見積書の確認は抜き取りで行うこととし、確認範囲は当面、以下の場合とする
＜見積書を確認する範囲＞
・一次下請（施工体制台帳に記載された業者）との契約のうち、
下請金額3,500万円以上の契約（警備業者との契約も対象に含む）

また、見積書に加えて注文書において、労務賃金が内訳明示されている場合には、加点する

４．スケジュール
令和元年下半期（１０月）から試行

工事 総合評価落札方式の改善

国交省発注工事における労務賃金改善への取り組みの促進

⃝ 国土交通省発注工事において、日建連「労務費見積り尊重宣言」*を踏まえ、元請企業の労務賃金改善に関する取り組みを
促進するために、総合評価方式においてインセンティブを付与（技術評価における加点）するモデル工事（ 「労務費見積り尊
重宣言」 促進モデル工事（仮称） ）を試行する。

*：（一社）日本建設業協会 H30.9.18発表

建設業法において、元請負人は下請代金のうち労務費相当については現金で支払うよう適切に配慮すること
が規定されたことや、品確法において、公共工事等に従事する者の賃金や適正な労働時間の確保等、下請業
者を含め適正な労働環境の確保を促進することが規定されたことを踏まえ、発注者は、下請業者への賃金の支
払いや適正な労働時間確保に関し、その実態を把握するよう努める。

発注関係事務の運用に関する指針
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運用指針（案）
参考資料

○第三者による品質証明制度の制度化を検討するため、施工者と契約した第三者による品質証明の試行を実施。
○ ISO9001 認証の活用を検討するため、 ISO9001活用モデル工事の試行を実施。

発注関係事務の運用に関する指針

ICTを積極的に活用し、検査書類等の簡素化や作業の効率化を実施するとともに、必要に応じて発注者及び受
注者以外の者であって品質管理に係る専門的な知識又は技術を有する第三者による品質証明制度やISO9001
認証の活用に努める。

確
認
頻
度

19/20
臨
場
確
認

1/20

確
認
頻
度

19/20
確
認
・
記
録

1/20

ISO9001
に基づく
品質マ
ネジメン
トを活用

確
認
・
記
録

第三者品質証明とISO9001活用モデル工事のイメージ

（第三者品質証明） （受注者(ISO9001)）
【受注者】 【発注者】 【受注者】

（通常の監督）

or確
認
頻
度

19/20
臨
場
確
認

書
面
確
認

1/20 臨場
確認

【発注者】【受注者】

施工者と契約した第三者による品質証明の試行 ISO9001活用モデル工事の試行

【概要】
受発注者以外の、一定の技術力を有する第三者による品質
証明により、受注者の品質管理をサポートし、品質を確保する
【目的と効果】
・品質の確保
・施工の効率化とキャッシュフローの改善

・監督、検査業務の効率化

【概要】
ISO9001認証取得した一定の技術力を有する受注者自らが品
質管理を実施する。
【目的と効果】
ISO9001活用工事は監督業務の一部を受注者の検査記録の
確認に置き換えることで品質確保と事業実施の効率化を図る
もの。

工事生産性の向上

第三者による品質証明、ISO9001認証の活用について
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運用指針（案）
参考資料

工事生産性の向上

情報共有システム、情報通信機器を活用した効率化・省力化について

ICTを積極的に活用し、検査書類等の簡素化や作業の効率化を実施するとともに、必要に応じて発注者及び受
注者以外の者であって品質管理に係る専門的な知識又は技術を有する第三者による品質証明制度やISO9001
認証の活用に努める。

発注関係事務の運用に関する指針

〇 公共工事の施工中における、受発注間の書類の提出や協議資料等をデータ化し、スケジュールや共有機
能、決裁機能（ワークフロー）、電子納品データの作成支援機能を備えた、情報共有システム等を活用し、業
務の効率化や書類の簡素化を図る。

○ タブレット端末やウェアラブルカメラを用いて、書類の簡素化や立会の代替を図る。

情報共有システムにより期待される効果
１．協議、承諾等の行為の効率化
２．施工管理、工程管理業務の効率化
３．工事進捗状況の共有化
４．協議内容の共有化
５．電子データの利用による検査業務の効率化

ASPやタブレット端末の活用

・出来形確認等は、タブレットに直接文字を書き込めるアプリを利用し、データとし
てASPに同時保存
・電子化された工事書類により、完成検査時は電子検査として実施（工事書類の
簡素化）

現地立会 出来形確認（ＡＳＰ直接入力）

ASP上の電子確認

提出書類：A4ファイル２冊 -18-



労働環境改善（熱中症対策、快適トイレ）

現場管理費の対策

○工事現場の安全(熱中症)対策に係る費用とし、気
候及び施工期間を考慮した現場管理費の補正を追加

対象工事・対象地域

○工事：主たる工種が屋外作業である工事 （工場製作工
事は除く） ○地域：全国

補正方法

補正値（％）＝ 真夏日率※ × 補正係数
※真夏日率 ＝ 工期期間の真夏日 ÷ 工期

・真夏日：日最高気温が３０度以上の日
・工期：準備・後片付け期間を含めた工期
・補正係数：１．２

○補正は、工事期間中の日最高気温の状況に応じて変更時
に補正する

受注者へ熱中症対策や寒冷対策の実施、快適トイレの設置、ICT建設機械等の積極的な導入などを促し、作業
の効率化等を実施するよう努める。

発注関係事務の運用に関する指針

快適トイレとは、以下の標準仕様を満足したトイレとし、
平成28年10月1日以降に入札手続きを開始する直轄
土木工事から導入。

熱中症対策 快適トイレ

１．快適トイレに求める機能

①洋式便器
②水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置を含む）
③臭い逆流防止機能
④容易に開かない施錠機能
⑤照明設備
⑥衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚（耐荷重を５kg以上とする）

２．付属品として備えるもの

⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配

置等）
⑨サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）
⑩鏡と手洗器
⑪便座除菌クリーナー等の衛生用品

３．推奨する仕様、付属品

⑫便房内寸法900×900mm 以上（面積ではない）
⑬擬音装置（機能を含む）
⑭着替え台
⑮臭気対策機能の多重化
⑯室内温度の調整が可能な設備
⑰小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）
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運用指針
参考資料

履行状況の確認等

コリンズ・テクリスについて

技術者の資格や実績をコリンズ（工事実績情報システム）等へ登録するよう受注者へ促す

発注関係事務の運用に関する指針

１．コリンズ・テクリスの概要 （2）コリンズ・テクリスの役割と基本的な枠組み

〇コリンズ/CORINS
工事実績情報システム
Construction Records

Information System

・公共工事が対象

公共事業の発注に際し公平かつ適正な企業選定を行うため、客観的なデータ（＝過去の工事・業務の実績）から
企業や技術者の技術力を確認し、評価するための支援ツール

役
割

〇テクリス/TECRIS
業務実績情報システム
Technical Consulting

Records Information System

・調査設計業務、地質調査業務、測量
業務等が対象

技術者の資格や実績をテクリス（業務実績システム）やPUBDIS（公共建築設計者情報システム）等（以下「テク
リス等」という。）へ登録するよう受注者へ促す
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運用指針
参考資料

業務

プロポーザル方式

※ 予定価格の算出においてその過半に見積を活用する業務であっても、業務の内容が技術的に高度ではないもの又は
専門的な技術が要求される業務ではない簡易なもの等については総合評価落札方式又は価格競争方式を選定できる

発注関係事務の運用に関する指針

技術的に高度又は専門的な技術が要求される業務、地域特性を踏まえた検討が必要となる業務にお
いては、プロポーザル方式により技術提案を求める。

［大まかな実施手順］

参加資格条件の審査

手続き開始の公示

参加表明書の提出期限

技術提案書提出者の選定

技術提案書の提出期限

ヒアリングの実施

技術提案書の特定

契約の締結

選
定
段
階

特
定
段
階

①プロポーザル方式

・実施方針＋評価テーマ

②総合評価落札方式（標準型）
価格点：技術点の割合

１：２～１：３

・実施方針＋評価テーマ

・評価テーマ２つ以上の場合は１：３
・評価テーマ１つの場合は１：２

※業務の難易度に応じて１：３
も使用可

③総合評価落札方式（簡易型）
価格点：技術点の割合

１：１※

・実施方針のみ
（評価テーマは求めない）
※業務の難易度に応じて１：２も使用可

④価格競争方式

・（選定段階で）資格、実績、成績

１．当該業務の内容が技術的に高度なものまたは専門的な技術が

要求される業務であって、提出された技術提案に基づいて仕様

を作成する方が優れた成果を期待できる業務

なお、上記考え方を前提に、業務の予定価格を算出するに当

たって標準的な歩掛がなく、その過半に見積を活用する業務※。

２．事前に仕様を確定可能

であるが、入札者の提

示する技術等によって、

調達価格の差異に比し

て、事業の成果に相当

程度の差異が生ずるこ

とが期待できる業務

①当該業務の実施方針と

併せて、評価テーマに

関する技術提案を求め

ることによって、品質

向上を期待できる業務

②当該業務の実施方針の

みで、品質向上を期待

できる業務

３．入札参加条件として、一定の資格・実績・成績等を付すこ

とにより品質を確保できる業務

当
該
業
務
（土
木
コ
ン
サ
ル
・測
量
・地
質
調
査
）

発注方式の選定フロー 発注方式
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運用指針
参考資料

履行状況の確認等

ウイークリースタンスについて

履行期間中においては、業務成果の品質が適切に確保されるよう、適正な業務執行を図るため、休日明け日
を依頼の期限日にしない等のウイークリースタンスの適用や条件明示チェックシートの活用 ）、スケジュール管理
表の運用の徹底等により、履行状況の確認を適切に実施するよう努める。

発注関係事務の運用に関する指針

※中部地整の事例

《取組方針》
発注者として受発注者対等な立場を再認識し、“ウィークリー・スタンス”の徹底を図る
※平成29年4月以降契約の全ての業務で、業務環境の改善に向けた取り組みの試行を実施

（土木関係建コン業務、測量業務、地質調査業務）

１．依頼は、主任調査員名でメール送信

２．原則、勤務時間外の作業依頼禁止

３．作業内容に見合った作業期間確保（最低３日間）

４．週末依頼の週初め提出期限の禁止

５．原則、１６時以降の打合せ禁止

《 ウィークリー・スタンス》
「(仮称) chubuミッション５」

※中部地整の事例
-22-



運用指針（案）
参考資料

履行状況の確認等

条件明示チェックシートについて

履行期間中においては、業務成果の品質が適切に確保されるよう、適正な業務執行を図るため、休日明け日
を依頼の期限日にしない等のウイークリースタンスの適用や条件明示チェックシートの活用 ）、スケジュール管理
表の運用の徹底等により、履行状況の確認を適切に実施するよう努める。

発注関係事務の運用に関する指針

実施体制（案）

実施内容

詳細設計業務発注時において、受発注者が必要な
設計条件等を確認するためのツールとして、条件明示
チェックシート(案)を活用

条件明示チェックシート（案）の確認項目

① 適正な履行期間の確保及び履行期限の設定の確認

② 基本的な設計条件・計画条件等の確認

③ 関係機関との調整事項、協議の進捗状況等の確認

④ 貸与資料（測量・地質・予備設計成果等）の確認

⑤ その他（事業間連携、コスト縮減、環境対策等の確認）

• 未確定の設計条件については、条件確定の予定時期や
協議の進捗状況等を条件明示チェックシート（案）に記載し、
詳細設計業務の受注者に提示

• 受注者は、発注者から受け取った条件明示チェックシート
（案）を業務スケジュール管理表に反映し運用

適切な時期に設計条件を受注者に提示し、発注者の責任を確実に履行

確実な条件明示のための体制として、｢設計業務の条件明示検討会（仮称）｣を開催※し、明示すべき
設計条件について、設計図書に確実に反映できているかを副所長以下の複数の視点で確認

※検討会の開催が有効と判断される業務において開催
〔開催時期〕 詳細設計業務発注の決裁前に実施
〔確認体制〕 副所長、発注担当課長、調査職員等
〔準備資料〕 条件明示チェックシート（案）、設計図書（特記仕様書他） 等

国交省土木業務関連ＨＰ：http://www.mlit.go.jp/tec/gyoumukankei.html
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運用指針（案）
参考資料

履行状況の確認等

スケジュール管理表について

履行期間中においては、業務成果の品質が適切に確保されるよう、適正な業務執行を図るため、休日明け日
を依頼の期限日にしない等のウイークリースタンスの適用や条件明示チェックシートの活用 ）、スケジュール管理
表の運用の徹底等により、履行状況の確認を適切に実施するよう努める。

発注関係事務の運用に関する指針

• 円滑な業務実施を図るため、履行中に発注者の判断・指示が必要とされる事項の有無について、受発注者間
で協議し、受発注者の役割分担、懸案事項、着手日、回答期限等を「業務スケジュール管理表」で明確化

対象

• 業務スケジュール管理票の作成及び管理は受注者が行うことを原則とするが、作成負担軽減を図るた
め、業務内容に応じて「様式の簡素化や自由度の向上」を図る
→ 過度に複雑化せずに受発注者双方が利用しやすい様式とする

• やむを得ず履行期間の延長及び契約内容の変更が必要となった場合は適切な履行期間の確保を図る

目的・概要、留意点

業務スケジュール管理表（イメージ）

• 原則、全ての詳細設計業務で実施
• ただし、懸案事項等が少なく、通常

の工程表による管理のみで円滑に
業務を進めることが出来る場合は対
象外

• 検討業務等においても実施し、対
象の拡大を図る。

国土交通省大臣官房技術調査課HP
（http://www.mlit.go.jp/tec/gyoumukankei.html） -24-



運用指針
参考資料

適切な検査・業務成績評定等

地盤状況に関する情報の確認及び共有について

地盤状況に関する情報の把握のための地盤調査を行った際には、位置情報、土質区分、試験結果等を確認す
ると共に、あわせて情報を関係者間で共有できるよう、情報共有システムの構築及び活用の推進に努める。

発注関係事務の運用に関する指針

＜情報の取扱の流れ＞

①公共工事の受注者が 国
土地盤情報センターにデー
タを提出

②センターが品質確保のた
め、地盤情報の確認（検定）
を実施し、DBに登録

③ＤＢにより、協定締結者
及び受注者間で情報を共有

（一財）国土地盤情報

センター※2

データ提出

公共工事発注者
公益事業者 等

データ利用

建設会社、コンサル
地質調査会社 他

共通仕様書等でデー
タ登録義務付け

データ利用

協定締結

国土地盤情報DB※1

＜DB閲覧イメージ＞

柱状図

－情報の確認・共有の取組例－

＜センターによる確認項目＞

分類 検定内容

ボーリング
柱状図

・ボーリング数量の確認

・地質調査技士登録番号の確認

・調査名、発注機関などの確認

・緯度経度、座標系の確認

・岩種・土質区分、試験結果などの
確認

・様式の確認

土質試験
結果

・土質試験結果の試験数量の確認

・調査名、発注機関などの確認

・試験結果の確認

・様式の確認

※1 国土交通省において、官民が所有する地盤情報等の収集・共
有、品質確保、オープン化等の仕組みとして構築

※2 国交省において、「国土地盤情報ＤＢ」の運営主体として決定
（平成30年4月）

（国土地盤情報センター） https://ngic.or.jp/

・ＤＢの運用
・情報の登録
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運用指針
参考資料

工事内容 緊急度
入札契約

方式
契約相手の選定方法

災害時の対応

災害復旧における入札契約方式の選定について

応急復旧
本復旧

本復旧

本復旧
通常の方式に

よって迅速な対
応が可能な場合

極め
て

高い

■入札契約方式の適用の考え方

随意契約

指名競争

下記のような観点から最適な契約相手を選定
①被災箇所における維持修繕工事の実施実績
②災害時における協定締結状況
③施工の確実性（本店等の所在地、企業の被
害状況、近隣での施工状況、実績等）

有資格業者を対象に、下記のような観点か
ら、指名及び受注の状況を勘案し、特定の
者に偏しないように指名を実施
①本社（本店）、支店、営業所の所在地
②同種、類似工事の施工実績
③手持ち工事の状況

通常の方式（一般競争・総合評価落札方式他）

工事の緊急度や実施する企業の体制等を勘案し、適用する入札契約方式を検討する。

H30.9末現在

○迅速性が求められる災害復旧や復興において、随意契約や指名競争方式等の適用の考え方や手続きに
あたっての留意点や工夫等をまとめた「工事発注用」のガイドラインを作成（平成29年7月）。
（地方公共団体に対しても、ガイドラインを参考として、随意契約等を適用するよう通知するとともに、地域発注者協議会を通

じて内容周知）

○平成30年7月豪雨での災害復旧工事では、直轄で、約230件（H30.11末時点）の工事で随意契約を活用。
〇一方、業務に関するガイドラインはなく、品確法改正を踏まえ、早急な整備を行うことが必要

災害時の入札契約方式の選定にあたっては、工事の緊急度を勘案し、随意契約等を適用する。
災害協定の締結状況や施工体制、地理的状況、施工実績等を踏まえ、最適な契約の相手を選定するとともに、
書面での契約を行う。

発注関係事務の運用に関する指針
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○設計変更の対象とする経費や工種を入札公告時に明示し、適切に設計変更を行う。

適切な設計変更（遠隔地からの労働者確保等）

＜設計変更の対象とする経費の例＞
遠隔地からの労働者確保に要する労務管理費・交通費・宿泊費等
遠隔地からの建設資材調達に係る購入費・輸送費 など

災害発生後は、一時的に需給がひっ迫し、労働力や資材・機材等の調達環境に変化が生じることがある。こ
のため、積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれがある場合には、積極的に見積り等を徴
収し、その妥当性を確認した上で適切に予定価格を設定する。遠隔地から労働力や資材・機材等を調達する必
要がある場合など発注準備段階において施工条件を具体的に確定できない場合には、積算上の条件と当該条
件が設計変更の対象となる旨も明示する。

発注関係事務の運用に関する指針
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大規模災害における復興係数・復興歩掛

東日本大震災 熊本地震 平成30年7月豪雨

発災日 H23.3.11 H28.4.14,16 H30.7.6-7

復興係数
間接工事費を補正

適用時期 H26.2.3 H29.2.1
(H29.11.1一部引き上げ) R1.8.19

対象工種 全ての土木工事 全ての土木工事 全ての土木工事

対象地域 被災3県 熊本県内 広島県内

補正率
共通仮設費：1.5

共通仮設費：1.4
（阿蘇・上益城）

1.1
（その他県内）

共通仮設費：1.1

現場管理費：1.2 現場管理費： 1.1 現場管理費：1.1

復興歩掛
直接工事費を補正

適用時期 H25.10.1 H29.2.1 R1.8.19

対象工種 土工、コンクリート工 土工 土工

対象地域 被災3県 熊本県内 広島県内

補正率

土工：
作業効率20%低減
コンクリート工：
作業効率10%低減

土工：
作業効率20%低減

土工：
作業効率20%低減

※毎年度、次年度以降の継続の是非を判断

災害復旧・復興による急激な工事量の増加により特定の地域において既存の積算基準類と実態に乖離が生
じる場合には、不調・不落の発生状況を踏まえ、市場の変化を的確に把握し、必要に応じて復興係数や復興歩
掛を設定又は活用する等、実態を踏まえた積算を実施するよう努める。また、必要に応じて不調随契や不落随
契の活用も検討する。

発注関係事務の運用に関する指針

大規模災害における復興係数・復興歩掛
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運用指針
参考資料

特定者又は落札者の選定方法の選択

事業促進ＰＰＰについて

事業促進PPP方式
事業促進を図るため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合により、効率的なマネジメン

トを行う方式

発注関係事務の運用に関する指針

○ 平成24年度以降、三陸沿岸道路等の復興道路事業等において、事業促進ＰＰＰを導入
○ 事業促進ＰＰＰを必要なときに速やかに導入するため、標準的な実施手法、業務内容、仕様書の記載例等を示す
ガイドラインを策定。

１．適用事業

＜主なポイント＞

３．業務内容

１）全体事業計画の整理
２）測量・調査・設計業務等の指導・調整
３）地元及び関係行政機関等との協議
４）事業管理（工程・コスト等の管理）
５）施工管理

２．特徴

１）大規模災害復旧・復興事業
２）平常時の大規模事業等

１）直轄職員が柱となる
２）官民の知識・経験の融合により、事業を促進
３）予算、契約、最終的な判断・指示は、発注者の権限
４）積算、監督、技術審査等の発注者支援業務とは区別
５）工事の特性に応じ、技術提案・交渉方式を活用

事業促進ＰＰＰの体制例

ガイドライン本文、説明資料は国交省ＨＰに掲載
(http://www.mlit.go.jp/tec/PPPgaido.html） -29-



運用指針
参考資料

29 27
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904 893
945

H28 H29 H30
自治体実績評価型 チャレンジ型 技術提案型

技術提案型
施工計画のみを評価
（北海道、関東、近畿）

自治体実績評価型
工事実績と自治体の成績等を加点評価
（関東、北陸、近畿、中国、四国、沖縄）

工事 総合評価落札方式の改善

チャンス拡大方式

チャンス拡大方式実施件数

チャレンジ型
企業・技術者の成績等を加点評価せず（又は一部緩和）に、

工事実績と施工計画等を評価
（東北、中部、中国、九州、沖縄）

チャンス拡大方式

※H30は今後見込みを含む

十分な技術力を持つにも関わらず評価対象となる実績等を持たない企業や技術者に対し
ても受注機会の拡大を図るため、工事の規模や受注状況、地域の実情等を踏まえ、実績
等にとらわれないチャンス拡大方式（いわゆるチャレンジ型や自治体評価型など）を各地方
整備局で試行

工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制の確保の状況や近隣地域での施
工実績などの企業の地域の精通度又は必要に応じて施工実績の代わりに施工計画等を評価項目に設定

発注関係事務の運用に関する

-30-



運用指針
参考資料

○評価方法（段階的選抜方式において評価）

※１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27 年法律第64 号）第９条に基づく基準に適合するものと認定された企業
（労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。）又は同法第８条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していない
ものに限る。）策定している企業（常時雇用する労働者の数が300 人以下のものに限る。）をいう。

※２ 次世代育成支援対策推進法（平成15 年法律第120 号）第13 条又は第15 条の２に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※３ 青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和45 年法律第98 号）第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。

WLB関連認定制度を活用した評価の実施

WLB推進企業を加点評価

段階的選抜
評価項目

評 価 基 準

その他

次に掲げるいずれかの認定を受けている
・女性活躍推進法に基づく認定等（えるぼし認定企業等）※１
・次世代法に基づく認定（くるみん・プラチナくるみん認定企業）※２
・若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業）※３

企業の実績・成績等 技術者の実績・成績等

通常

○平成30年度から、一般土木A等級等の工事において、認定制度を活用した評価を全面的に実施。

30

ワーク・ライフ・バランス等推進企業を必要に応じて評価項目に設定

発注関係事務の運用に関する指針

工事 総合評価落札方式の改善

若手や女性などの技術者の登用を促す方式
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運用指針
参考資料

特定者又は落札者の選定方法の選択

コンペについて

コンペ方式
対象とする施設や空間に求める機能や条件を発注者側から示し、その機能や条件に合致した設計案を募り、

最も優秀とみなされた設計案を選ぶ方式

発注関係事務の運用に関する指針

出典：土木設計競技ガイドライン

○設計競技方式を採用するメリット
通常の設計業務を通じてでは発案されないような、地域のシンボル
になる特に優れたデザインや、場所の価値の向上するデザインを
実現しやすい

○コンペとプロポーザルの違い
プロポーザルは業務を実施する「人」を選び、設計競技は「設計案」
を選択
設計の対象となる施設の具体イメージまでを求めるのであれば、
本来、プロポーザル方式ではなく、設計競技方式を採用するのが
妥当

○コンペを実施する場合に必要な準備
設計競技を行う場合には、通常の業務以上の入念な準備が必要
良い提案を得るためには、設計条件及び要求事項を明確にすること
が非常に重要であり、どのような条件を整えれば優れた提案者が
応募するか、競争参加者からみたインセンティブについても考慮した
条件設定が必要

-32-



見積り・請求のエビデンスとしての活用

施工実績DB・ビックデータとしての活用

〇「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界横断的に登録・
蓄積する仕組み

〇若い世代にキャリアパスと処遇の見通しを示し、技能と経験に応じ給与を引き上げ、将来にわたって建設業の担い
手を確保し、ひいては、建設産業全体の価格交渉力・競争力を向上させるもの

〇また、労務単価の引き上げや社会保険加入の徹底といった、これまでの技能者の処遇改善の取組をさらに加速させ
るもの

〇平成３１年４月より「本運用」を開始。初年度で１００万人、５年で全ての技能者の登録を目標

【技能者情報】
・本人情報
・保有資格
・社会保険加入状況等

ピッ！

現場入場の際に読み取り

技能者にカードを交付

建設キャリアアップシステムの構築

技能者情報等の登録 カードの交付・現場での読取

【事業者情報】
・商号
・所在地
・建設業許可情報 等
【現場情報】
・現場名
・工事の内容 等

※システム運営主体
（一財）建設業振興基金

＜建設キャリアアップシステムの概要＞

就
業
履
歴
を
蓄
積

レベル１

レベル２

レベル３

レベル４

初級技能者（見習い）

中堅技能者
（一人前の技能者）

職長として現場に
従事できる技能者

高度なマネジメ
ント能力を有す
る技能者（登録
基幹技能者等）

評価基準に合わせ
てカードを色分け

技能者の経験の見える化・能力評価

現場管理のIT化・書類削減

建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用等技能労働者の処遇改善を図る取組に留意しつつ、受注者は、
技術者、技能労働者等の育成及び確保並びに労働条件、労働環境の改善に努める。

発注関係事務の運用に関する指針
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発注関係事務の運用に関する指針 

平成 27 年１月 30 日 

（令和２年 1月 30 日改正） 

公共工事の品質確保の促進に関する 

関係省庁連絡会議

-1-
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1 
 

Ⅰ．本指針の位置付け 

 

本指針は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第 18 号）（以下「品

確法」という。）第 22 条の規定に基づき、品確法第３条に定める現在及び将来の公共工事の

品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確保等の基本理念にのっとり、公共工事等

の発注者（以下「発注者」という。）を支援するために定めるものである。各発注者等が、

品確法第７条に規定する「発注者等の責務」等を踏まえて、自らの発注体制や地域の実情等

に応じて発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、発注

関係事務の各段階で取り組むべき事項や多様な入札契約方式の選択・活用について体系的に

まとめたものである。 

令和元年６月に品確法が改正され、災害時の緊急対応の充実・強化や働き方改革への対応、

情報通信技術（以下「ICT※」という。）の活用等による生産性向上を図るための規定が盛り

込まれたとともに、「公共工事に関する調査等」が明確に定義され、法律に広く位置付けら

れたことから、本指針を見直した。 

各発注者に共通する重要課題であるダンピング受注（その請負代金の額によっては公共工

事等の適正な実施が通常見込まれない契約の締結をいう。以下同じ。）の防止、入札不調・

不落への対応、社会資本の維持管理、中長期的な担い手の育成及び確保等に加えて、令和元

年の品確法改正内容を踏まえ、以下の３点を中心に記載内容の充実や追記を図っている。 

①公共工事の品質確保のため、公共工事（以下「工事」という。）に加え、工事に関する測

量、調査（地質調査その他の調査（点検及び診断を含む。）。以下同じ。）及び設計（以下

「業務」という。）に関し、発注関係事務の適切な実施、入札契約方式の選択・活用に関

する事項の追記 

②全国的に災害が頻発する中、災害からの迅速かつ円滑な復旧・復興のため、災害時の緊

急対応の充実強化に関する事項の追記 

③工事の目的物について、発注者又は管理者としての国、特殊法人等及び地方公共団体に

おける維持管理の適切な実施に関する内容の充実 

なお、国は、地方公共団体等に対し本指針の内容の周知徹底を図るとともに、本指針に基

づき、引き続き、発注関係事務が適切に実施されているかについて、地方公共団体等への事

務負担に配慮しつつ、毎年調べ、結果をとりまとめて公表する。本指針については、関係す

る制度改正や社会情勢の変化等により、必要に応じて見直しを行うものとする。 

※ Information and Communication Technology の略 
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2 
 

Ⅱ．発注関係事務の適切な実施のために取り組むべき事項 

 

各発注者は、発注関係事務（新設だけでなく維持管理に係る発注関係事務を含む。）を適

切に実施するため、工事及び業務について、発注準備、入札契約、工事施工又は業務履行、

完成又は完了後の各段階で本項に記載の事項に取り組む。 

また、関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続など、現場の実態に即した条件

（自然条件を含む。）を踏まえた事業全体の工程計画を検討するとともに、各段階において

事業の進捗に関する情報を把握し、計画的な事業の進捗管理を行う。加えて、業務から工事

までの一連の情報の集約化・可視化を図るため、BIM/CIM※（ビムシム）や３次元データ等の

積極的な活用に努める１）。なお、BIM/CIM や３次元データ等の活用に当たっては、最新の基

準類を確認の上、設計図書（建築設計業務の場合は設計仕様書を指す。以下同じ。）へ反映

する。 

さらに、生産性向上と担い手確保に向けて働き方改革を進めるため、各段階において ICT

を積極的に活用２）し、地下埋設物データ等の官民が保有するデータの連携や電子納品（業務

や工事の各段階の成果を電子成果品として納品すること。以下同じ。）のオンライン化等の

推進に努めるとともに、生産性向上に資する技術についても積極的に活用するよう努める。

なお、ICT の活用に当たっては、情報保全を確実に行う。 

※ Building/Construction Information Modeling,Management の略 

 

  

                                                   
１）例えば、「CIM 導入ガイドライン（案）」（国土交通省）を参照すること。 
２）例えば、「ICT の全面的な活用の推進に関する実施方針」（国土交通省）を参照すること。 
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3 
 

１ 工事 

１－１ 工事発注準備段階 

（工事に必要な情報等の適切な把握・活用） 

工事の発注の準備として、地形、地物、地質、地盤、自然環境、工事影響範囲の用地、

施工に係る関係者などの工事の施工に必要な情報を適切に把握する。その際、BIM/CIM、

３次元データや情報共有システム等 ICT の積極的な活用に努める。 

 

（工事の性格等に応じた入札契約方式の選択） 

工事の発注に当たっては、本指針を踏まえ、工事の性格や地域の実情等に応じ、価格競

争方式、総合評価落札方式、技術提案・交渉方式等の適切な入札契約方式１）を選択するよ

う努める。なお、工事の内容等に応じた入札契約方式の選択・活用については、「Ⅳ．多様

な入札・契約方式の選択・活用」に具体的に記載している。 

また、自らの発注体制や地域の実情等により、適切な入札契約方式の選択・活用の実施

が困難と認められる場合は、国、都道府県や外部の支援体制の活用に努める。 

 

（予算、事業計画等を考慮した工事発注計画の作成） 

地域の実情等を踏まえ、予算、事業計画、工事内容、工事費等を考慮した工区割りや発

注ロットを適切に設定し、各工事の手続期間や工期を考慮して工事の計画的な発注を行う。 

 

（現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成） 

工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進捗状況を踏ま

え、現場の実態に即した施工条件（自然条件を含む。）の明示２）等により、適切に設計図

書を作成し、積算内容との整合を図る。 

また、遠隔地から労働力や資材・機材を調達する必要がある場合など、工事の発注準備

段階において施工条件を具体的に確定できない場合には、積算上の条件と、当該条件が設

計変更の対象となる旨も明示する。 

 

（適正利潤の確保を可能とするための予定価格の適正な設定） 

予定価格の設定に当たっては、工事の品質確保の担い手が中長期的に育成及び確保され

るために、工事を施工する者が適正な利潤を確保することができるよう、適切に作成した

設計図書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務単価及び資材・機材

等の取引価格、健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）等の定めるところにより事業主が納

付義務を負う保険料、工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担

保するための保険契約の保険料、工期、施工の実態等を的確に反映した積算を行う。 

 

                                                   
１）例えば、「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」（国土交通省）を参照すること。 
２）例えば、「条件明示について」（国土交通省）を参照すること。 
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積算に当たっては、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 18 条に定める建設工事の請

負契約の原則を踏まえた適正な工期を前提として、労働環境の改善状況、ICT の活用状況

を含めた現場の実態把握に努めるとともに、これに即した施工条件を踏まえた上で最新の

積算基準等を適用する１）。また、週休２日を確保すること等が重要であり、実態を踏まえ

て、労務費、機械経費、間接経費を補正するなどにより、週休２日等に取り組む際に必要

となる経費を適正に計上する。 

積算に用いる価格が実勢価格と乖離しないよう、可能な限り、最新の労務単価、入札月

における資材・機材等の実勢価格を適切に反映する。積算に用いる価格が実勢価格と乖離

しているおそれがある場合には、適宜見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切

に価格を設定する。さらに、最新の施工実態や地域特性等を踏まえて積算基準を見直すと

ともに、遅滞なく適用する。当該積算において適切に反映した法定福利費に相当する額が

請負契約において適正に計上されるよう、公共工事標準請負契約約款（昭和 25 年２月 21

日中央建設業審議会決定・勧告）に沿った契約約款に基づき、受注者に対し法定福利費を

内訳明示した請負代金内訳書を提出させ、当該積算と比較し、法定福利費に相当する額が

適切に計上されていることを確認するよう努める。 

また、適正な積算に基づく設計金額の一部を控除して予定価格とするいわゆる歩切りは、

品確法第７条第１項第１号の規定に違反すること等から、これを行わない。 

一方、予定価格の設定に当たっては、経済社会情勢の変化の反映、工事に従事する者の

労働環境の改善、必要な法定福利費の確保、適正な利潤の確保という目的を超えた不当な

引上げを行わない。 

 

（適正な工期設定） 

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）に基づき、建設業において令和 6 年 4 月 1 日より

罰則付きの時間外労働規制が適用されることを踏まえ、適正な工期設定等の働き方改革へ

の対応を進めていく必要がある。 

工期の設定に当たっては、工事の内容、規模、方法、施工体制、地域の実情等を踏まえ

た施工に必要な日数のほか、工事に従事する者の休日、工事の実施に必要な準備・後片付

け期間、天候その他のやむを得ない事由により工事の実施が困難であると見込まれる日数

等を考慮する２）。また、週休２日を実施する工事については、その分の日数を適正に考慮

する。さらに、労働力や資材・機材等の確保のため、実工期を柔軟に設定できる余裕期間

制度の活用といった契約上の工夫を行うよう努める。 

なお、余裕期間制度には、①発注者が工事の始期を指定する方式（発注者指定方式）、②

発注者が示した工事着手期限までの間で受注者が工事の始期を選択する方式（任意着手方

式）、③発注者が予め設定した全体工期の内で受注者が工事の始期と終期を決定する方式

（フレックス方式）があり、これらの活用に際しては、地域の実情や他の工事の進捗状況

等を踏まえて、適切な方式を選択する。 

                                                   
１）例えば、「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」（国土交通省）を参照すること。 
２）例えば、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」（国土交通省）を参照すること。 
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（計画的な発注や施工時期の平準化） 

工事の施工時期の平準化は、繁忙期と閑散期の工事量の差を少なくし、年間を通して工

事量を安定させ、労働者の処遇改善や資材・機材等の効率的な活用促進に寄与するもので

あるため、発注者は積極的に以下の取組を実施する。 

 

＜発注見通しの統合・公表の実施＞ 

計画的な発注を適切に実施するため、中長期的な工事の発注見通しについて、発注者

の取組や地域の実情等を踏まえて各発注者と連携して作成し、地域ブロック毎に組織さ

れる地域発注者協議会や地方公共工事契約業務連絡協議会等（以下「地域発注者協議会

等」という。）を通じて、地域ブロック単位等で統合して公表するよう努める。 

さらに、当該年度の工事の詳細な発注見通しについて、原則として四半期毎に、地域

ブロック単位等で統合して公表する。 

 

＜繰越明許費・債務負担行為の活用や入札公告の前倒し＞ 

年度当初からの予算執行の徹底、工期が１年に満たない工事についても繰越明許費の

適切な活用や債務負担行為の積極的な活用による年度末の工事の集中を回避するとい

った予算執行上の工夫等により、適正な工期の確保と工事の施工時期の平準化に取り組

む。 

また、発注者としての国及び特殊法人等は、年度当初から履行されなければ事業を執

行する上で支障をきたす、又は適切な工期の確保が困難となる工事については、条件を

明示した上で予算成立を前提とした入札公告の前倒しを行い、計画的な発注に努める。 

 

＜取組状況等の公表＞ 

地域発注者協議会等において、地域の実情を踏まえ、施工時期の平準化の取組状況等

について、先進事例を共有するとともに、他の発注者の状況も把握できるよう公表に努

める。 

 

１－２ 工事入札契約段階 

（適切な競争参加資格の設定） 

＜競争に参加する資格を有する者の名簿の作成に際しての競争参加資格審査＞ 

各発注者において設定する審査項目の選定に当たっては、競争性の低下につながるこ

とがないよう留意する。 

また、法令に違反して社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。以

下同じ。）に加入していない建設業者（以下「社会保険等未加入業者」という。）を工事

の元請業者から排除するため、定期の競争参加資格審査等で必要な措置を講ずる。 
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＜個別工事に際しての競争参加者の技術審査等＞ 

工事の性格、地域の実情等を踏まえ、工事の経験及び工事成績（以下「施工実績」と

いう。）や地域要件など、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格を設定する。

その際、必要に応じて、災害応急対策、除雪、修繕、パトロールなどの地域維持事業の

実施を目的として地域精通度の高い建設業者で構成される事業協同組合等（官公需適格

組合を含む。）が競争に参加することができる方式を活用する。 

また、豊富な施工実績を有していない若手技術者や、女性技術者などの登用、民間発

注工事や海外での施工経験を有する技術者の活用も考慮した要件緩和、災害時の施工体

制や活動実績の評価など適切な競争参加資格の設定に努める。 

施工実績を競争参加資格に設定する場合には、工事の技術特性、自然条件、社会条件

等を踏まえて具体的に設定し、施工実績の確認に当たっては、一定の成績評定点に満た

ないものは施工実績として認めないこと等により施工能力のない者を排除するなど適

切な審査を実施する。 

また、暴力団員等がその事業活動を支配している企業、建設業法その他工事に関する

諸法令（社会保険等に関する法令を含む。）を遵守しない企業等の不良不適格業者の排除

の徹底を図る。 

さらに、技術者の資格や実績をコリンズ（工事実績情報システム）等へ登録するよう

受注者へ促すとともに、技術者の情報を一元的に把握できる取組（技術者情報ネットワ

ーク）の活用を図る等、発注者と競争参加者の負担軽減等に努める。また、所要の知識・

技術・資格を備えている者の仕様書への位置付けや、必要に応じた手持ち工事量の制限

など、工事の品質を確保する措置を講じる。 

 

（工事の性格等に応じた技術提案の評価内容の設定） 

発注者は、発注する工事の内容に照らして必要がないと認める場合を除き、競争に参加

しようとする者に対し技術提案を求めるよう努める１）。 

この場合、求める技術提案は高度な技術を要するものに限らず、技術的な工夫の余地が

小さい一般的な工事については、技術審査において審査する施工計画の工程管理や施工上

配慮すべき事項、品質管理方法等についての工夫を技術提案として求めることも可能とす

る。 

競争に参加しようとする者に対し高度な技術等を含む技術提案を求める場合は、最も優

れた提案を採用できるよう予定価格を作成することができる。この場合、技術提案の評価

に当たり、中立かつ公正な立場から判断できる学識経験者の意見を聴取する。 

競争に参加しようとする者に対し技術提案を求める場合には、技術提案に係る事務負担

に配慮するとともに、工事の性格、地域の実情等を踏まえた適切な評価内容を設定する。

その際、過度なコスト負担を要する（いわゆるオーバースペック）と判断される技術提案

は、優位に評価しないこととし、評価内容を設定する。 

技術提案の評価は、事前に提示した評価項目、評価基準及び得点配分に従い評価を行う

とともに、説明責任を適切に果たすという観点から、落札者の決定に際して、評価の方法

                                                   
１）例えば、「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」（国土交通省）を参照する

こと。 
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や内容を公表する。その際、技術提案が提案者の知的財産であることに鑑み、提案内容に

関する事項が他者に知られることのないようにすること、提案者の了承を得ることなく提

案の一部のみを採用することのないようにすること等その取扱いに留意する。 

技術提案の評価において、提案内容の一部を改善することで、より優れたものとなる場

合等には、提案を改善する機会を与えることができる。この場合、透明性の確保のため、

技術提案の改善に係る過程の概要を速やかに公表する。なお、技術提案の改善を求める場

合には、特定の者に対してのみ改善を求めるなど特定の者だけが有利となることのないよ

うにする。 

また、落札者を決定した場合には、技術提案について発注者と落札者の責任分担とその

内容を契約上明らかにするとともに、履行を確保するための措置、履行できなかった場合

の措置及び設計変更に当たっての措置について契約上取り決める。 

 

（競争参加者の施工能力の適切な評価項目の設定等） 

総合評価落札方式における施工能力の評価に当たっては、競争参加者や当該工事に配置

が予定される技術者（以下「配置予定技術者」という。）の施工実績などを適切に評価項目

に設定するとともに、必要に応じて災害時の工事実施体制の確保の状況や近隣地域での施

工実績などの企業の地域の精通度や、技能労働者の技能（登録基幹技能者等の資格の保有

など）等を評価項目に設定する。 

また、必要に応じて、豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者などの登用、

民間発注工事や海外での施工経験を有する技術者の活用も考慮して、施工実績の代わりに

施工計画を評価するほか、主任技術者又は監理技術者以外の技術者の一定期間の配置や企

業によるバックアップ体制、災害時の活動実績を評価するなど、適切な評価項目の設定に

努める。さらに、国土交通省が認定した一定水準の技術力等を証する民間資格を総合評価

落札方式における評価の対象とするよう努める。 

工事の目的や内容、技術力審査・評価の項目や求める施工計画又は技術提案のテーマが

同一であり、かつ施工地域が近接する２以上の工事において、提出を求める技術資料の内

容を同一のものとする一括審査方式や、工事の性格、地域の実情等を踏まえ、施工能力や

実績等により競争参加者や技術者を評価する総合評価落札方式（施工能力評価型総合評価

落札方式）を活用することなどにより、発注者と競争参加者双方の負担軽減に努める。 

総合評価落札方式の実施方針や複数の工事に共通する評価方法を定める場合は、学識経

験者の意見を聴き、個別工事の評価方法や落札者の決定については、工事の内容等を踏ま

えて、必要に応じて学識経験者の意見を聴く。地方公共団体における総合評価落札方式に

係る学識経験者の意見聴取については、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167

条の 10 の２第４項等に定める手続により行う。 

必要に応じて、配置予定技術者に対するヒアリングを行うこと等により、競争参加者の

評価を適切に行う。 

また、工事の性格等に応じて、品質確保のための体制やその他の施工体制の確保状況を

確認するために入札説明書等に記載された要求要件の確実な実施の可否を審査・評価する

総合評価落札方式（施工体制確認型総合評価落札方式）の実施に努める。 
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（ダンピング受注の防止・予定価格の事後公表） 

低入札による受注は、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対

策の不徹底等につながることが懸念される。ダンピング受注を防止するため、国や他の発

注者の取組状況を参考にしながら、適切に低入札価格調査基準又は最低制限価格を設定す

るなどの必要な措置を講じ、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹

底する。低入札価格調査制度の実施に当たっては、入札参加者の企業努力による、より低

い価格での落札の促進と工事の品質の確保の徹底の観点から、落札率（予定価格に対する

契約価格の割合をいう。）と工事成績との関係についての調査実績等も踏まえて、適宜、

低入札価格調査基準を見直す。なお、低入札価格調査の基準価格又は最低制限価格を定め

た場合には、当該価格について入札の前には公表しないものとする。 

予定価格については、入札前に公表すると、入札の際に適切な積算を行わなかった入札

参加者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる

弊害が生じかねないこと等から、原則として事後公表とする。この際、入札前に入札関係

職員から予定価格に関する情報等を得て入札の公正を害そうとする不正行為を抑止する

ため、談合等に対する発注者の関与を排除するための措置を徹底する。 

なお、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規定はないが、

予定価格の事前公表を行う場合には、その適否について十分検討するとともに、入札の際

に適切な積算を行わなかった入札参加者がくじ引きの結果により受注するなど、建設業者

の技術力や経営力による適正な競争を損ねる弊害が生じないよう適切に取り扱うものと

する。弊害が生じた場合には、速やかに事前公表の取りやめ等の適切な措置を講じる。 

また、工事の入札に係る申込みの際、入札参加者に対して入札金額の内訳書の提出を求

め、書類に不備（例えば内訳書の提出者名の誤記、工事件名の誤記、入札金額と内訳書の

総額の相違等）がある場合には、原則として当該内訳書を提出した者の入札を無効とする。 

 

（入札不調・不落時の見積りの活用等） 

入札に付しても入札参加者又は落札者がなかった場合等、標準積算と現場の施工条件の

乖離が想定される場合は、以下の方法を活用して予定価格や工期を適切に見直すことによ

り、できる限り速やかに契約を締結するよう努める。 

・入札参加者から工事の全部又は一部について見積りを徴収し、その妥当性を適切に確

認しつつ、当該見積りを活用することにより、積算内容を見直す方法 

・設計図書に基づく数量、施工条件や工期等が施工実態と乖離していると想定される場

合はその見直しを行う方法 

例えば不落の発生時には、上記の方法を活用し、改めて競争入札を実施することを基本

とするが、再度の入札をしても落札者がなく、改めて競争入札を実施することが困難な場

合には、談合防止や公正性の確保、発注者としての地位を不当に利用した受注者に不利な

条件での契約の防止の観点に留意の上、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）

第 99 条の２又は地方自治法施行令第 167 条の２第１項第８号に基づく随意契約（いわゆ

る不落随契）の活用も検討する。 
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（公正性・透明性の確保、不正行為の排除） 

公共工事標準請負契約約款に沿った契約約款に基づき、公正な契約を締結する。 

入札及び契約に係る情報については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する

法律（平成 12 年法律第 127 号）（以下「入契法」という。）第２章及び第 17 条第１項によ

る公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（平成 13 年３月９日

閣議決定）に基づき、適切に公表することとし、競争参加者に対し技術提案を求めて落札

者を決定する場合には、あらかじめ入札説明書等により技術提案の評価の方法等を明らか

にするとともに、早期に評価の結果を公表する。 

また、入札監視委員会等の第三者機関の活用等により、学識経験者等の第三者の意見の

趣旨に沿って、入札及び契約の適正化のため必要な措置を講ずるよう努めることとし、第

三者機関の活用等に当たっては、各発注者が連携し、都道府県等の単位で学識経験者の意

見を聴く場を設けるなど、運用面の工夫に努める。 

入札及び契約の過程に関する苦情は、各発注者が受け付けて適切に説明を行うとともに、

さらに不服のある場合の処理のため、入札監視委員会等の第三者機関の活用等により中立

かつ公正に苦情処理を行う仕組みを整備するよう努める。 

談合や贈収賄、一括下請負といった不正行為については、当該不正行為を行った者に対

し指名停止等の措置を厳正に実施すること、談合があった場合における請負者の賠償金支

払い義務を請負契約締結時に併せて特約すること（違約金特約条項）等により談合の結果

として被った損害額の賠償の請求や建設業許可行政庁等への通知により、発注者の姿勢を

明確にし、再発防止を図る。 

また、入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22

年法律第 54 号）第３条又は第８条第１項の規定に違反していると疑うに足りる事実があ

るときは、入契法第 10 条の規定に基づき、当該事実を公正取引委員会に通知するととも

に、必要に応じて入札金額の内訳書の確認や、入札参加者から事情聴取を行い、その結果

を通知する。なお、その実施に当たっては、公正取引委員会が行う審査の妨げとならない

よう留意する。 

 

１－３ 工事施工段階 

（施工条件の変化等に応じた適切な設計変更） 

施工条件を適切に設計図書に明示し、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の

状態が一致しない場合、設計図書に明示されていない施工条件について予期することので

きない特別な状態が生じた場合、その他受注者の責によらない事由が生じた場合において、

必要と認められるときは、設計図書の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工

期の変更を適切に行う。その際、工期が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費

を活用する。 

また、労務単価、資材・機材等の価格変動を注視し、賃金水準又は物価水準の変動によ

り受注者から請負代金額の変更（いわゆる全体スライド条項、単品スライド条項又はイン

フレスライド条項等）について請求があった場合は、変更の可否について迅速かつ適切に

判断した上で、請負代金額の変更を行う。 
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（工事中の施工状況の確認等） 

入契法第 15 条第１項の規定により読み替えて適用される建設業法第 24 条の７１）（施工

体制台帳の作成等）又は建設業法第 22 条（一括下請負の禁止）若しくは第 26 条（主任技

術者及び監理技術者の設置）等に違反していると疑うに足りる事実があるときは、下請業

者等も含め工事中の施工状況を確認の上で、入契法第 11 条に基づき、建設業許可行政庁

等に通知する。 

当該通知の適切な実施のために、現場の施工体制の把握のための要領２）を策定し、必要

に応じて公表するとともに、策定した要領に従って現場の施工体制等を適切に確認するほ

か、一括下請負など建設業法違反の防止の観点から、建設業許可行政庁等との連携を図る。 

また、建設業法において、元請負人は下請代金のうち労務費相当については現金で支払

うよう適切に配慮することが規定されたことや、品確法において、公共工事等に従事する

者の賃金や適正な労働時間の確保等、下請業者を含め適正な労働環境の確保を促進するこ

とが規定されたことを踏まえ、発注者は、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確

保に関し、その実態を把握するよう努める。 

工事期間中においては、その品質が確保されるよう、監督を適切に実施する。低入札価

格調査の基準価格を下回って落札した者と契約した場合等においては、適切な施工がなさ

れるよう、通常より施工状況の確認等の頻度を増やすことにより重点的な監督体制を整備

する等の対策を実施する。 

適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に資するため、

出来形部分の確認等の検査やその他の施工の節目（不可視となる工事の埋戻しの前など）

において、必要な技術的な検査（以下「技術検査」という。）を適切に実施する。 

また、ICT を積極的に活用し、検査書類等の簡素化や作業の効率化を実施するとともに、

必要に応じて発注者及び受注者以外の者であって品質管理に係る専門的な知識又は技術

を有する第三者による品質証明制度や ISO9001 認証の活用に努める。 

技術検査については、施工について改善を要すると認めた事項や現地における指示事項

を書面により受注者に通知する。この技術検査の結果は工事の施工状況の評価（以下「工

事成績評定」という。）に反映させる。 

 

（施工現場における労働環境の改善） 

労働時間の適正化、労働・公衆災害の防止、賃金の適正な支払、退職金制度の確立、社

会保険等への加入など労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めることについて、

必要に応じて元請業者及び下請業者の指導が図られるよう、関係部署と連携する。 

こうした観点から、元請業者に対し社会保険等未加入業者との契約締結を禁止する措置

や、請負代金内訳書への法定福利費の明示、社会保険等未加入業者を確認した際に建設業

許可行政庁又は社会保険等担当部局へ通報すること等の措置を講ずることにより、下請業

者も含めてその排除を図る。 

 

                                                   
１)建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律

第 30 号）の施行により、令和２年 10 月１日以降第 24 条の８に移行。 
２）例えば、「工事現場等における施工体制の点検要領」（国土交通省）など。 
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下請業者や労働者等に対する円滑な支払を促進するため、支払限度額の見直し等による

前金払制度の適切な運用、中間前金払・出来高部分払制度や下請セーフティネット債務保

証事業又は地域建設業経営強化融資制度の活用等により、元請業者の資金調達の円滑化を

図る。 

既に中間前金払制度を導入している場合には、発注者側からその利用を促すこと及び手

続の簡素化・迅速化を図ること等により、受注者にとって当該制度を利用しやすい環境の

整備に努める。 

受注者へ熱中症対策や寒冷対策の実施、快適トイレの設置、ICT 建設機械等の積極的な

導入などを促し、作業の効率化等を実施するよう努める。 

 

（受注者との情報共有や協議の迅速化等） 

設計思想の伝達及び情報共有を図るため、設計者、施工者、発注者（設計担当及び工事

担当）が一堂に会する会議（地質調査業者、専門工事業者、建築基準法（昭和 25 年法律

第 201 号）第２条に規定する工事監理者も適宜参画）を、施工者が設計図書の照査等を実

施した後及びその他必要に応じて開催するよう努める。 

また、クリティカルパスを明示した工事工程について、受発注者間で共有し、受注者か

らの協議等について、速やかかつ適切な回答（ワンデーレスポンス等）に努める。 

変更手続の円滑な実施を目的として、設計変更が可能になる場合の例、手続の例、工事

一時中止が必要な場合の例及び手続に必要となる書類の例等についてとりまとめた指針１）

の策定に努め、これを活用する。 

設計変更の手続の迅速化等を目的として、発注者と受注者双方の関係者が一堂に会し、

設計変更の妥当性の審議及び工事の中止等の協議・審議等を行う会議を、必要に応じて開

催するよう努める。 

工事に関する情報の集約化・可視化を図るため、BIM/CIM や３次元データを積極的に活

用するとともに、さらに情報を発注者と受注者双方の関係者で共有できるよう、情報共有

システム等の活用の推進に努める。また、材料検査や出来形確認などの現場臨場を要する

検査については、ウェアラブルカメラ等を活用し、発注者と受注者双方の省力化の積極的

な推進に努め、情報共有が可能となる環境整備を行う。 

また、受発注者双方の省力化のため、書類の簡素化を積極的に推進する。 

 

１－４ 工事完成後 

（適切な技術検査・工事成績評定等） 

受注者から工事完成の通知があった場合には、契約書等に定めるところにより、定めら

れた期限内に工事の完成を確認するための検査を行うとともに、同時期に技術検査も行い、

その結果を工事成績評定に反映させ、受注者へ速やかに通知する。 

技術検査については、施工について改善を要すると認めた事項や現地における指示事項

を書面により受注者に通知する。 

                                                   
１）例えば、工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）」（国土交通省 関東地方整備局）など。 
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各発注者は、工事成績評定を適切に行うために必要となる要領１）や技術基準をあらかじ

め策定する。 

また、ICT の積極的な活用により、検査書類等の簡素化や作業の効率化に努めるととも

に、必要に応じて、発注者及び受注者以外の者であって品質管理に係る専門的な知識又は

技術を有する第三者による品質証明制度や ISO9001 認証の活用に努める。 

工事の実績等については、コリンズを積極的に活用し、発注者間での情報の共有に努め

る。 

さらに工事の成果は、将来の維持管理業務に有効活用出来るようにするとともに、将来

の AI 活用等によるデータ利活用環境の構築のため、受注者が適切な形式で保存した電子

データを工事の成果品として受領し、適切な期間保存する。その際、オンライン電子納品

の推進に努めるとともに、データがクラウド上で簡単にアクセスできる環境を構築するよ

う努める。 

地盤状況に関する情報の把握のための地盤調査（ボーリング等）を行った際には、位置

情報、土質区分、試験結果等を確認するとともに、情報を関係者間で共有できるよう努め

る。 

 

（完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価） 

工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて完成後の一定期間を経過した後にお

いて施工状況の確認及び評価を実施するよう努める。 

 

（工事の目的物の適切な維持管理） 

工事の目的物（橋梁、トンネル、河川堤防、公共建築物、港湾施設等（既に完成してい

るものを含む。）をいう。以下同じ。）を管理する者は、その品質が将来にわたり確保さ

れるよう、適切に点検、診断、維持、修繕等を実施し、その際３次元データやICTの活用に

努めるとともに、工事の目的物の維持管理に係る計画策定、業務・工事発注準備等の各段

階において、発注関係事務を適切に実施するよう努める２）。また、権限代行による事業の

整備など、工事の発注者と工事の目的物を管理する者が異なる場合においても同様に、工

事の目的物を管理する者は発注関係事務を適切に実施するよう努める。 

 

１－５ その他 

発注者と競争参加者双方の負担を軽減し、競争性を高める観点から、入札及び契約に関

する ICT の活用の推進、書類・図面等の簡素化及び統一化を図るとともに、競争参加者の

資格審査などの手続の統一化に努める。  

                                                   
１）例えば、「請負工事成績評定要領」（国土交通省）など。 
２）ビルメンテナンス業務については、「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライ

ン」（厚生労働省）を活用すること。 
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２ 測量、調査及び設計 

２－１ 業務発注準備段階 

（業務に必要な情報等の適切な把握・活用） 

業務の発注の準備として、業務の目的を明確にし、地形、地物、地質、地盤、自然環境、

関係者などの業務の履行に必要な情報を適切に把握する。その際、BIM/CIM、３次元デー

タや情報共有システム等 ICT の積極的な活用に努める。 

 

（業務の内容等に応じた入札契約方式の選択） 

業務の発注に当たっては、本指針を踏まえ、業務の内容や地域の実情等に応じ、プロポ

ーザル方式、総合評価落札方式、価格競争方式、コンペ方式等の適切な入札契約方式１）を

選択するよう努める。なお、業務の内容等に応じた入札契約方式の選択・活用等について

は、「Ⅳ．多様な入札契約方式の選択・活用」に具体的に記載している。 

また、自らの発注体制や地域の実情等により、適切な入札契約方式の選択・活用の実施

が困難と認められる場合は、国、都道府県や外部の支援体制の活用に努める。 

 

（予算、事業計画等を考慮した業務発注計画の作成） 

地域の実情等を踏まえ、予算、事業計画、工事の発注時期、業務内容等を考慮し、各業

務の手続期間や履行期限を考慮して、業務の計画的な発注を行う。 

 

（現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成） 

業務の発注に当たっては、業務の履行に必要な諸条件を設計図書へ反映する。また、業

務の実施の際に必要となる関係機関との調整や住民合意、現場の実態に即した条件（自然

条件を含む。）の明示等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図る。 

また、業務の発注段階において履行条件等を具体的に確定できない場合には、積算上の

条件と、当該条件が設計変更の対象となる旨も明示する。 

 

（適正利潤の確保を可能とするための予定価格の適正な設定） 

予定価格の設定に当たっては、技術者が中長期的に育成及び確保されるために、業務を

履行する者が適正な利潤を確保することができるよう、適切に作成された設計図書に基づ

き、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における技術者単価及び資材・機材等の取引価格、

履行の実態等を的確に反映した積算を行う。 

 

 

                                                   
１）例えば、「建設コンサルタン業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」

（国土交通省）を参照すること。 
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積算に当たっては、業務に従事する者の週休２日の確保や労働環境の改善状況、ICT の

活用状況を含めた現場の実態把握に努めるとともに、これに即した履行条件を踏まえた上

で最新の積算基準等を適用する。 

積算に用いる価格が実勢価格と乖離しないよう、可能な限り、最新の技術者単価、入札

月における資材・機材等の実勢価格を適切に反映する。積算に用いる価格が実勢価格と乖

離しているおそれがある場合には、適宜見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適

切に予定価格を設定する。さらに、最新の業務履行の実態や地域特性等を踏まえて積算基

準を見直すとともに、遅滞なく適用する。 

また、適正な積算に基づく設計金額の一部を控除して予定価格とするいわゆる歩切りは、

品確法第７条第１項第１号の規定に違反すること等から、これを行わない。 

一方、予定価格の設定に当たっては、経済社会情勢の変化の反映、業務に従事する者の

労働環境の改善、適正な利潤の確保という目的を超えた不当な引上げを行わない。 

 

（適正な履行期間の設定） 

労働基準法に基づき、平成 31 年４月１日より順次、罰則付きの時間外労働規制が適用

されていることから、適正な履行期間の設定等の働き方改革への対応を進めていく必要が

ある。 

履行期間の設定に当たっては、業務の内容や、規模、方法、地域の実情等を踏まえた業

務の履行に必要な日数のほか、必要に応じて、準備期間、照査期間や週休２日を前提とし

た業務に従事する者の休日、天候その他のやむを得ない事由により業務の履行が困難であ

ると見込まれる日数や関連する別途発注業務の進捗等を考慮する。 

 

（計画的な発注や履行期間の平準化等） 

業務の履行期間の平準化は、繁忙期と閑散期の業務量の差を少なくし、年度末の業務の

集中を回避させることに寄与するものであるため、発注者は積極的に以下の取組を実施す

る。 

 

＜発注見通しの統合・公表の実施＞ 

工事に係る業務の中長期的な発注見通しについて、工事とあわせて、発注者の取組や

地域の実情等を踏まえて各発注者と連携して作成し、地域ブロック毎に組織される地域

発注者協議会等を通じて、地域ブロック単位等で統合して公表するよう努める。 

さらに、当該年度の業務の詳細な発注見通しについて、原則として四半期毎に地域ブ

ロック単位等で統合して公表するよう努める。 

 

＜繰越明許費・債務負担行為の活用や入札公告の前倒し＞ 

年度当初からの予算執行の徹底、繰越明許費の適切な活用や債務負担行為の積極的な

活用による年度末の業務の集中を回避するといった予算執行上の工夫等により、適正な

履行期間を確保しつつ、業務の履行期間の平準化や履行期限の分散に取り組む。 

また、発注者としての国及び特殊法人等は、年度当初から履行されなければ事業を執
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行する上で支障をきたす、又は適切な履行期間の確保が困難となる業務については、条

件を明示した上で予算成立を前提とした入札公告の前倒しを行い、計画的な発注に努め

る。 

 

＜取組事例等の情報共有＞ 

地域発注者協議会等において、履行期間の平準化の取組状況を確認するとともに、国

や各地方公共団体における先進事例を共有する。 

 

 

２－２ 業務入札契約段階 

（適切な競争参加資格の設定） 

＜競争に参加する資格を有する者の名簿の作成に際しての競争参加資格審査＞ 

各発注者において設定する審査項目の選定に当たっては、競争性の低下につながるこ

とがないよう留意する。 

 

＜個別業務の入札に際しての参加資格条件＞ 

業務の内容、地域の実情等を踏まえ、業務の経験及び成績や地域要件など、競争性の

確保に留意しつつ、適切な競争参加資格条件を設定する。その際、必要に応じて、豊富

な実績を有していない若手技術者や、女性技術者などの登用、海外での業務経験を有す

る技術者の活用も考慮した要件緩和など適切な競争参加資格条件の設定に努める。 

業務実績を競争参加資格に設定する場合は、業務の技術特性、自然条件、社会条件等

を踏まえて具体的に設定し、業務実績の確認に当たっては、同種・類似の実績が無いも

のは選定又は指名及び技術提案書の提出要請を行わない等により履行能力のない者を

排除するなど適切な審査を実施する。 

また、暴力団員等がその事業活動を支配している企業、その他業務に関する諸法令を

遵守しない企業等の不良不適格業者の排除の徹底を図る。 

さらに、技術者の資格や実績をテクリス（業務実績情報システム）や PUBDIS※（公共

建築設計者情報システム）等（以下「テクリス等」という。）へ登録するよう受注者へ促

すとともに、技術者の情報を一元的に把握できる取組（技術者情報ネットワーク）の活

用を図る等、発注者と競争参加者の負担軽減等に努める。また、必要に応じて、所要の

知識・技術・資格を備えている技術者の仕様書への位置付けや、手持ち業務量の制限な

ど、業務の品質確保に向けた施策を検討する。 

※Public Building Designers Information System の略 

 

 

 

（業務の内容に応じた技術提案の評価内容の設定） 
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発注者は、一定の資格、実績、成績等のみを競争参加資格条件とすることにより品質を

確保できる業務などを除き、技術提案を求めるよう努める。特に、技術的に高度又は専門

的な技術が要求される業務、地域特性を踏まえた検討が必要となる業務においては、プロ

ポーザル方式により技術提案を求める。 

技術提案書の特定及び落札者決定に当たり、必要に応じて中立かつ公正な立場から判断

できる学識経験者の意見を聴取する。 

技術提案を求める場合には、技術提案に係る事務負担に配慮するとともに、業務の内容、

地域の実情等を踏まえた適切な評価内容を設定する。 

技術提案の評価は、事前に提示した評価項目、評価基準及び得点配分に従い評価を行う

とともに、説明責任を適切に果たすという観点から、技術的に最適な者の特定又は落札者

の決定に際して、評価の方法や内容を速やかに公表する。その際、技術提案が提案者の知

的財産であることに鑑み、提案内容に関する事項が他者に知られることのないようにする

こと、提案者の了承を得ることなく提案の一部のみを採用することのないようにすること

等その取扱いに留意する。 

また、プロポーザル方式で特定した技術提案書の内容については、特記仕様書に適切に

反映するものとし、総合評価落札方式で落札者を決定した場合には、技術提案について発

注者と落札者の責任の分担とその内容を契約上明らかにするとともに、その履行を確保す

るための措置や履行できなかった場合の措置について契約上取り決める。 

 

（業務内容等に応じた適切な評価項目の設定等） 

プロポーザル方式及び総合評価落札方式における技術的要件及び入札の評価に当たっ

ては、参加表明者や当該業務の配置予定技術者の実績などを適切に評価項目に設定すると

ともに、必要に応じて地域の精通度等を評価項目に設定する。 

また、必要に応じて、豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者などの登用、

海外での業務経験を有する技術者の活用等も考慮するとともに、業務の内容に応じて国土

交通省が認定した一定水準の技術力等を証する民間資格を評価の対象とするよう努める。 

業務の目的や内容、技術力審査・評価の項目や技術提案のテーマが同一である場合は、

提出を求める技術資料の内容を同一のものとする一括審査方式などを活用することによ

り、発注者と競争参加者双方の負担軽減に努める。 

プロポーザル方式及び総合評価落札方式の実施方針や複数の業務に共通する評価方法

を定める場合は、学識経験者の意見を聴き、個別業務の評価方法については、業務の内容

等を踏まえて、必要に応じて学識経験者の意見を聴く。地方公共団体における総合評価落

札方式に係る学識経験者の意見聴取については、地方自治法施行令第 167 条の 10 の２第

４項等に定める手続により行う。 

必要に応じて、配置予定技術者に対するヒアリングを行うこと等により、競争参加者の

評価を適切に行う。 

また、業務の性格等に応じて、品質確保体制やその他の履行確実性の審査・評価の実施

に努める。 

 

（ダンピング受注の防止・予定価格の事後公表） 

低入札による受注は、業務の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対
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策の不徹底等につながることが懸念される。ダンピング受注を防止するため、国や他の発

注者の取組状況を参考にしながら、適切に低入札価格調査基準又は最低制限価格を設定す

るなどの必要な措置を講じ、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹

底する。低入札価格調査制度の実施に当たっては、入札参加者の企業努力による、より低

い価格での落札の促進と業務の品質の確保の徹底の観点から、落札率（予定価格に対する

契約価格の割合をいう。）と業務成績との関係についての調査実績等も踏まえて、適宜、

低入札価格調査基準を見直す。なお、低入札価格調査の基準価格又は最低制限価格を定め

た場合には、当該価格について入札の前には公表しないものとする。 

予定価格については、入札前に公表すると、入札の際に適切な積算を行わなかった入札

参加者が受注する事態が生じるなど、入札参加者の真の技術力・経営力による競争を損ね

る弊害が生じかねないこと等から、原則として事後公表とする。この際、入札前に入札関

係職員から予定価格に関する情報等を得て入札の公正を害そうとする不正行為を抑止す

るため、談合等に対する発注者の関与を排除するための措置を徹底する。 

なお、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規定はないが、

予定価格の事前公表を行う場合には、その適否について十分検討するとともに、入札の際

に適切な積算を行わなかった入札参加者がくじ引きの結果により受注するなど、技術力や

経営力による適正な競争を損ねる弊害が生じないよう適切に取り扱うものとする。弊害が

生じた場合には、速やかに事前公表の取りやめ等の適切な措置を講じる。 

また、業務の入札に係る申込みの際、必要に応じて入札参加者に対して入札金額の内訳

書の提出を求め、書類に不備（例えば内訳書の提出者名の誤記、業務件名の誤記、入札金

額と内訳書の総額の相違等）がある場合には、原則として当該内訳書を提出した者の入札

を無効とする。 

 

（入札不調・不落時の見積りの活用等） 

入札に付しても入札参加者又は落札者がなかった場合等、標準積算と業務の履行条件の

乖離が想定される場合は、以下の方法を活用して予定価格や履行期間を適切に見直すこと

により、できる限り速やかに契約を締結するよう努める。 

・入札参加者から業務の全部又は一部について見積りを徴収し、その妥当性を適切に確

認しつつ、当該見積りを活用することにより、積算内容を見直す方法 

・設計図書に基づく数量、履行条件や履行期間等が実態と乖離していると想定される場

合はその見直しを行う方法 

例えば不落の発生時には、上記の方法を活用し、改めて競争入札を実施することを基本

とするが、再度の入札をしても落札者がなく、改めて競争入札を実施することが困難な場

合には、談合防止や公正性の確保、発注者としての地位を不当に利用した受注者に不利な

条件での契約の防止の観点に留意の上、予算決算及び会計令第 99 条の２又は地方自治法

施行令第 167 条の２第１項第８号に基づく随意契約（いわゆる不落随契）の活用も検討す

る。 

 

（公正性・透明性の確保、不正行為の排除） 

公共土木設計業務等標準委託契約約款（平成７年５月 26 日建設省経振発第 49 号）又は

公共建築設計業務標準委託契約約款（平成８年２月 23 日建設省住指発第 47 号）に沿った

-19-



18 
 

契約約款に基づき、公正な契約を締結する。 

入札及び契約に係る情報については、工事に準じて適切に公表することとし、競争参加

者に対し技術提案を求めて落札者を決定する場合には、あらかじめ入札説明書等により技

術提案の評価の方法等を明らかにするとともに、早期に評価の結果を公表する。 

また、入札監視委員会等の第三者機関の活用等により、学識経験者等の第三者の意見の

趣旨に沿って、入札及び契約の適正化のため必要な措置を講ずるよう努めることとし、第

三者機関の活用等に当たっては、各発注者が連携し、都道府県等の単位で学識経験者の意

見を聴く場を設けるなど、運用面の工夫に努める。 

入札及び契約の過程に関する苦情は、各発注者が受け付けて適切に説明を行うとともに、

さらに不服のある場合の処理のため、入札監視委員会等の第三者機関の活用等により中立

かつ公正に苦情処理を行う仕組みを整備するよう努める。 

談合や贈収賄等の不正行為については、当該不正行為を行った者に対し指名停止等の措

置を厳正に実施すること、談合があった場合における請負者の賠償金支払い義務を請負契

約締結時に併せて特約すること（違約金特約条項）等により談合の結果として被った損害

額の賠償の請求により、発注者の姿勢を明確にし、再発防止を図る。 

 

２－３ 業務履行段階 

（設計条件の変化等に応じた適切な設計変更） 

設計条件を適切に設計図書に明示し、関連業務の進捗状況等、業務に係る様々な要因を

適宜確認し、設計図書に示された設計条件と実際の条件が一致しない場合、設計図書に明

示されていない設計条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合、その

他受注者の責によらない事由が生じた場合において、必要と認められるときは、設計図書

の変更及びこれに伴って必要となる契約額や履行期間の変更を適切に行う１）。その際、履

行期間が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費を活用する。 

また、賃金水準又は物価水準の変動により受注者から業務委託料の変更について請求が

あった場合は、変更の可否について迅速かつ適切に判断した上で、業務委託料の変更を行

う。 

 

（履行状況の確認等） 

履行期間中においては、業務成果の品質が適切に確保されるよう、適正な業務執行を図

るため、休日明け日を依頼の期限日にしない等のウイークリースタンスの適用や条件明示

チェックシートの活用２）、スケジュール管理表の運用の徹底等により、履行状況の確認を

適切に実施するよう努める。 

さらに必要に応じて、発注者及び受注者以外の者であって専門的な知識又は技術を有す

るものの活用に努める。 

また、必要に応じて、受注者の照査体制の確保や照査の実施状況について確認する。 

 

                                                   
１）例えば、「土木設計業務等変更ガイドライン」（国土交通省）を参照すること。 
２）例えば、「条件明示ガイドライン（案）」（国土交通省）を参照すること。 
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（労働環境の改善） 

労働時間の適正化や労働・公衆災害の防止、賃金の適正な支払、退職金制度の確立、社

会保険等への加入など労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めることについて、

必要に応じて受注者への指導が図られるよう、関係部署と連携する。 

賃金の適正な支払い等を促進するため、前金払制度の活用、既に前金払制度を導入して

いる場合には、支払限度額の見直し等による前金払制度の適切な運用等により、受注者の

資金調達の円滑化を図る。 

現地調査を行う業務においては、受注者へ熱中症対策や寒冷対策の実施、ICT 等の積極

的な導入などを促し、作業の効率化等を実施するよう努める。 

 

（受注者との情報共有や協議の迅速化等） 

受注者からの協議等について、迅速かつ適切な回答に努めるとともに、データがクラウ

ド上で簡単にアクセスできる基盤を構築するよう努める。 

設計業務については、設計条件や施工の留意点、関連事業の情報確認及び設計方針の明

確化を行い受発注者間で共有するため、発注者と受注者による合同現地踏査の実施に努め

る。 

特に地質情報の不確実性が高い現場における業務の合同現地踏査等には、地質調査等の

受注者等が参画するよう努める。 

変更手続の円滑な実施を目的として、設計変更が可能になる場合の例、手続の例及び手

続に必要となる書類の例等についてとりまとめた指針の策定に努め、これを活用する。 

業務に関する情報の集約化・可視化を図るため、BIM/CIM や３次元データを積極的に活

用するとともに、さらに情報を発注者と受注者双方の関係者で共有できるよう、情報共有

システム等の活用の推進に努める。また、テレビ会議や現地調査の臨場を要する確認等に

おけるウェアラブルカメラの活用などにより、発注者と受注者双方の省力化の積極的な推

進に努め、情報共有が可能となる環境整備を行う。 

 

２－４ 業務完了後 

（適切な検査・業務成績評定等） 

受注者から業務完了の通知があった場合には、契約書等に定めるところにより、定めら

れた期限内に業務の完了を確認するための検査を行い、その結果を業務成績評定に反映さ

せ、受注者へ速やかに通知する。 

各発注者は業務成績評定を適切に行うために必要となる要領１）や技術基準の策定に努

める。 

また、ICT の積極的な活用により、検査書類等の簡素化や作業の効率化に努める。 

業務の実績等については、テクリス等を積極的に活用し、発注者間での情報の共有に努

める。業務の成果は、将来の AI 活用等によるデータ利活用環境の構築のため、受注者が

適切な形式で保存した電子データを業務の成果品として受領し、適切な期間保存する。そ

                                                   
１）例えば、「委託業務等成績評定要領」（国土交通省）など 
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の際、オンライン電子納品の推進に努めるとともに、データがクラウド上で簡単にアクセ

スできる環境を構築するよう努める。 

地盤状況に関する情報の把握のための地盤調査（ボーリング等）を行った際には、位置

情報、土質区分、試験結果等を確認するとともに、情報を関係者間で共有できるよう努め

る。 

 

２－５ その他 

発注者と競争参加者双方の負担を軽減し、競争性を高める観点から、入札及び契約に関す

る ICT 活用の推進、書類・図面等の簡素化及び統一化を図るとともに、競争参加者の資格審

査などの手続の統一化に努める。 
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３ 発注体制の強化等 

各発注者は、発注関係事務を適切に実施するための環境整備として、以下の事項に取り組

む。 

 

３－１ 発注体制の整備等 

（発注者自らの体制の整備） 

各発注者において、自らの発注体制を把握し、体制が十分でないと認められる場合には

発注関係事務を適切に実施することができる体制を整備するとともに、国及び都道府県等

が実施する講習会や研修を職員に受講させるなど国及び都道府県等の協力・支援も得なが

ら、発注関係事務を適切に実施することができる職員の育成に積極的に取り組むよう努め

る。国及び都道府県は、発注体制の整備が困難な発注者に対する必要な支援に努める。 

 

（外部からの支援体制の活用） 

各発注者において発注関係事務を適切に実施することが困難であると認められる場合

には、国及び都道府県による協力や助言等を得ることなどにより、発注関係事務を適切に

実施することができる者の活用に努める。 

また、地方公共団体等において国及び都道府県以外の者を活用し、発注関係事務の全部

又は一部を行わせることが可能となるよう、国及び都道府県は、公正な立場で継続して円

滑に発注関係事務を遂行することができる組織や、発注関係事務を適切に実施することが

できる知識・経験を有している者を適切に評価することにより、発注関係事務を適切に実

施することができる者の選定を支援するとともに、その者の育成・活用の促進に努める。 

 

３－２ 発注者間の連携強化 

（工事・業務成績データの共有化・相互活用等） 

技術提案の適切な審査・評価、監督・検査、工事・業務成績評定等の円滑な実施に資す

るため、各発注者間における要領・基準類の標準化・共有化に努めるとともに、その他の

入札契約制度に係る要領等についても、その円滑かつ適切な運用に資するため、地域発注

者協議会等の場を通じて、各発注者間における共有化に努める。 

最新の施工実態や地域特性等を踏まえた積算基準等の各工事や業務への適用が可能と

なるように、積算システム等の各発注者間における標準化・共有化に努める。また、新規

参入を含めた事業者の技術的能力の審査を公正かつ効率的に行えるよう、各発注者が発注

した工事・業務の内容や成績評定、当該工事・業務を担当した技術者に関するデータの活

用に努める。 

工事・業務成績評定については、評定結果の発注者間の相互利用を促進するため、各発

注者間の連携により評定項目、評定方法の標準化を進める。 

各発注者は工事・業務の性格等を踏まえ、その成績評定に関する資料のデータベースを

整備し、データの共有化を進める。 
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（発注者間の連携体制の構築） 

各発注者は、本指針を踏まえて発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、地域

ブロック毎に組織される地域発注者協議会等に協力し、発注者間の情報交換や連絡・調整

を行うとともに、発注者共通の課題への対応や各種施策の推進を図る。 

また、地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関係事務の実施状況等を把握する

とともに、それを踏まえて、各発注者は発注関係事務の適切かつ効率的な運用の実施のた

めに必要な連携や調整を行い、支援を必要とする市町村等の発注者は、地域発注者協議会

等を通じて、国や都道府県の支援を求める。さらに、国土交通省が全国の事務所等に設置

している「品確法運用指針に関する相談窓口」を活用し、実務担当者間での意見交換等を

実施するための体制を構築する。 
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Ⅲ．災害時における対応 

１ 工事１） 

１－１ 災害時における入札契約方式の選定 

災害時の入札契約方式の選定にあたっては、工事の緊急度を勘案し、随意契約等を適用す

る。 

災害協定の締結状況や施工体制、地理的状況、施工実績等を踏まえ、最適な契約の相手を

選定するとともに、書面での契約を行う。 

災害発生後の緊急対応にあたっては、手続の透明性、公平性の確保に努めつつ、早期かつ

確実な施工が可能な者を選定することや、概算数量による発注を行った上で現地状況等を踏

まえて契約変更を行うなど、工事の緊急度に応じた対応も可能であることに留意する。 

 

（随意契約） 

発災直後から一定の間に対応が必要となる道路啓開、航路啓開、がれき撤去、流木撤去、

漂流物撤去等の災害応急対策や、段差解消のための舗装修繕、堤防等河川管理施設の復旧、

砂防施設の復旧、岸壁などの港湾施設の復旧、代替路線が限定される橋梁や路面の復旧、

官公庁施設や学校施設の復旧などの緊急性が高い災害復旧に関する工事等は、被害の最小

化や社会経済の回復等の至急の現状復帰の観点から、随意契約（会計法第 29 条の３第４

項又は地方自治法施行令第 167 条の２）を活用するよう努める。 

契約の相手方の選定にあたっては、被災地における維持工事等の実施状況、災害協定の

締結状況、企業の本支店の所在地の有無、企業の被災状況、近隣での施工実績等を勘案し、

早期かつ確実な施工の観点から最も適した者を選定する。 

また、必要に応じて、発注者が災害協定を締結している業界団体から会員企業に関する

情報提供を受け、施工体制を勘案し契約相手を選定する方法の活用にも努める。 

 

（指名競争入札） 

災害復旧に関する工事のうち、随意契約によらないものであって、出水期や降雪期等の

一定の期日までに復旧を完了させる必要がある工事など、契約の性質又は目的により競争

に加わるべきものが少数で一般競争入札に付する必要がないものにあっては、指名競争入

札（会計法第 29 条の３第３項又は地方自治法施行令第 167 条）を活用するよう努める。 

指名競争入札を行う際は、有資格者名簿の中から、本支店・営業所の所在地、同種・類

似工事の施工実績、手持ち工事の状況、応急復旧工事の施工実績等を考慮して、確実な履

行が期待できる者を指名する。その際、過去の指名及び受注の状況を勘案して特定の者に

偏らないよう配慮する。また、指名基準の公表等を通じて、透明性・客観性・競争性を向

上させ、発注者の恣意性を排除する必要があることに留意する。 

また、必要に応じて品質確保のため施工能力を評価する総合評価落札方式を適用する。 

                                                   
１）災害時における対応については、「災害復旧工事における入札契約方式の適用ガイドライン」（国土交通

省）を参照すること。 
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（一般競争入札） 

入札参加資格要件の設定にあたっては、工事の性格、地域の実情等を踏まえ、工事の経

験及び成績や地域要件などを適切に設定するとともに、総合評価落札方式における施工能

力の評価に当たっては、災害応急対策等の実績を評価するなど、適切な評価項目の設定に

努める。また、競争参加者が比較的多くなることが見込まれる工事においては、手続期間

を考慮した上で、必要に応じて、段階的選抜方式の活用に努める。 

 

１－２ 現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措置 

災害応急対策や災害復旧に関する工事の早期実施、発注関係事務の負担軽減、復旧・復興

を支える担い手の確保等の観点から、災害の状況や地域の実情に応じて、発注関係事務に関

して必要な措置を講じる。 

 

（１）確実な施工確保、不調・不落対策 

（実態を踏まえた積算の導入等） 

災害発生後は、一時的に需給がひっ迫し、労働力や資材・機材等の調達環境に変化が生

じることがある。このため、積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれが

ある場合には、積極的に見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に予定価格を

設定する。遠隔地から労働力や資材・機材等を調達する必要がある場合など発注準備段階

において施工条件を具体的に確定できない場合には、積算上の条件と当該条件が設計変更

の対象となる旨も明示する。 

災害復旧・復興による急激な工事量の増加により特定の地域において既存の積算基準類

と実態に乖離が生じる場合には、不調・不落の発生状況を踏まえ、市場の変化を的確に把

握し、必要に応じて復興係数や復興歩掛を設定又は活用する等、実態を踏まえた積算を実

施するよう努める。また、必要に応じて不調随契や不落随契の活用も検討する。 

また、作業中の二次災害等により負傷、疾病、障害又は死亡等の被害が発生した場合の

損害を補償するための保険の経費についても計上するよう努める。 

 

（指名競争入札におけるダンピング対策等） 

低入札による受注は、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対

策の不徹底等につながることが懸念されるとともに、平常時と同等とは言えない競争環境

であることも想定されることから、状況を丁寧に把握した上で、確実かつ円滑な施工がで

きる者のみを対象とする指名競争入札の適用などを検討する。 

 

（前払金限度額の引き上げ等） 

復旧事業を円滑に実施するために必要となる労働力や資材・機材等の確保を図るため、

速やかに受注者へ前払金を支払うことは重要であり、東日本大震災の復旧事例等も参考に

しつつ、現地の状況等を踏まえ、関係機関と連携しながら、前払金限度額の引き上げ等の

適切な対応を実施するよう努める。 
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（２）発注関係事務の効率化 

（一括審査方式の活用） 

発注者と競争参加者双方の入札事務手続の負担軽減の観点に加え、特定の企業への受注

の集中を回避して、技術者や資材が確保された施工体制を整えている複数の企業により確

実かつ円滑な施工が行われる観点から、一括審査方式を積極的に活用するよう努める。 

 

（３）災害復旧・復興工事の担い手の確保 

（共同企業体等の活用） 

工事規模の大型化や工事量の急増により、単体での施工が可能な企業数が相対的に減少

することも想定される場合には、必要に応じて地域の建設企業が継続的な協業関係を確保

することにより、その実施体制を安定確保するために結成される地域維持型建設共同企業

体や事業協同組合等を活用するよう努める。 

 

（参加可能額の拡大） 

担い手の確保とロットの大型化による早期の復旧の実現という双方の観点から、今後の

等級別の発注の見通しも踏まえ、必要に応じて、等級ごとのバランスに配慮しつつ、工事

価格帯の上限を引き上げる措置の実施を検討する。 

 

（４）迅速な事業執行 

（政府調達協定対象工事における適用） 

平常時における政府調達に関する協定（以下「WTO 協定」という。）の対象工事は、一般

競争入札（公開入札）に付すことが原則となるが、災害時、緊急の必要により競争に付す

ることができない復旧工事は、必要に応じて WTO 協定第 13 条を踏まえた随意契約（限定

入札）を適用し、早期復旧を実施するよう努める。 

 

（WTO 協定の対象工事における手続日数の短縮） 

WTO 協定の対象工事は、一般競争入札にあっては入札期日の前日から起算して少なくと

も 40 日前に官報により公告することとされているが、急を要する場合は、その期間を 10

日に短縮することも認められていることから、現地の状況を踏まえ適切な手続期間を設定

する。 
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（５）早期の災害復旧・復興に向けた取組 

（事業促進 PPP 等による民間事業者のノウハウの活用） 

災害発生後、災害応急対策や災害復旧に関する工事の実施方針の決定や災害査定申請書

の作成、災害応急対策や災害復旧に関する工事の発注、監督など一連の災害対応を迅速か

つ的確に実施するため、災害の規模や発注者の体制を勘案し、必要に応じて、事業促進 PPP
※方式１）や CM※方式２）等による民間事業者のノウハウを活用するよう努める。 

特に大規模な災害において、発注者のマンパワーやノウハウ不足の補完等を図るととも

に、事業費の適切な管理や地元建設企業の活用というニーズにも対応しつつ事業を実施す

る場合には、東日本大震災の復興市街地整備事業において実施された復興 CM 方式３）を必

要に応じて参考とする。 

※ Public Private Partnership の略 

※ Construction Management の略 

 

（技術提案・交渉方式） 

復旧・復興においては、緊急度が高く、プロジェクトの早い段階から施工者のノウハウ

が必要となる工事の場合、早期の復旧・復興を実現するため、設計に施工者のノウハウを

取り込む技術協力・施工タイプ（ECI※方式）等の技術提案・交渉方式４）を適用するよう努

める。 

※ Early Contractor Involvement の略 

  

                                                   
１）例えば、「国土交通省直轄の事業促進 PPP に関するガイドライン」（国土交通省）を参照すること。 
２）例えば、「国土交通省直轄事業における発注者支援型ＣＭ方式の取組み事例集（案）」（国土交通省）を参照

すること。 
３）例えば、「東日本復興 CM 研究会の検証と今後の活用に向けた研究会報告書」（国土交通省）を参照するこ

と。 
４）例えば、「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の適用ガイドライン」（国土交通省）を参照す

ること。 
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２ 測量、調査及び設計 

２－１ 災害時における入札契約方式の選定 

災害時の入札契約方式の選定にあたっては、業務の緊急度を勘案し、随意契約等を適用す

る。 

災害協定の締結状況や履行体制、地理的状況、業務実績等を踏まえ、最適な契約相手を選

定するとともに、書面での契約を行う。 

災害発生後の緊急対応にあたっては、手続きの透明性、公平性の確保に努めつつ、早期か

つ確実な履行が可能な者を選定することや、概算数量による発注を行った上で現地状況等を

踏まえて契約変更を行うなど、業務の緊急度に応じた対応も可能であることに留意する。 

 

（随意契約） 

緊急点検、災害状況調査、航空測量等、発災後の状況把握や、発災直後から一定の間に

対応が必要となる道路啓開、航路啓開、がれき撤去、流木撤去、漂流物撤去等の災害応急

対策や、段差解消のための舗装修繕、堤防等河川管理施設の復旧、砂防施設の復旧、岸壁

などの港湾施設の復旧、代替路線が限定される橋梁や路面の復旧などの緊急性が高い災害

復旧に関する工事等に係る業務は、被害の最小化や社会経済の回復等の至急の現状復帰の

観点から、随意契約（会計法第 29 条の３第４項又は地方自治法施行令第 167 条の２）を

活用するよう努める。 

契約の相手方の選定にあたっては、災害地における業務の実施状況、災害協定の締結状

況、企業の本支店の所在地の有無、企業の被災状況、近隣での業務実績等を勘案し、早期

かつ確実な業務の履行の観点から最も適した者を選定する。 

また、必要に応じて、発注者が災害協定を締結している業界団体から会員企業に関する

情報提供を受け、履行体制を勘案し契約相手を選定する方法の活用にも努める。 

 

（指名競争入札） 

災害復旧に関する業務のうち、随意契約によらないものであって、出水期や降雪期等の

一定の期日までに復旧を完了させる必要がある工事に係る業務など、契約の性質又は目的

により競争に加わるべきものが少数で一般競争入札に付する必要がないものにあっては、

指名競争入札（会計法第 29 条の３第３項又は地方自治法施行令第 167 条等）を活用する

よう努める。 

指名競争入札を行う際は、有資格者名簿の中から、本支店・営業所の所在地、同種・類

似業務の実績、手持ち業務の状況、緊急調査の実施状況等を考慮して、確実な履行が期待

できる者を指名する。その際、過去の指名及び受注の状況を勘案して特定の者に偏らない

よう配慮する。また、指名基準の公表等を通じて、透明性・客観性・競争性を向上させ、

発注者の恣意性を排除する必要があることに留意する。 
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（一般競争入札） 

入札参加資格要件の設定にあたっては、業務の内容、地域の実情等を踏まえ、業務の経

験及び成績や地域要件などを適切に設定する。 

 

２－２ 現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措置 

発災後の状況把握や災害応急対策、災害復旧に関する業務の早期実施、発注関係事務の負

担軽減、復旧・復興を支える担い手の確保等の観点から、災害の状況や地域の実情に応じて、

発注関係事務に関して必要な措置を講じる。 

 

（１）確実な履行確保、不調・不落対策 

（実態を踏まえた積算の導入） 

積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれがある場合には、積極的に見

積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に価格を設定する。また、遠隔地から資

材・機材の調達や技術者を確保する必要がある場合など発注準備段階において作業条件等

を具体的に確定できない場合には、積算上の条件と当該条件が設計変更の対象となる旨も

明示する。 

また、作業中の二次災害等により負傷、疾病、障害又は死亡等を被った場合の損害を補

償するための保険の経費についても計上するよう努める。 

 

（指名競争入札におけるダンピング対策等） 

低入札による受注は、業務の手抜き、再委託先へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対

策の不徹底等につながることが懸念されるとともに、平常時と同等とは言えない競争環境

であることも想定されることから、状況を丁寧に把握した上で、確実かつ円滑な履行がで

きる者のみを対象とする指名競争入札の適用などを検討する。 

 

（前払金限度額の引き上げ等） 

業務を円滑に実施するために必要となる労働力や資材・機材等の確保を図るため、速や

かに受注者に前払金を支払うことは重要であり、東日本大震災の復旧事例等も参考にしつ

つ、現地の状況等を踏まえ、関係機関と連携しながら、前払金限度額の引き上げ等の適切

な対応を実施するよう努める。 
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（２）発注関係事務の効率化 

（一括審査方式の活用） 

発注者と競争参加者双方の入札事務手続の負担軽減の観点に加え、特定の企業への受注

の集中を回避して、技術者が確保された履行体制を整えている複数の企業により確実かつ

円滑な業務の履行が行われる観点から、一括審査方式を積極的に活用するよう努める。 

 

（３）迅速な事業執行 

（WTO 協定の対象業務における適用） 

WTO 協定の対象業務のうち、発災後の状況把握や、災害時、緊急の必要により競争に付

することができない業務は、必要に応じて、WTO 協定第 13 条を踏まえた随意契約（限定入

札）を適用し、早期復旧を実施するよう努める。 

 

（４）早期の復旧・復興に向けた取組 

（事業促進 PPP 等による民間事業者のノウハウの活用） 

災害発生後、災害応急対策や災害復旧に関する工事の実施方針の決定や災害査定申請書

の作成、業務の指導・調整、災害応急対策や災害復旧に関する工事の発注、監督・検査な

ど一連の災害対応を迅速かつ円滑に実施するため、災害の規模や発注者の体制を勘案し、

必要に応じて、事業促進 PPP 方式１）や CM 方式２）等による民間事業者のノウハウを活用す

るよう努める。 

特に大規模な災害において、発注者のマンパワーやノウハウ不足の補完等を図るととも

に、事業費の適切な管理や地元建設企業の活用というニーズにも対応しつつ事業を実施す

る場合には、東日本大震災の復興市街地整備事業において実施された復興 CM 方式３）を必

要に応じて参考とする。 

 

（技術提案・交渉方式） 

復旧・復興においては、緊急度が高く、プロジェクトの早い段階から施工者のノウハウ

が必要となる工事の場合、早期の復旧・復興を実現するため、設計に施工者のノウハウを

取り込む技術協力・施工タイプ（ECI 方式）等の技術提案・交渉方式４）を適用するよう努

める。  

                                                   
１）例えば、「国土交通省直轄の事業促進 PPP に関するガイドライン」（国土交通省）を参照すること。 
２）例えば、「国土交通省直轄事業における発注者支援型ＣＭ方式の取組み事例集（案）」（国土交通省）を参照

すること。 
３）例えば、「東日本復興 CM 研究会の検証と今後の活用に向けた研究会報告書」（国土交通省）を参照するこ

と。 
４）例えば、「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の適用ガイドライン」（国土交通省）を参照す

ること。 
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３ 建設業者団体・業務に関する各種団体等や他の発注者との連携 

災害発生時の状況把握や災害応急対策又は災害復旧に関する工事及び業務を迅速かつ円

滑に実施するため、あらかじめ、災害時の履行体制を有する建設業者団体や業務に関する各

種団体等と災害協定を締結する等の必要な措置を講ずるよう努める。災害協定の締結にあた

っては、災害対応に関する工事及び業務の実施や費用負担、訓練の実施等について定める。

また、必要に応じて、協定内容の見直しや標準化を進める。 

災害による被害は社会資本の所管区分とは無関係に面的に生じるため、その被害からの復

旧にあたっても地域内における各発注者が必要な調整を図りながら協働で取り組む。復旧の

担い手となる地域企業等による円滑な施工確保対策についても、特定の発注者のみが措置を

講じるのではなく、必要に応じて地域全体として取り組む。 

地域の状況を踏まえ、必要に応じて、発注機関や各種団体が円滑な施工確保のための情報

共有や対応策の検討等を行う場を設置する。 
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Ⅳ．多様な入札契約方式の選択・活用 

各発注者は、工事及び業務の発注に当たっては、本指針及びそれぞれの技術力や発注体制

を踏まえつつ、工事及び業務の性格や地域の実情等に応じて、多様な入札契約方式１）の中か

ら適切な入札契約方式を選択し、又は組み合わせて適用するよう努める。 
 

１ 工事 

１－１多様な入札契約方式の選択の考え方及び留意点 

（１）契約方式の選択 

（契約方式の概要） 

主な契約方式（契約の対象とする業務及び施工の範囲の設定方法）は、以下のとおりで

ある。 

（ａ）事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 
・工事の施工のみを発注する方式 

別途実施された設計に基づいて確定した工事の仕様によりその施工のみを発注 

する方式 

・設計・施工一括発注方式２） 

構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を施工と一括して発注する方式 

・詳細設計付工事発注方式２) 

構造物の構造形式や主要諸元、構造一般図等を確定した上で、施工のために必要

な仮設をはじめ詳細な設計を施工と一括して発注する方式 

・設計段階から施工者が関与する方式（ECI）方式３） 

設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕様を確定した上で工事契約を 

する方式（施工者は発注者が別途契約する設計業務への技術協力を実施） 

・維持管理付工事発注方式 

施工と供用開始後の初期の維持管理業務を一体的に発注する方式 

・設計・施工・維持管理一括発注方式 

設計と施工を一括して発注することに加え、工事完成後の維持管理業務を一体的 

に発注する方式 

（ｂ）工事の発注単位に応じた契約方式 

・包括発注方式 

既存施設の維持管理等において、同一地域内での複数の種類の業務・工事を一つ 

の契約により発注する方式 

 

                                                   
１）例えば、「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」（国土交通省）を参照すること。 
２）例えば、「設計・施工一括及び詳細設計付工事発注方式実施マニュアル（案）」（国土交通省）を参照するこ

と。 
３）例えば、「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の適用ガイドライン」（国土交通省）を参照す

ること。 
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・複数年契約方式 

継続的に実施する工事に関して複数の年度にわたり一つの契約により発注する 

方式 

（ｃ）発注者の支援対象範囲に応じた契約方式 

・事業促進 PPP 方式１） 

事業促進を図るため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合 

により、効率的なマネジメントを行う方式 

・CM 方式２） 

建設生産にかかわるプロジェクトにおいて、コンストラクションマネージャー 

（CMR）が、技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設計・発注・施工の 

各段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、品質管理、コス 

ト管理などの各種のマネジメント業務の全部又は一部を行う方式 

 

（契約方式の選択の考え方） 

契約方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・事業・工事の複雑度 

－「事業・工事に係る制約条件について、確立された標準的な施工方法で対応が 

可能であるか」 

－「民間の優れた施工技術を設計に反映することで課題の解決を図ることが可能で 

あるか」等 

・施工の制約度 

－「施工困難な場所、工期及びその他の要因（コスト、損傷内容・程度等）に対応

するために、施工者の技術を設計に反映することが、対象とする事業・工事に

とって有益であるか」 

「施工者の技術を設計に反映する際に、発注者が施工者の技術、現場状況等を踏

まえながら設計に関与する必要があるか」等 

・設計の細部事項の確定度 

－「施工者提案による特殊な製作・施工技術を反映する必要があるか」等 

・工事価格の確定度 

－「現地の詳細な状況が把握できないため、施工段階で相当程度の設計変更が想定

されるか」等 

・その他発注者の体制・工事の性格等 

－選択した契約方式に応じて、発注者が競争参加者からの技術提案の妥当性等を審 

査・評価する必要があることから、発注者のこれまでの発注経験（実績）や体制

も考慮し、契約方式を選択することが望ましい。 

－また、設備工事等に係る分離発注については、発注者の意向が直接反映され施工

の責任や工事に係るコストの明確化が図られる等、当該分離発注が合理的と認め

られる場合において、工事の性格、発注者の体制、全体の工事のコスト等を考慮

し、その活用に努める。 

                                                   
１）例えば、「国土交通省直轄の事業促進 PPP に関するガイドライン」（国土交通省）を参照すること。 
２）例えば、「国土交通省直轄事業における発注者支援型ＣＭ方式の取組み事例集（案）」（国土交通省）を参照

すること。 
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（２）競争参加者の設定方法の選択 

（競争参加者の設定方法の概要） 

競争参加者を設定する方式（契約の相手方を選定する際の候補とする者の範囲の設定方

法）は、以下のとおりである。 

・一般競争入札 

資格要件を満たす者のうち、競争の参加申込みを行った者で競争を行わせる方式 

・指名競争入札 

発注者が指名を行った特定多数の者で競争を行わせる方式 

・随意契約 

競争の方法によらないで、発注者が任意に特定の者を選定して、その者と契約する 

方式 

 

（競争参加者の設定方法の選択の考え方） 

競争参加者の設定方法の選択に当たっては、原則として一般競争入札を選択する。ただ

し、以下に示す点についても考慮する。 

－契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がな 

い場合又は一般競争に付することが発注者に不利となる場合の指名競争入札の活用 

－契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが発注者に不利となる 

場合又は災害応急対策等のように緊急の必要により競争に付することができない場 

合の随意契約の活用 

－契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合の指名競争入札又は 

随意契約の活用 

 

地方公共団体は、地方自治法施行令で定める場合に指名競争入札又は随意契約によるこ

とができるとされており、上記と同様の考え方により活用を考慮する。 

 

（３）落札者の選定方法の選択 

（落札者の選定方法の概要） 

落札者を選定する主な方式（契約の相手方の候補とした者から、契約の相手方とする者

を選定する方法）は、以下のとおりである。 

（ａ）落札者の選定の基準に関する方式 

・価格競争方式 

発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、落札者を決定する方式 

・総合評価落札方式１） 

技術提案を募集するなどにより、入札者に、工事価格及び性能等をもって申込み 

をさせ、これらを総合的に評価して落札者を決定する方式 

                                                   
１）例えば、「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」（国土交通省）を参照する

こと。 
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・技術提案・交渉方式 

技術提案を募集し、最も優れた提案を行った者と価格や施工方法等を交渉し、契 

約相手を決定する方式 

（ｂ）落札者の選定の手続に関する方式 

・段階的選抜方式※ 

競争参加者に対し技術提案を求める方式において、一定の技術水準に達した者を 

選抜した上で、これらの者の中から提案を求め落札者を決定する方式 

※本方式の実施に当たっては、恣意的な選抜が行われることのないよう、その運用

について十分な配慮を行う。なお、本方式は選定プロセスに関する方式であり、

総合評価落札方式、技術提案・交渉方式とあわせて採用することができる。 

 

（落札者の選定方法の選択の考え方） 

落札者の選定方法の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・価格以外の要素の評価の必要性 

－「施工者の能力により工事品質へ大きな影響が生じるか」 

－「工事品質の確保や担い手の中長期的な育成・確保のために、技術提案を求める 

などにより、価格と性能等を総合的に評価することが望ましいか」等 

・仕様の確定の困難度 

 

（４）支払い方式の選択 

（支払い方式の概要） 

主な支払い方式（施工の対価を支払う方法）は、以下のとおりである。 

・総価請負契約方式 

工種別の内訳単価を定めず、総額をもって請負金額とする方式 

・総価契約単価合意方式１） 

総価で工事を請け負い、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部分払金額 

の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意しておくことにより、設計変更 

や部分払に伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施する方式 

・コストプラスフィー契約・オープンブック方式 

工事の実費（コスト）の支出を証明する書類とともに請求を受けて実費精算とし、 

これにあらかじめ合意された報酬（フィー）を加算して支払う方式 

・単価・数量精算契約方式 

工事材料等について単価を契約で定め、予定の施工数量に基づいて概算請負代金額

を計算して契約し、工事完成後に実際に用いた数量と約定単価を基に請負代金額を

確定する契約  

                                                   
１）例えば、「総価契約単価合意方式の実施について」（国土交通省）を参照すること。 
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（支払い方式の選択の考え方） 

支払い方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・工事進捗に応じた支払い 

－「工事の進捗に応じた支払いの実施が想定されるか」等 

・煩雑な設計変更 

－「煩雑な設計変更が発生することが想定されるか」等 

・コスト構造の透明性の確保 

－「材料費、労務費等の全てのコストの構成を明らかにすることが求められるか」等 

 

１－２ 工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保に資する入札契

約方式の活用の例 

（１）地域における社会資本を支える企業を確保する方式 

防災・減災、社会資本の適切な維持管理などの重要性が増してきている中で、地域にお

いては、災害対応を含む地域における社会資本の維持管理を担う企業が不足し、安全・安

心な地域生活の維持に支障が生じる懸念がある。 

地域における社会資本を支える企業を確保する方式として、以下のような対応例が考え

られる。 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制の確保の状

況等を考慮するなど、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格を設定 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制の確保の状

況や近隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度又は必要に応じて施工実績の代

わりに施工計画等を評価項目に設定 

・複数年契約、包括発注、共同受注等の地域における社会資本の維持管理に資する方式

（地域維持型契約方式）を活用 

 

（２）若手技術者や女性技術者などの登用を促す方式 

豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者が実績を積む機会が得られにくい

場合、建設生産を支える技術・技能の承継が行われにくくなり、将来的な工事品質の低下、

担い手の中長期的な育成・確保に支障が生じる懸念がある。 

豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者などの登用を促す方式として、以

下のような対応例が考えられる。 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手技術者や、女性

技術者などの登用も考慮し、専任補助者制度の活用等により、施工実績の要件を緩和

するなど、適切な競争参加資格を設定 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手技術者や、女性

技術者などの登用も考慮し、必要に応じて施工実績の代わりに施工計画を評価するほ

か、主任技術者又は監理技術者以外の技術者の一定期間の配置や企業によるバックア

ップ体制の評価、現場代理人としての実績や専任補助者の成績・実績の評価など、適

切な評価項目を設定 
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・ワーク・ライフ・バランス等推進企業（女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律（平成 27 年法律第 64 号）、次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120

号）、青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号）に基づく認定の

取得企業や女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく計画を策定し

た中小企業）を必要に応じて評価項目に設定 

 

（３）維持管理の技術的課題に対応した方式 

既存構造物の補修において、その補修の設計段階では対象構造物の損傷状況等の詳細が

把握できないために工事の仕様・数量が想定と異なったり又は確定できず、施工段階とな

って補修設計の修正や工事の設計変更への対応が多くなる。 

また、新設の設備工事等において、維持管理を念頭においた設計・施工（製造）の実施

や、引渡後の不具合発生への迅速な対応を図る必要がある。 

維持管理の技術的課題に対応する方式として、以下のような対応例が考えられる。 

・既存構造物の補修における設計段階からの施工者の関与 

・補修設計を実施した者の工事段階での関与 

・施工と維持管理の一体的な発注 

 

（４）発注者を支援する方式 

発注者の能力を超える一時的な事業量の増加や発注頻度が低く技術的難易度が高い工

事への対応等により、適切な発注関係事務の実施が困難となる場合がある。 

発注者を支援する方式として、以下のような対応例が考えられる。 

・対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間に委託 

・事業促進を図るため、測量、調査及び設計段階から事業マネジメントの一部を民間に

委託 

 

なお、これらの入札契約方式の活用に当たっては、透明性、公正性及び競争性を確保す

る。 
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２ 測量、調査及び設計 

２－１ 多様な入札契約方式の選択の考え方及び留意点 

（１）契約方式の選択 

（契約方式の概要） 

主な契約方式（契約の対象とする業務及び業務の範囲の設定方法）は、以下のとおりで

ある。 

（ａ）事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 

・業務のみを発注する方式 

・設計・施工一括発注方式１） 

構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を施工と一括して発注する方式 

・詳細設計付工事発注方式１） 

構造物の構造形式や主要諸元、構造一般図等を確定した上で、施工のために必要 

な仮設をはじめ詳細な設計を施工と一括して発注する方式 

・設計段階から施工者が関与する方式（ECI 方式）２） 

設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕様を確定した上で工事契約をす 

る方式（設計者は施工者の技術協力を受けながら、設計業務を実施） 

・設計・施工・維持管理一括発注方式 

設計と施工を一括して発注することに加え、工事完成後の維持管理業務を一体的 

に発注する方式 

（ｂ）業務の発注単位に応じた契約方式 

・複数年契約方式 

継続的に実施する業務に関して複数の年度にわたり一つの契約により発注する 

方式 

（ｃ）発注者の支援対象範囲に応じた契約方式 

・事業促進 PPP 方式３） 

事業促進を図るため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合 

により、効率的なマネジメントを行う方式 

・CM 方式４） 

建設生産にかかわるプロジェクトにおいて、コンストラクションマネージャー 

（CMR）が、技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設計・発注・施工の 

各段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、品質管理、コス 

ト管理などの各種のマネジメント業務の全部又は一部を行う方式 

                                                   
１）

例えば、「設計・施工一括及び詳細設計付工事発注方式実施マニュアル（案）」（国土交通省）を参照する

こと。 
２）例えば、「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン」（国土交通省）を参照す

ること。 
３）例えば、「国土交通省直轄の事業促進 PPP に関するガイドライン」（国土交通省）を参照すること。 
４）

例えば、「国土交通省直轄事業における発注者支援型ＣＭ方式の取組み事例集（案）」（国土交通省）を参

照すること。 
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（契約方式の選択の考え方） 

契約方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・業務の難易度 

－「業務に係る制約条件について、確立された標準的な方法で対応が可能であるか」 

－「民間の優れた施工技術を設計に反映することで課題の解決を図ることが可能で 

あるか」等 

－「施工困難な場所、工期及びその他の要因（コスト、損傷内容・程度等）に対応 

するために、施工者の技術を設計に反映する必要があることが、対象とする事業 

にとって有益であるか」 

「施工者の技術を設計に反映する際に、発注者が施工者の技術、現場状況等を踏ま

えながら設計に関与する必要があるか」等 

・工事価格の確定度 

－「現地の詳細な状況が把握できないため、施工段階で相当程度の設計変更が想定 

されるか」等 

・その他発注者の体制・業務の性格等 

－選択した契約方式に応じて、発注者が競争参加者からの技術提案の妥当性等を審 

査・評価する必要があることから、発注者のこれまでの発注経験（実績）や体制 

も考慮し、契約方式を選択することが望ましい 

 

（２）競争参加者の設定方法の選択 

（競争参加者の設定方法の概要） 

競争参加者を設定する方式（契約の相手方を選定する際の候補とする者の範囲の設定方

法）は、以下のとおりである。 

・随意契約 

競争の方法によらないで、発注者が任意に特定の者を選定して、その者と契約する 

方式 

・指名競争入札 

発注者が指名を行った特定多数の者で競争を行わせる方式 

・一般競争入札 

資格要件を満たす者のうち、競争の参加申込みを行った者で競争を行わせる方式 

 

（競争参加者の設定方法の選択の考え方） 

競争参加者の設定方法の選択に当たっては、以下に示す点について考慮する。 

－契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要が

ない場合又は一般競争に付することが発注者に不利となる場合の指名競争入札の活

用 

－契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが発注者に不利とな

る場合又は災害応急対策若しくは災害復旧に関する業務のように緊急の必要により

競争に付することができない場合の随意契約の活用 
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－契約に係る予定価格が少額である場合等の指名競争入札又は随意契約の活用 

 

地方公共団体は、地方自治法施行令で定める場合に指名競争入札又は随意契約によるこ

とができるとされており、上記と同様の考え方により活用を考慮する。 

 

（３）特定者又は落札者の選定方法の選択 

（特定者又は落札者の選定方法の概要） 

特定者又は落札者を選定する主な方式（契約の相手方の候補とした者から、契約の相手

方とする者を選定する方法）は、以下のとおりである。 

・プロポーザル方式１） 

内容が技術的に高度な業務や専門的な技術が要求される業務、特に地域特性を踏ま 

えた検討が必要となる業務であって、提出された技術提案に基づいて仕様を作成す 

る方が優れた成果を期待できる業務 

・総合評価落札方式１） 

事前に仕様を確定することが可能であるが、競争参加者の提示する技術等によって、 

調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずることが期待できる 

業務 

なお、業務の実施方針のみで品質向上が期待できる業務に加え、業務の実施方針と 

併せて評価テーマに関する技術提案を求めることにより品質向上が期待できる業務 

がある。 

・価格競争方式 

発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、落札者を決定する方式 

・コンペ方式 

対象とする施設や空間に求める機能や条件を発注者側から示し、その機能や条件に 

合致した設計案を募り、最も優秀とみなされた設計案を選ぶ方式 

 

（４）支払い方式の選択 

（支払い方式の概要） 

主な支払い方式（業務の対価を支払う方法）は、以下のとおりである。 

・総価請負契約方式 

工種別の内訳単価を定めず、総額をもって請負金額とする方式 

・単価・数量精算契約方式 

工種別の単価を契約で定め、予定の数量に基づいて概算請負代金額を計算して契約 

し、業務完了後に実際に要した数量と約定単価を基に請負代金額を確定する契約 

（支払い方式の選択の考え方） 

                                                   
１）例えば、「建設コンサルタン業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライ

ン」（国土交通省）を参照すること。 
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・業務の進捗に応じた支払い 

－「業務の進捗に応じた支払いの実施が想定されるか」等 

・煩雑な設計変更 

－「煩雑な設計変更が発生することが想定されるか」等 

 

２－２ 業務成果の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保に資する入

札契約方式の活用の例 

（１）地域における社会資本を支える企業を確保する方式 

防災・減災、社会資本の適切な維持管理などの重要性が増してきている中で、地域を支

える企業が不足し、安全・安心な地域生活の維持に支障が生じる懸念があり、地域におけ

る社会資本を支える企業を確保する方式として、以下のような対応例が考えられる。 

・地域の精通度等を評価項目に設定 

 

（２）若手技術者や女性技術者などの登用を促す方式 

豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者が実績を積む機会が得られにくい

場合、将来的な業務成果の品質の低下、担い手の中長期的な育成・確保に支障が生じる懸

念がある。 

豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者などの登用を促す方式として、以

下のような対応例が考えられる。 

・若手技術者や女性技術者などの登用を考慮して業務実績の要件を緩和した競争参加資

格の設定 

・他の技術者の一定期間の配置や企業によるバックアップ体制を評価項目として設定 

・ワーク・ライフ・バランス等推進企業（女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定

の取得企業や女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく計画を策定し

た中小企業）を評価項目として設定 

 

（３）発注者を支援する方式 

発注者の能力を超える一時的な業務量の増加や発注頻度が低く技術的難易度が高い業

務への対応等により、適切な発注関係事務の実施が困難となる場合がある。 

発注者を支援する方式として、以下のような対応例が考えられる。 

・対象事業のうち業務に係る発注関係事務の一部又は全部を民間に委託 

・事業促進を図るため、測量、調査及び設計段階から事業マネジメントの一部を民間に

委託実施 

 

なお、これらの入札契約方式の活用に当たっては、透明性、公正性及び競争性を確保する。 
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Ⅴ．その他配慮すべき事項 

１ 受注者等の責務 

各発注者は、発注関係事務の実施に当たり、品確法第８条に「受注者等の責務」が規定さ

れていることを踏まえ、以下に示す内容等については特に留意する。 

受注者は、契約された工事及び業務を適正に実施する必要があり、元請業者のみならず全

ての下請業者を含む工事及び業務を実施する者は、下請契約を締結するときは、建設業法等

関連法令にも留意し、下請業者に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他

の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引

価格、法定福利費等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期や履行期限を定め

るものとする。 

技能労働者の処遇向上や法定福利費を適切に負担する企業による公平で健全な競争環境

の構築のため、法定福利費及び労務費を内訳明示した見積書や、法定福利費を内訳明示した

請負代金内訳書の活用促進を図るなど、発注者と連携して、建設業法その他工事及び業務に

関する諸法令を遵守しない企業等の不良不適格業者の排除及び当該企業等への指導を徹底

する。 

ICT 等を活用した工事及び業務の効率化による生産性の向上に努める。 

建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用等技能労働者の処遇改善を図る取組に留意し

つつ、受注者は、技術者、技能労働者等の育成及び確保並びに労働条件、労働環境の改善に

努める。 

 

２ その他 

本指針の記載内容について、各発注者の理解、活用の参考とするため、具体的な取組事例

や既存の要領、ガイドライン等を盛り込んだ解説資料を作成することとしており、適宜参照

の上、発注関係事務の適切な実施に努める。 

また、本指針を踏まえ、国の機関が要領、ガイドライン等を作成した場合はこれも参照す

ることとする。 
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「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 

新旧対照表 

（下線部は改正部分） 

 

 

 

 

改正後 

（令和 2年 1月 30 日 関係省庁申し合わせ） 

改正前 

（平成 27年 1月 30 日 関係省庁申し合わせ） 

 Ⅰ．本指針の位置付け 

 

本指針は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第 18

号）（以下「品確法」という。）第 22条の規定に基づき、品確法第３条に定

める現在及び将来の公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成

及び確保等の基本理念にのっとり、公共工事等の発注者（以下「発注者」と

いう。）を支援するために定めるものである。各発注者等が、品確法第７条

に規定する「発注者等の責務」等を踏まえて、自らの発注体制や地域の実情

等に応じて発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の

指針として、発注関係事務の各段階で取り組むべき事項や多様な入札契約方

式の選択・活用について体系的にまとめたものである。 

令和元年６月に品確法が改正され、災害時の緊急対応の充実・強化や働き

方改革への対応、情報通信技術（以下「ICT※」という。）の活用等による生

産性向上を図るための規定が盛り込まれたとともに、「公共工事に関する調

査等」が明確に定義され、法律に広く位置付けられたことから、本指針を見

直した。 

 

Ⅰ．本指針の位置付けについて 

 

本指針は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１

８号）第２２条の規定に基づき、同法第３条に定める現在及び将来の公共工

事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確保等の基本理念にの

っとり、公共工事の発注者（以下「発注者」という。）を支援するために定

めるものである。各発注者が、同法第７条に規定する「発注者の責務」等を

踏まえて自らの発注体制や地域の実情等に応じて発注関係事務を適切かつ効

率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、発注関係事務の各段階で

取り組むべき事項や多様な入札契約方式の選択・活用について体系的にまと

めたものである。 
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各発注者に共通する重要課題であるダンピング受注（その請負代金の額に

よっては公共工事等の適正な実施が通常見込まれない契約の締結をいう。以

下同じ。）の防止、入札不調・不落への対応、社会資本の維持管理、中長期

的な担い手の育成及び確保等に加えて、令和元年の品確法改正内容を踏ま

え、以下の３点を中心に記載内容の充実や追記を図っている。 

①公共工事の品質確保のため、公共工事（以下「工事」という。）に加え、

工事に関する測量、調査（地質調査その他の調査（点検及び診断を含

む。）以下同じ。）及び設計（以下「業務」という。）に関し、発注関係事

務の適切な実施、入札契約方式の選択・活用に関する事項の追記 

②全国的に災害が頻発する中、災害からの迅速かつ円滑な復旧・復興のた

め、災害時の緊急対応の充実強化に関する事項の追記 

③工事の目的物について、発注者又は管理者としての国、特殊法人等及び地

方公共団体における維持管理の適切な実施に関する内容の充実 

なお、国は、地方公共団体等に対し本指針の内容の周知徹底を図るととも

に、本指針に基づき、引き続き、発注関係事務が適切に実施されているかに

ついて、地方公共団体等への事務負担に配慮しつつ、毎年調べ、結果をとり

まとめて公表する。本指針については、関係する制度改正や社会情勢の変化

等により、必要に応じて見直しを行うものとする。 

※ Information and Communication Technology の略 

各発注者に共通する重要課題であるダンピング受注（その請負代金の額に

よっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結をいう。以下

同じ。）の防止、入札不調・不落への対応、社会資本の維持管理、中長期的

な担い手の育成及び確保等に対して、各発注者における発注関係事務の適切

な運用を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、国は、本指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかにつ

いて定期的に調査を行い、その結果をとりまとめ、公表する。なお、本指針

については、関係する制度改正や社会情勢の変化等により、必要に応じて見

直しを行うものとする。 
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 Ⅱ．発注関係事務の適切な実施のために取り組むべき事項 

 

各発注者は、発注関係事務（新設だけでなく維持管理に係る発注関係事務

を含む。）を適切に実施するため、工事及び業務について、発注準備、入札

契約、工事施工又は業務履行、完成又は完了後の各段階で本項に記載の事項

に取り組む。 

 

 

 

また、関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続など、現場の実

態に即した条件（自然条件を含む。）を踏まえた事業全体の工程計画を検討

するとともに、各段階において事業の進捗に関する情報を把握し、計画的な

事業の進捗管理を行う。加えて、業務から工事までの一連の情報の集約化・

可視化を図るため、BIM/CIM※（ビムシム）や３次元データ等の積極的な活

用に努める。なお、BIM/CIM や３次元データ等の活用に当たっては、最新の

基準類を確認の上、設計図書（建築設計業務の場合は設計仕様書を指す。以

下同じ。）へ反映する。 

さらに、生産性向上と担い手確保に向けて働き方改革を進めるため、各段

階において ICT を積極的に活用し、地下埋設物データ等の官民が保有するデ

ータの連携や電子納品（業務や工事の各段階の成果を電子成果品として納品

すること。以下同じ。）のオンライン化等の推進に努めるとともに、生産性

向上に資する技術についても積極的に活用するよう努める。なお、ICT の活

用に当たっては、情報保全を確実に行う。 

※ Building/Construction Information Modeling,Management の略 

Ⅱ．発注関係事務の適切な実施について 

１．発注関係事務の適切な実施 

各発注者は、発注関係事務（新設だけでなく維持管理に係る発注関係事務

を含む。）を適切に実施するため、（１）調査及び設計（２）工事発注準備

（３）入札契約（４）工事施工（５）完成後の各段階で、以下の事項に取り

組む。 

 

（１）調査及び設計段階 

（事業全体の工程計画の検討等） 

関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続など、現場の実態に即

した条件（自然条件を含む。）を踏まえた事業全体の工程計画を検討すると

ともに、以降の各段階において事業の進捗に関する情報を把握し、計画的な

事業の進捗管理を行う。 
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 （「Ⅳ．２ 測量、調査及び設計」へ移行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調査及び設計業務の性格等に応じた入札契約方式の選択） 

調査及び設計業務の発注に当たっては、業務の性格等に応じ、適切な入札

契約方式を選択するよう努める。主な入札契約方式とそれぞれに相応しい業

務の性格等は以下のとおりである。なお、事業の性格等を踏まえ、設計と施

工を一括して発注する設計・施工一括発注方式などの契約方式の選択につい

ても検討する。 

・価格競争方式 

一定の技術者資格、業務の経験や業務成績（以下「業務実績」という。）

等を競争参加資格として設定することにより品質を確保できる業務。 

・総合評価落札方式 

事前に仕様を確定することが可能であるが、競争参加者の提示する技術等

によって、調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずる

ことが期待できる業務。 

なお、業務の実施方針のみで品質向上が期待できる業務に加え、業務の実

施方針と併せて評価テーマに関する技術提案を求めることにより品質向上が

期待できる業務がある。 

・プロポーザル方式 

内容が技術的に高度な業務又は専門的な技術が要求される業務であって、

提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待できる

もの。 

なお、調査及び設計業務の入札契約方式の選択については、以上のほか、

「Ⅲ．工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用について」に定める

趣旨を踏まえて適切に実施する。 
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（技術者能力の資格等による評価・活用等） 

＜技術者能力の資格等による評価・活用＞ 

保有する資格等により所要の知識・技術を備えていることが確認された技

術者を仕様書に位置付けることや、手持ち業務量に一定の制限を加えること

などの業務の品質確保に向けた施策を検討し、それらの実施に努める。 

また、業務の性格等を踏まえ、業務実績など技術者や技術力等による評価

や技術提案などの評価を適切に実施するとともに、必要に応じて豊富な実績

を有していない若手や女性などの技術者の登用も考慮して業務実績の要件を

緩和するなど、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格の設定に努

める。 

 

＜その他調査及び設計業務の品質確保＞ 

地域の実情を踏まえ、各発注者の調査及び設計業務の発注見通しについて

地方ブロックなど地区単位で統合して公表する取組の必要性を検討するよう

努める。 

債務負担行為の積極的な活用、年度当初からの予算執行の徹底、年度末の

業務の集中を避けること等により、適正な履行期間を確保しつつ、発注・業

務実施時期等の平準化に努める。 

最新の技術者単価や適正な歩掛を適用するとともに、必要に応じて見積り

等を活用し適正な予定価格を設定する。 

ダンピング受注を防止するため、適切に低入札価格調査基準又は最低制限

価格を設定するなどの必要な措置を講ずる。 

必要な業務の条件（必要に応じて維持管理に係る条件を含めるものとす

る。）を明示した仕様書等を適切に作成し、業務の履行に必要な設計条件等
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について受発注者間で確認を行う。また、必要があると認められるときは、

適切に仕様書等の変更及びこれに伴い必要となる業務委託料や履行期間の変

更を行う。 

受発注者間での業務工程の共有、受発注者の合同現地踏査による情報共

有、速やかかつ適切な回答の推進等に努め、業務内容に応じて、受注者の照

査体制の確保、照査の適切な実施について確認する。 

調査及び設計業務の適正な履行や品質を確保するため、発注者として指

示・承諾・協議等や給付の完了の確認を行うための検査を適切に行い、業務

の完了後には、業務評定結果を速やかに通知する。また、調査及び設計業務

の成果を適切な期間保存する。 

なお、調査及び設計業務の発注関係事務については「Ⅱ.１（１）調査及

び設計段階」に定めるほか、Ⅱ.１（２）～Ⅱ.１（６）の各段階における工

事に関する記載の趣旨を踏まえて適切に実施する。 
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 １ 工事 

１－１ 工事発注準備段階 

（工事に必要な情報等の適切な把握・活用） 

工事の発注の準備として、地形、地物、地質、地盤、自然環境、工事影響

範囲の用地、施工に係る関係者などの工事の施工に必要な情報を適切に把握

する。その際、BIM/CIM、３次元データや情報共有システム等 ICT の積極的

な活用に努める。 

 

（工事の性格等に応じた入札契約方式の選択） 

工事の発注に当たっては、本指針を踏まえ、工事の性格や地域の実情等に

応じ、価格競争方式、総合評価落札方式、技術提案・交渉方式等の適切な入

札契約方式を選択するよう努める。なお、工事の内容等に応じた入札契約方

式の選択・活用については、「Ⅳ．多様な入札・契約方式の選択・活用」に

具体的に記載している。 

また、自らの発注体制や地域の実情等により、適切な入札契約方式の選

択・活用の実施が困難と認められる場合は、国、都道府県や外部の支援体制

の活用に努める。 

 

（予算、事業計画等を考慮した工事発注計画の作成） 

地域の実情等を踏まえ、予算、事業計画、工事内容、工事費等を考慮した

工区割りや発注ロットを適切に設定し、各工事の手続期間や工期を考慮して

工事の計画的な発注を行う。 

 

（現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成） 

 

（２）工事発注準備段階 

 

 

 

 

 

 

（工事の性格等に応じた入札契約方式の選択） 

工事の発注に当たっては、本指針を踏まえ、工事の性格や地域の実情等に

応じた適切な入札契約方式を選択するよう努める。自らの発注体制や地域の

実情等により、適切な入札契約方式の選択・活用の実施が困難と認められる

場合は、国、都道府県や外部の支援体制の活用に努める。 

 

 

 

 

 

（予算、工程計画等を考慮した工事発注計画の作成） 

地域の実情等を踏まえ、予算、工程計画、工事費等を考慮した工区割りや

発注ロットを適切に設定し、工事の計画的な発注に努める。 

 

 

（現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成） 
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工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進

捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件（自然条件を含む。）の明示

等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図る。 

また、遠隔地から労働力や資材・機材を調達する必要がある場合など、工

事の発注準備段階において施工条件を具体的に確定できない場合には、積算

上の条件と、当該条件が設計変更の対象となる旨も明示する。 

 

（適正利潤の確保を可能とするための予定価格の適正な設定） 

予定価格の設定に当たっては、工事の品質確保の担い手が中長期的に育成

及び確保されるために、工事を施工する者が適正な利潤を確保することがで

きるよう、適切に作成した設計図書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案

し、市場における労務単価及び資材・機材等の取引価格、健康保険法（大正

11 年法律第 70号）等の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険

料、工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保す

るための保険契約の保険料、工期、施工の実態等を的確に反映した積算を行

う。 

積算に当たっては、建設業法（昭和 24年法律第 100 号）第 18 条に定める

建設工事の請負契約の原則を踏まえた適正な工期を前提として、労働環境の

改善状況、ICT の活用状況を含めた現場の実態把握に努めるとともに、これ

に即した施工条件を踏まえた上で最新の積算基準等を適用する。また、週休

２日を確保すること等が重要であり、実態を踏まえて、労務費、機械経費、

間接経費を補正するなどにより、週休２日等に取り組む際に必要となる経費

を適正に計上する。 

工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進

捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件（自然条件を含む。）の明示

等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図る。 

 

 

 

 

（適正利潤の確保を可能とするための予定価格の適正な設定） 

予定価格の設定に当たっては、公共工事の品質確保の担い手が中長期的に

育成及び確保されるための適正な利潤を、公共工事を施工する者が確保する

ことができるよう、適切に作成された設計図書に基づき、経済社会情勢の変

化を勘案し、市場における労務及び資材等の取引価格、施工の実態等を的確

に反映した積算を行う。 

 

 

 

積算に当たっては、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１８条に定

める建設工事の請負契約の原則を踏まえた適正な工期を前提として、現場の

実態に即した施工条件を踏まえた上で最新の積算基準を適用する。 
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積算に用いる価格が実勢価格と乖離しないよう、可能な限り、最新の労務

単価、入札月における資材・機材等の実勢価格を適切に反映する。積算に用

いる価格が実勢価格と乖離しているおそれがある場合には、適宜見積り等を

徴収し、その妥当性を確認した上で適切に価格を設定する。さらに、最新の

施工実態や地域特性等を踏まえて積算基準を見直すとともに、遅滞なく適用

する。当該積算において適切に反映した法定福利費に相当する額が請負契約

において適正に計上されるよう、公共工事標準請負契約約款（昭和 25 年２

月 21日中央建設業審議会決定・勧告）に沿った契約約款に基づき、受注者

に対し法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書を提出させ、当該積算と比

較し、法定福利費に相当する額が適切に計上されていることを確認するよう

努める。 

また、適正な積算に基づく設計金額の一部を控除して予定価格とするいわ

ゆる歩切りは、品確法第７条第１項第１号の規定に違反すること等から、こ

れを行わない。 

一方、予定価格の設定に当たっては、経済社会情勢の変化の反映、工事に

従事する者の労働環境の改善、必要な法定福利費の確保、適正な利潤の確保

という目的を超えた不当な引上げを行わない。 

 

（適正な工期設定） 

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）に基づき、建設業において令和 6年

4月 1日より罰則付きの時間外労働規制が適用されることを踏まえ、適正な

工期設定等の働き方改革への対応を進めていく必要がある。 

工期の設定に当たっては、工事の内容、規模、方法、施工体制、地域の実

情等を踏まえた施工に必要な日数のほか、工事に従事する者の休日、工事の

積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しないよう、可能な限り最新の

労務単価、資材等の実勢価格を適切に反映する。積算に用いる価格が実際の

取引価格と乖離しているおそれがある場合には、適宜見積り等を徴収し、そ

の妥当性を確認した上で適切に価格を設定する。さらに、最新の施工実態や

地域特性等を踏まえて積算基準を見直すとともに、遅滞なく適用する。 

 

 

 

 

 

 

また、適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除して予定価格とするい

わゆる歩切りは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第７条第１項第１

号の規定に違反すること等から、これを行わない。 

一方で、予定価格の設定に当たっては、経済社会情勢の変化の反映、公共

工事に従事する者の労働環境の改善、適正な利潤の確保という目的を超えた

不当な引上げを行わない。 
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実施に必要な準備・後片付け期間、天候その他のやむを得ない事由により工

事の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮する。また、週休２日を実

施する工事については、その分の日数を適正に考慮する。さらに、労働力や

資材・機材等の確保のため、実工期を柔軟に設定できる余裕期間制度の活用

といった契約上の工夫を行うよう努める。 

なお、余裕期間制度には、①発注者が工事の始期を指定する方式（発注者

指定方式）、②発注者が示した工事着手期限までの間で受注者が工事の始期

を選択する方式（任意着手方式）、③発注者が予め設定した全体工期の内で

受注者が工事の始期と終期を決定する方式（フレックス方式）があり、これ

らの活用に際しては、地域の実情や他の工事の進捗状況等を踏まえて、適切

な方式を選択する。 

 

（計画的な発注や施工時期の平準化） 

工事の施工時期の平準化は、繁忙期と閑散期の工事量の差を少なくし、年

間を通して工事量を安定させ、労働者の処遇改善や資材・機材等の効率的な

活用促進に寄与するものであるため、発注者は積極的に以下の取組を実施す

る。 

 

＜発注見通しの統合・公表の実施＞ 

計画的な発注を適切に実施するため、中長期的な工事の発注見通しについ

て、発注者の取組や地域の実情等を踏まえて各発注者と連携して作成し、地

域ブロック毎に組織される地域発注者協議会や地方公共工事契約業務連絡協

議会等（以下「地域発注者協議会等」という。）を通じて、地域ブロック単

位等で統合して公表するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発注や施工時期等の平準化） 

 

 

 

 

 

 

地域ブロック毎に組織される地域発注者協議会や地方公共工事契約業務連

絡協議会等（以下「地域発注者協議会等」という。）を通じて、各発注者が

連携し、発注者の取組や地域の実情等を踏まえ、発注見通しについて地区単

位等で統合して公表するよう努める。 
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さらに、当該年度の工事の詳細な発注見通しについて、原則として四半期

毎に、地域ブロック単位等で統合して公表する。 

 

＜繰越明許費・債務負担行為の活用や入札公告の前倒し＞ 

年度当初からの予算執行の徹底、工期が１年に満たない工事についても繰

越明許費の適切な活用や債務負担行為の積極的な活用による年度末の工事の

集中を回避するといった予算執行上の工夫等により、適正な工期の確保と工

事の施工時期の平準化に取り組む。 

 

 

また、発注者としての国及び特殊法人等は、年度当初から履行されなけれ

ば事業を執行する上で支障をきたす、又は適切な工期の確保が困難となる工

事については、条件を明示した上で予算成立を前提とした入札公告の前倒し

を行い、計画的な発注に努める。 

 

＜取組状況等の公表＞ 

地域発注者協議会等において、地域の実情を踏まえ、施工時期の平準化の

取組状況等について、他の発注者の状況も把握できるよう公表に努める。 

 

 

 

 

 

また、債務負担行為の積極的な活用、年度当初からの予算執行の徹底、工

事完成時期の年度末への集中を避けることなど予算執行上の工夫や、建設資

材や労働者の確保等の準備のための工事着手までの余裕期間の設定といった

契約上の工夫等を行うとともに、工事の性格、地域の実情、自然条件、週休

２日の確保等による不稼働日等を踏まえた適切な工期を設定の上、発注・施

工時期等の平準化に努める。 
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１－２ 工事入札契約段階 

（適切な競争参加資格の設定） 

＜競争に参加する資格を有する者の名簿の作成に際しての競争参加資格審査＞ 

各発注者において設定する審査項目の選定に当たっては、競争性の低下に

つながることがないよう留意する。 

また、法令に違反して社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険

をいう。以下同じ。）に加入していない建設業者（以下「社会保険等未加入

業者」という。）を工事の元請業者から排除するため、定期の競争参加資格

審査等で必要な措置を講ずる。 

 

＜個別工事に際しての競争参加者の技術審査等＞ 

工事の性格、地域の実情等を踏まえ、工事の経験及び工事成績（以下「施

工実績」という。）や地域要件など、競争性の確保に留意しつつ、適切な競

争参加資格を設定する。その際、必要に応じて、災害応急対策、除雪、修

繕、パトロールなどの地域維持事業の実施を目的として地域精通度の高い建

設業者で構成される事業協同組合等（官公需適格組合を含む。）が競争に参

加することができる方式を活用する。 

また、豊富な施工実績を有していない若手技術者や、女性技術者などの登

用、民間発注工事や海外での施工経験を有する技術者の活用も考慮した要件

緩和、災害時の施工体制や活動実績の評価など適切な競争参加資格の設定に

努める。 

施工実績を競争参加資格に設定する場合には、工事の技術特性、自然条

件、社会条件等を踏まえて具体的に設定し、施工実績の確認に当たっては、

（３）入札契約段階 

（適切な競争参加資格の設定、ダンピング受注の防止等） 

＜競争に参加する資格を有する者の名簿の作成に際しての競争参加資格審査＞ 

各発注者において設定する審査項目の選定に当たっては、競争性の低下に

つながることがないよう留意する。 

また、法令に違反して社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険

をいう。以下同じ。）に加入していない建設業者（以下「社会保険等未加入

業者」という。）を公共工事の元請業者から排除するため、定期の競争参加

資格審査等で必要な措置を講ずる。 

 

＜個別工事に際しての競争参加者の技術審査等＞ 

工事の性格、地域の実情等を踏まえ、工事の経験及び工事成績（以下「施

工実績」という。）や地域要件など、競争性の確保に留意しつつ、適切な競

争参加資格を設定する。その際、必要に応じて、災害応急対策、除雪、修

繕、パトロールなどの地域維持事業の実施を目的として地域精通度の高い建

設業者で構成される事業協同組合等（官公需適格組合を含む。）が競争に参

加することができることとする方式を活用する。 

 

 

 

 

施工実績を競争参加資格に設定する場合には、工事の技術特性、自然条

件、社会条件等を踏まえて具体的に設定し、施工実績の確認に当たっては、
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一定の成績評定点に満たないものは施工実績として認めないこと等により施

工能力のない者を排除するなど適切な審査を実施する。 

（Ⅲ 災害時の対応へ移行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、暴力団員等がその事業活動を支配している企業、建設業法その他工

事に関する諸法令（社会保険等に関する法令を含む。）を遵守しない企業等

の不良不適格業者の排除の徹底を図る。 

さらに、技術者の資格や実績をコリンズ（工事実績情報システム）等へ登

録するよう受注者へ促すとともに、技術者の情報を一元的に把握できる取組

（技術者情報ネットワーク）の活用を図る等、発注者と競争参加者の負担軽

減等に努める。また、所要の知識・技術・資格を備えている者の仕様書への

位置付けや、必要に応じた手持ち工事量の制限など、工事の品質を確保する

措置を講じる。 

 

（下部に移行） 

 

 

一定の成績評定点に満たないものは実績として認めないこと等により施工能

力のない建設業者を排除するなど適切な審査に努める。 

また、必要に応じて豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の

登用も考慮して施工実績の要件を緩和することや、必要に応じて災害時の工

事実施体制の確保の状況等を考慮するなど、競争性の確保に留意しつつ、適

切な競争参加資格の設定に努める。 

災害発生時に緊急随意契約による応急的な復旧工事の迅速な着手が可能と

なるよう、平時より災害時の工事実施体制を有する建設業者等と災害協定を

締結するなどにより、建設業者を迅速に選定するための必要な措置を講ずる

よう努める。 

 

また、暴力団員等がその事業活動を支配している企業、建設業法その他工

事に関する諸法令（社会保険等に関する法令を含む。）を遵守しない企業等

の不良不適格業者の排除の徹底を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

＜ダンピング受注の防止、予定価格の事後公表＞ 

ダンピング受注を防止するため、適切に低入札価格調査基準又は最低制限

価格を設定するなどの必要な措置を講じ、低入札価格調査制度又は最低制限
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価格制度の適切な活用を徹底する。低入札価格調査制度の実施に当たって

は、入札参加者の企業努力によるより低い価格での落札の促進と公共工事の

品質の確保の徹底の観点から、落札率（予定価格に対する契約価格の割合を

いう。）と工事成績との関係についての調査実績等も踏まえて、適宜、低入

札価格調査基準を見直す。なお、低入札価格調査の基準価格又は最低制限価

格を定めた場合には、当該価格について入札の前には公表しないものとす

る。 

予定価格については、入札前に公表すると、適切な積算を行わずに入札を

行った建設業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営

力による競争を損ねる弊害が生じかねないこと等から、原則として事後公表

とする。この際、入札前に入札関係職員から予定価格に関する情報等を得て

入札の公正を害そうとする不正行為を抑止するため、談合等に対する発注者

の関与を排除するための措置を徹底する。 

なお、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規

定はないが、予定価格の事前公表を行う場合には、その適否について十分検

討するとともに、適切な積算を行わずに入札を行った建設業者がくじ引きの

結果により受注するなど、建設業者の技術力や経営力による適正な競争を損

ねる弊害が生じないよう適切に取り扱うものとする。弊害が生じた場合に

は、速やかに事前公表の取りやめ等の適切な措置を講じる。 

また、工事の入札に係る申込みの際、入札に参加しようとする者に対して

入札金額の内訳書の提出を求め、書類に不備（例えば内訳書の提出者名の誤

記、工事件名の誤記、入札金額と内訳書の総額の著しい相違等）がある場合

には、原則として当該内訳書を提出した者の入札を無効とする。 
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（工事の性格等に応じた技術提案の評価内容の設定） 

発注者は、発注する工事の内容に照らして必要がないと認める場合を除

き、競争に参加しようとする者に対し技術提案を求めるよう努める。 

この場合、求める技術提案は高度な技術を要するものに限らず、技術的な

工夫の余地が小さい一般的な工事については、技術審査において審査する施

工計画の工程管理や施工上配慮すべき事項、品質管理方法等についての工夫

を技術提案として求めることも可能とする。 

 

競争に参加しようとする者に対し高度な技術等を含む技術提案を求める場

合は、最も優れた提案を採用できるよう予定価格を作成することができる。

この場合、技術提案の評価に当たり、中立かつ公正な立場から判断できる学

識経験者の意見を聴取する。 

競争に参加しようとする者に対し技術提案を求める場合には、技術提案に

係る事務負担に配慮するとともに、工事の性格、地域の実情等を踏まえた適

切な評価内容を設定する。その際、過度なコスト負担を要する（いわゆるオ

ーバースペック）と判断される技術提案は、優位に評価しないこととし、評

価内容を設定する。 

技術提案の評価は、事前に提示した評価項目、評価基準及び得点配分に従

い評価を行うとともに、説明責任を適切に果たすという観点から、落札者の

決定に際して、評価の方法や内容を公表する。その際、技術提案が提案者の

知的財産であることに鑑み、提案内容に関する事項が他者に知られることの

ないようにすること、提案者の了承を得ることなく提案の一部のみを採用す

ることのないようにすること等その取扱いに留意する。 

（工事の性格等に応じた技術提案の評価内容の設定） 

発注者は、発注する工事の内容に照らして必要がないと認める場合を除

き、競争に参加しようとする者に対し技術提案を求めるよう努める。 

この場合、求める技術提案は必ずしも高度な技術を要するものであること

が求められるものではなく、技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事にお

いては、技術審査において審査する施工計画の工程管理や施工上配慮すべき

事項、品質管理方法等についての工夫を技術提案として求めることも可能と

する。 

競争に参加しようとする者に対し高度な技術等を含む技術提案を求める場

合は、最も優れた提案を採用できるよう予定価格を作成することができる。

この場合、技術提案の評価に当たり、中立かつ公正な立場から判断できる学

識経験者の意見を聴取する。 

競争に参加しようとする者に対し技術提案を求める場合には、技術提案に

係る事務負担に配慮するとともに、工事の性格、地域の実情等を踏まえた適

切な評価内容を設定する。その際、過度なコスト負担を要する（いわゆるオ

ーバースペック）と判断される技術提案は、優位に評価しないこととし、評

価内容を設定する。 

技術提案の評価は、事前に提示した評価項目、評価基準及び得点配分に従

い評価を行うとともに、説明責任を適切に果たすという観点から、落札者の

決定に際して、評価の方法や内容を公表する。その際、技術提案が提案者の

知的財産であることに鑑み、提案内容に関する事項が他者に知られることの

ないようにすること、提案者の了承を得ることなく提案の一部のみを採用す

ることのないようにすること等その取扱いに留意する。 
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技術提案の評価において、提案内容の一部を改善することで、より優れた

ものとなる場合等には、提案を改善する機会を与えることができる。この場

合、透明性の確保のため、技術提案の改善に係る過程の概要を速やかに公表

する。なお、技術提案の改善を求める場合には、特定の者に対してのみ改善

を求めるなど特定の者だけが有利となることのないようにする。 

また、落札者を決定した場合には、技術提案について発注者と落札者の責

任分担とその内容を契約上明らかにするとともに、履行を確保するための措

置、履行できなかった場合の措置及び設計変更に当たっての措置について契

約上取り決める。 

 

（競争参加者の施工能力の適切な評価項目の設定等） 

総合評価落札方式における施工能力の評価に当たっては、競争参加者や当

該工事に配置が予定される技術者（以下「配置予定技術者」という。）の施

工実績などを適切に評価項目に設定するとともに、必要に応じて災害時の工

事実施体制の確保の状況や近隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度

や、技能労働者の技能（登録基幹技能者等の資格の保有など）等を評価項目

に設定する。 

また、必要に応じて、豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術

者などの登用、民間発注工事や海外での施工経験を有する技術者の活用も考

慮して、施工実績の代わりに施工計画を評価するほか、主任技術者又は監理

技術者以外の技術者の一定期間の配置や企業によるバックアップ体制、災害

時の活動実績を評価するなど、適切な評価項目の設定に努める。さらに、国

土交通省が認定した一定水準の技術力等を証する民間資格を総合評価落札方

式における評価の対象とするよう努める。 

技術提案の評価において、提案内容の一部を改善することで、より優れた

ものとなる場合等には、提案を改善する機会を与えることができる。この場

合、透明性の確保のため、技術提案の改善に係る過程の概要を速やかに公表

する。なお、技術提案の改善を求める場合には、特定の者に対してのみ改善

を求めるなど特定の者だけが有利となることのないようにする。 

また、落札者を決定した場合には、技術提案について発注者と落札者の責

任分担とその内容を契約上明らかにするとともに、履行を確保するための措

置や履行できなかった場合の措置について契約上取り決める。 

 

 

（競争参加者の施工能力の適切な評価項目の設定等） 

総合評価落札方式における施工能力の評価に当たっては、競争参加者や当

該工事に配置が予定される技術者（以下「配置予定技術者」という。）の施

工実績などを適切に評価項目に設定するとともに、必要に応じて災害時の工

事実施体制の確保の状況や近隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度

や技能労働者の技能（登録基幹技能者等の資格の保有など）等を評価項目に

設定する。 

また、必要に応じて豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の

登用も考慮して、施工実績の代わりに施工計画を評価するほか、主任技術者

又は監理技術者以外の技術者の一定期間の配置や企業によるバックアップ体

制を評価するなど、適切な評価項目の設定に努める。 
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工事の目的や内容、技術力審査・評価の項目や求める施工計画又は技術提

案のテーマが同一であり、かつ施工地域が近接する２以上の工事において、

提出を求める技術資料の内容を同一のものとする一括審査方式や、工事の性

格、地域の実情等を踏まえ、施工能力や実績等により競争参加者や技術者を

評価する総合評価落札方式（施工能力評価型総合評価落札方式）を活用する

ことなどにより、発注者と競争参加者双方の負担軽減に努める。 

総合評価落札方式の実施方針や複数の工事に共通する評価方法を定める場

合は、学識経験者の意見を聴き、個別工事の評価方法や落札者の決定につい

ては、工事の内容等を踏まえて、必要に応じて学識経験者の意見を聴く。地

方公共団体における総合評価落札方式に係る学識経験者の意見聴取について

は、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の 10の２第４項

等に定める手続により行う。 

必要に応じて、配置予定技術者に対するヒアリングを行うこと等により、

競争参加者の評価を適切に行う。 

また、工事の性格等に応じて、品質確保のための体制やその他の施工体制

の確保状況を確認するために入札説明書等に記載された要求要件の確実な実

施の可否を審査・評価する総合評価落札方式（施工体制確認型総合評価落札

方式）の実施に努める。 

 

（ダンピング受注の防止・予定価格の事後公表） 

低入札による受注は、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の

悪化、安全対策の不徹底等につながることが懸念される。ダンピング受注を

防止するため、国や他の発注者の取組状況を参考にしながら、適切に低入札

価格調査基準又は最低制限価格を設定するなどの必要な措置を講じ、低入札

工事の目的・内容、技術力審査・評価の項目や求める施工計画又は技術提

案のテーマが同一であり、かつ施工地域が近接する２以上の工事において、

提出を求める技術資料の内容を同一のものとする一括審査方式や、工事の性

格、地域の実情等を踏まえ、施工能力や実績等により競争参加者や技術者を

評価する総合評価落札方式（施工能力評価型総合評価落札方式）を活用する

ことなどにより、競争参加者の負担の軽減に努める。 

総合評価落札方式の実施方針や複数の工事に共通する評価方法を定める場

合は、学識経験者の意見を聴き、個別工事の評価方法や落札者の決定につい

ては、工事の内容等を踏まえて、必要に応じて学識経験者の意見を聴く。地

方公共団体における総合評価落札方式に係る学識経験者の意見聴取について

は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０の２第

３項等に定める手続により行う。 

必要に応じて、配置予定技術者に対するヒアリングを行うこと等により、

競争参加者の評価を適切に行う。 

また、工事の性格等に応じて、品質確保のための体制その他の施工体制の

確保状況を確認するために入札説明書等に記載された要求要件の確実な実施

の可否を審査・評価する総合評価落札方式（施工体制確認型総合評価落札方

式）の実施に努める。 

 

＜ダンピング受注の防止、予定価格の事後公表＞（上部から移動・再掲） 

 

ダンピング受注を防止するため、適切に低入札価格調査基準又は最低制限

価格を設定するなどの必要な措置を講じ、低入札価格調査制度又は最低制限

価格制度の適切な活用を徹底する。低入札価格調査制度の実施に当たって
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価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底する。低入札価格調

査制度の実施に当たっては、入札参加者の企業努力による、より低い価格で

の落札の促進と工事の品質の確保の徹底の観点から、落札率（予定価格に対

する契約価格の割合をいう。）と工事成績との関係についての調査実績等も

踏まえて、適宜、低入札価格調査基準を見直す。なお、低入札価格調査の基

準価格又は最低制限価格を定めた場合には、当該価格について入札の前には

公表しないものとする。 

予定価格については、入札前に公表すると、入札の際に適切な積算を行わ

なかった入札参加者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・

経営力による競争を損ねる弊害が生じかねないこと等から、原則として事後

公表とする。この際、入札前に入札関係職員から予定価格に関する情報等を

得て入札の公正を害そうとする不正行為を抑止するため、談合等に対する発

注者の関与を排除するための措置を徹底する。 

なお、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規

定はないが、予定価格の事前公表を行う場合には、その適否について十分検

討するとともに、入札の際に適切な積算を行わなかった入札参加者がくじ引

きの結果により受注するなど、建設業者の技術力や経営力による適正な競争

を損ねる弊害が生じないよう適切に取り扱うものとする。弊害が生じた場合

には、速やかに事前公表の取りやめ等の適切な措置を講じる。 

また、工事の入札に係る申込みの際、入札参加者に対して入札金額の内訳

書の提出を求め、書類に不備（例えば内訳書の提出者名の誤記、工事件名の

誤記、入札金額と内訳書の総額の相違等）がある場合には、原則として当該

内訳書を提出した者の入札を無効とする。 

 

は、入札参加者の企業努力によるより低い価格での落札の促進と公共工事の

品質の確保の徹底の観点から、落札率（予定価格に対する契約価格の割合を

いう。）と工事成績との関係についての調査実績等も踏まえて、適宜、低入

札価格調査基準を見直す。なお、低入札価格調査の基準価格又は最低制限価

格を定めた場合には、当該価格について入札の前には公表しないものとす

る。 

 

予定価格については、入札前に公表すると、適切な積算を行わずに入札を

行った建設業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営

力による競争を損ねる弊害が生じかねないこと等から、原則として事後公表

とする。この際、入札前に入札関係職員から予定価格に関する情報等を得て

入札の公正を害そうとする不正行為を抑止するため、談合等に対する発注者

の関与を排除するための措置を徹底する。 

なお、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規

定はないが、予定価格の事前公表を行う場合には、その適否について十分検

討するとともに、適切な積算を行わずに入札を行った建設業者がくじ引きの

結果により受注するなど、建設業者の技術力や経営力による適正な競争を損

ねる弊害が生じないよう適切に取り扱うものとする。弊害が生じた場合に

は、速やかに事前公表の取りやめ等の適切な措置を講じる。 

また、工事の入札に係る申込みの際、入札に参加しようとする者に対して

入札金額の内訳書の提出を求め、書類に不備（例えば内訳書の提出者名の誤

記、工事件名の誤記、入札金額と内訳書の総額の著しい相違等）がある場合

には、原則として当該内訳書を提出した者の入札を無効とする。 
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（入札不調・不落時の見積りの活用等） 

入札に付しても入札参加者又は落札者がなかった場合等、標準積算と現場

の施工条件の乖離が想定される場合は、以下の方法を活用して予定価格や工

期を適切に見直すことにより、できる限り速やかに契約を締結するよう努め

る。 

・入札参加者から工事の全部又は一部について見積りを徴収し、その妥当性

を適切に確認しつつ、当該見積りを活用することにより、積算内容を見直

す方法 

・設計図書に基づく数量、施工条件や工期等が施工実態と乖離していると想

定される場合はその見直しを行う方法 

例えば不落の発生時には、上記の方法を活用し、改めて競争入札を実施す

ることを基本とするが、再度の入札をしても落札者がなく、改めて競争入札

を実施することが困難な場合には、談合防止や公正性の確保、発注者として

の地位を不当に利用した受注者に不利な条件での契約の防止の観点に留意の

上、予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165 号）第 99 条の２又は地方自

治法施行令第 167 条の２第１項第８号に基づく随意契約（いわゆる不落随

契）の活用も検討する。 

 

（公正性・透明性の確保、不正行為の排除） 

公共工事標準請負契約約款に沿った契約約款に基づき、公正な契約を締結

する。 

入札及び契約に係る情報については、公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律（平成 12 年法律第 127 号）（以下「入契法」という。）第

２章及び第 17条第１項による公共工事の入札及び契約の適正化を図るため

（入札不調・不落時の見積りの活用等） 

入札に付しても入札者又は落札者がなかった場合等、標準積算と現場の施

工実態の乖離が想定される場合は、以下の方法を適切に活用して予定価格を

適切に見直すことにより、できる限り速やかに契約を締結するよう努める。 

 

・入札参加者から工事の全部又は一部について見積りを徴収し、その妥当性

を適切に確認しつつ、当該見積りを活用することにより、積算内容を見直

す方法 

・設計図書に基づく数量、施工条件や工期等が施工実態と乖離していると想

定される場合はその見直しを行う方法 

例えば不落の発生時には、上記の方法を活用し、改めて競争入札を実施す

ることを基本とするが、再度の入札をしても落札者がなく、改めて競争入札

を実施することが困難な場合には、談合防止や公正性の確保、発注者として

の地位を不当に利用した受注者に不利な条件での契約の防止の観点に留意の

上、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第９９条の２又は地

方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号に基づく随意契約（いわゆる不

落随契）の活用も検討する。 

 

（公正性・透明性の確保、不正行為の排除） 

公共工事標準請負契約約款（昭和２５年２月２１日中央建設業審議会決

定・勧告）に沿った契約約款に基づき、公正な契約を締結する。 

入札及び契約に係る情報については、公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第２章及び同法第１７条第

１項による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針
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の措置に関する指針（平成 13年３月９日閣議決定）に基づき、適切に公表

することとし、競争参加者に対し技術提案を求めて落札者を決定する場合に

は、あらかじめ入札説明書等により技術提案の評価の方法等を明らかにする

とともに、早期に評価の結果を公表する。 

また、入札監視委員会等の第三者機関の活用等により、学識経験者等の第

三者の意見の趣旨に沿って、入札及び契約の適正化のため必要な措置を講ず

るよう努めることとし、第三者機関の活用等に当たっては、各発注者が連携

し、都道府県等の単位で学識経験者の意見を聴く場を設けるなど、運用面の

工夫に努める。 

入札及び契約の過程に関する苦情は、各発注者が受け付けて適切に説明を

行うとともに、さらに不服のある場合の処理のため、入札監視委員会等の第

三者機関の活用等により中立かつ公正に苦情処理を行う仕組みを整備するよ

う努める。 

談合や贈収賄、一括下請負といった不正行為については、当該不正行為を

行った者に対し指名停止等の措置を厳正に実施すること、談合があった場合

における請負者の賠償金支払い義務を請負契約締結時に併せて特約すること

（違約金特約条項）等により談合の結果として被った損害額の賠償の請求や

建設業許可行政庁等への通知により、発注者の姿勢を明確にし、再発防止を

図る。 

また、入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律（昭和 22年法律第 54 号）第３条又は第８条第１項の規定に違反してい

ると疑うに足りる事実があるときは、入契法第 10条の規定に基づき、当該

事実を公正取引委員会に通知するとともに、必要に応じて入札金額の内訳書

の確認や、入札参加者から事情聴取を行い、その結果を通知する。なお、そ

（平成１３年３月９日閣議決定）に基づき、適切に公表することとし、競争

参加者に対し技術提案を求めて落札者を決定する場合には、あらかじめ入札

説明書等により技術提案の評価の方法等を明らかにするとともに、契約締結

後、早期に評価の結果を公表する。 

また、入札監視委員会等の第三者機関の活用等により、学識経験者等の第

三者の意見の趣旨に沿って、入札及び契約の適正化のため必要な措置を講ず

るよう努めることとし、第三者機関の活用等に当たっては、各発注者が連携

し、都道府県等の単位で学識経験者の意見を聴く場を設けるなど、運用面の

工夫に努める。 

入札及び契約の過程に関する苦情は、各発注者が受け付けて適切に説明を

行うとともに、さらに不服のある場合の処理のため、入札監視委員会等の第

三者機関の活用等により中立かつ公正に苦情処理を行う仕組みを整備するよ

う努める。 

談合や贈収賄、一括下請負といった不正行為については、当該不正行為を

行った者に対し指名停止等の措置を厳正に実施すること、談合があった場合

における請負者の賠償金支払い義務を請負契約締結時に併せて特約すること

（違約金特約条項）等により談合の結果として被った損害額の賠償の請求に

努めることや建設業許可行政庁等へ通知することで、発注者の姿勢を明確に

し、再発防止を図る。 

また、入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律（昭和２２年法律第５４号）に違反する行為の疑いの事実があるとき

は、当該事実を公正取引委員会に通知するとともに、必要に応じて入札金額

の内訳書の確認や、入札参加者から事情聴取を行い、その結果を通知する。
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の実施に当たっては、公正取引委員会が行う審査の妨げとならないよう留意

する。 

 

なお、その実施に当たっては、公正取引委員会が行う審査の妨げとならない

よう留意する。 
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 １－３ 工事施工段階 

（施工条件の変化等に応じた適切な設計変更） 

施工条件を適切に設計図書に明示し、設計図書に示された施工条件と実際

の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に明示されていない施工条件

について予期することのできない特別な状態が生じた場合、その他受注者の

責によらない事由が生じた場合において、必要と認められるときは、設計図

書の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工期の変更を適切に行

う。その際、工期が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費を活用

する。 

また、労務単価、資材・機材等の価格変動を注視し、賃金水準又は物価水

準の変動により受注者から請負代金額の変更（いわゆる全体スライド条項、

単品スライド条項又はインフレスライド条項等）について請求があった場合

は、変更の可否について迅速かつ適切に判断した上で、請負代金額の変更を

行う。 

 

（工事中の施工状況の確認等） 

入契法第 15 条第１項の規定により読み替えて適用される建設業法第 24 条

の７※（施工体制台帳の作成等）又は建設業法第 22 条（一括下請負の禁

止）若しくは第 26条（主任技術者及び監理技術者の設置）等に違反してい

ると疑うに足りる事実があるときは、下請業者等も含め工事中の施工状況を

確認の上で、入契法第 11条に基づき、建設業許可行政庁等に通知する。 

※建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一

部を改正する法律（令和元年法律第 30 号）の施行により、令和２年 10 月

１日以降第 24 条の８に移行 

（４）工事施工段階 

（施工条件の変化等に応じた適切な設計変更） 

施工条件を適切に設計図書に明示し、設計図書に示された施工条件と実際

の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に明示されていない施工条件

について予期することのできない特別な状態が生じた場合その他の場合にお

いて、必要と認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴って必

要となる請負代金の額や工期の適切な変更を行う。 

 

 

また、労務、資材等の価格変動を注視し、賃金水準又は物価水準の変動に

より受注者から請負代金額の変更（いわゆる全体スライド条項、単品スライ

ド条項又はインフレスライド条項）について請求があった場合は、変更の可

否について迅速かつ適切に判断した上で、請負代金額の変更を行う。 

 

 

（工事中の施工状況の確認等） 

建設業法違反（一括下請負の禁止、技術者の専任義務違反、施工体制台帳

の未整備等）と疑うに足りる事実があるときは、建設業許可行政庁等に通知

する。 
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当該通知の適切な実施のために、現場の施工体制の把握のための要領を策

定し、必要に応じて公表するとともに、策定した要領に従って現場の施工体

制等を適切に確認するほか、一括下請負など建設業法違反の防止の観点か

ら、建設業許可行政庁等との連携を図る。 

また、建設業法において、元請負人は下請代金のうち労務費相当について

は現金で支払うよう適切に配慮することが規定されたことや、品確法におい

て、公共工事等に従事する者の賃金や適正な労働時間の確保等、下請業者を

含め適正な労働環境の確保を促進することが規定されたことを踏まえ、発注

者は、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、その実態を

把握するよう努める。 

工事期間中においては、その品質が確保されるよう、監督を適切に実施す

る。低入札価格調査の基準価格を下回って落札した者と契約した場合等にお

いては、適切な施工がなされるよう、通常より施工状況の確認等の頻度を増

やすことにより重点的な監督体制を整備する等の対策を実施する。 

適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に

資するため、出来形部分の確認等の検査やその他の施工の節目（不可視とな

る工事の埋戻しの前など）において、必要な技術的な検査（以下「技術検

査」という。）を適切に実施する。 

また、ICT を積極的に活用し、検査書類等の簡素化や作業の効率化を実施

するとともに、必要に応じて発注者及び受注者以外の者であって品質管理に

係る専門的な知識又は技術を有する第三者による品質証明制度や ISO9001 認

証の活用に努める。 

当該通知の適切な実施のために、現場の施工体制の把握のための要領を策

定し、必要に応じて公表するとともに、策定した要領に従って現場の施工体

制等を適切に確認するほか、一括下請負など建設業法違反の防止の観点か

ら、建設業許可行政庁等との連携を図る。 

 

 

 

 

 

 

工事期間中においては、その品質が確保されるよう、監督を適切に実施す

る。低入札価格調査の基準価格を下回って落札した者と契約した場合等にお

いては、適切な施工がなされるよう、通常より施工状況の確認等の頻度を増

やすことにより重点的な監督体制を整備する等の対策を実施する。 

適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に

資するため、出来形部分の確認等の検査やその他の施工の節目（不可視とな

る工事の埋戻しの前など）において、必要な技術的な検査（以下「技術検

査」という。）を適切に実施する。 
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技術検査については、施工について改善を要すると認めた事項や現地にお

ける指示事項を書面により受注者に通知する。この技術検査の結果は工事の

施工状況の評価（以下「工事成績評定」という。）に反映させる。 

 

（施工現場における労働環境の改善） 

労働時間の適正化、労働・公衆災害の防止、賃金の適正な支払、退職金制

度の確立、社会保険等への加入など労働条件、安全衛生その他の労働環境の

改善に努めることについて、必要に応じて元請業者及び下請業者の指導が図

られるよう、関係部署と連携する。 

こうした観点から、元請業者に対し社会保険等未加入業者との契約締結を

禁止する措置や、請負代金内訳書への法定福利費の明示、社会保険等未加入

業者を確認した際に建設業許可行政庁又は社会保険等担当部局へ通報するこ

と等の措置を講ずることにより、下請業者も含めてその排除を図る。 

下請業者や労働者等に対する円滑な支払を促進するため、支払限度額の見

直し等による前金払制度の適切な運用、中間前金払・出来高部分払制度や下

請セーフティネット債務保証事業又は地域建設業経営強化融資制度の活用等

により、元請業者の資金調達の円滑化を図る。 

既に中間前金払制度を導入している場合には、発注者側からその利用を促

すこと及び手続の簡素化・迅速化を図ること等により、受注者にとって当該

制度を利用しやすい環境の整備に努める。 

受注者へ熱中症対策や寒冷対策の実施、快適トイレの設置、ICT 建設機械

等の積極的な導入などを促し、作業の効率化等を実施するよう努める。 

 

（受注者との情報共有や協議の迅速化等） 

技術検査については、施工について改善を要すると認めた事項や現地にお

ける指示事項を書面により受注者に通知する。この技術検査の結果は工事の

施工状況の評価（以下「工事成績評定」という。）に反映させる。 

 

（施工現場における労働環境の改善） 

労働時間の適正化、労働・公衆災害の防止、賃金の適正な支払、退職金制

度の確立、社会保険等への加入など労働条件、安全衛生その他の労働環境の

改善に努めることについて、必要に応じて元請業者の指導が図られるよう、

関係部署と連携する。 

こうした観点から、元請業者に対し社会保険等未加入業者との契約締結を

禁止する措置や、社会保険等未加入業者を確認した際に建設業許可行政庁又

は社会保険等担当部局へ通報すること等の措置を講ずることにより、下請業

者も含めてその排除を図る。 

下請業者や労働者等に対する円滑な支払を促進するため、支払限度額の見

直し等による前金払制度の適切な運用、中間前金払・出来高部分払制度や下

請セーフティネット債務保証事業又は地域建設業経営強化融資制度の活用等

により、元請業者の資金調達の円滑化を図る。 

既に中間前金払制度を導入している場合には、発注者側からその利用を促

すこと及び手続の簡素化・迅速化を図ること等により、受注者にとって当該

制度を利用しやすい環境の整備に努める。 

 

 

 

（受注者との情報共有や協議の迅速化等） 
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設計思想の伝達及び情報共有を図るため、設計者、施工者、発注者（設計

担当及び工事担当）が一堂に会する会議（地質調査業者、専門工事業者、建

築基準法（昭和 25年法律第 201 号）第２条に規定する工事監理者も適宜参

画）を、施工者が設計図書の照査等を実施した後及びその他必要に応じて開

催するよう努める。 

また、クリティカルパスを明示した工事工程について、受発注者間で共有

し、受注者からの協議等について、速やかかつ適切な回答（ワンデーレスポ

ンス等）に努める。 

変更手続の円滑な実施を目的として、設計変更が可能になる場合の例、手

続の例、工事一時中止が必要な場合の例及び手続に必要となる書類の例等に

ついてとりまとめた指針の策定に努め、これを活用する。 

設計変更の手続の迅速化等を目的として、発注者と受注者双方の関係者が

一堂に会し、設計変更の妥当性の審議及び工事の中止等の協議・審議等を行

う会議を、必要に応じて開催するよう努める。 

工事に関する情報の集約化・可視化を図るため、BIM/CIM や３次元データ

を積極的に活用するとともに、さらに情報を発注者と受注者双方の関係者で

共有できるよう、情報共有システム等の活用の推進に努める。また、材料検

査や出来形確認などの現場臨場を要する検査については、ウェアラブルカメ

ラ等を活用し、発注者と受注者双方の省力化の積極的な推進に努め、情報共

有が可能となる環境整備を行う。 

また、受発注者双方の省力化のため、書類の簡素化を積極的に推進する。 

 

設計思想の伝達及び情報共有を図るため、設計者、施工者、発注者（設計

担当及び工事担当）が一堂に会する会議（専門工事業者、建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号）第２条に規定する工事監理者も適宜参画）を、施工

者が設計図書を照査等した後及びその他必要に応じて開催するよう努める。 

 

また、各発注者は受注者からの協議等について、速やかかつ適切な回答に

努める。 

 

変更手続の円滑な実施を目的として、設計変更が可能になる場合の例、手

続の例、工事一時中止が必要な場合の例及び手続に必要となる書類の例等に

ついてとりまとめた指針の策定に努め、これを活用する。 

設計変更の手続の迅速化等を目的として、発注者と受注者双方の関係者が

一堂に会し、設計変更の妥当性の審議及び工事の中止等の協議・審議等を行

う会議を、必要に応じて開催するよう努める。 
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 １－４ 工事完成後 

（適切な技術検査・工事成績評定等） 

受注者から工事完成の通知があった場合には、契約書等に定めるところに

より、定められた期限内に工事の完成を確認するための検査を行うととも

に、同時期に技術検査も行い、その結果を工事成績評定に反映させ、受注者

へ速やかに通知する。 

技術検査については、施工について改善を要すると認めた事項や現地にお

ける指示事項を書面により受注者に通知する。 

各発注者は、工事成績評定を適切に行うために必要となる要領や技術基準

をあらかじめ策定する。 

また、ICT の積極的な活用により、検査書類等の簡素化や作業の効率化に

努めるとともに、必要に応じて、発注者及び受注者以外の者であって品質管

理に係る専門的な知識又は技術を有する第三者による品質証明制度や

ISO9001 認証の活用に努める。 

工事の実績等については、コリンズを積極的に活用し、発注者間での情報

の共有に努める。 

さらに工事の成果は、将来の維持管理業務に有効活用出来るようにすると

ともに、将来の AI活用等によるデータ利活用環境の構築のため、受注者が

適切な形式で保存した電子データを工事の成果品として受領し、適切な期間

保存する。その際、オンライン電子納品の推進に努めるとともに、データが

クラウド上で簡単にアクセスできる環境を構築するよう努める。 

地盤状況に関する情報の把握のための地盤調査（ボーリング等）を行った

際には、位置情報、土質区分、試験結果等を確認するとともに、情報を関係

者間で共有できるよう努める。 

（５）完成後 

（適切な技術検査・工事成績評定等） 

受注者から工事完成の通知があった場合には、契約書等に定めるところに

より、定められた期限内に工事の完成を確認するための検査を行うととも

に、同時期に技術検査も行い、その結果を工事成績評定に反映させる。 

 

技術検査については、施工について改善を要すると認めた事項や現地にお

ける指示事項を書面により受注者に通知する。 

各発注者は、工事成績評定を適切に行うために必要となる要領や技術基準

をあらかじめ策定する。 
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（完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価） 

工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて完成後の一定期間を経

過した後において施工状況の確認及び評価を実施するよう努める。 

 

（工事の目的物の適切な維持管理） 

工事の目的物（橋梁、トンネル、河川堤防、公共建築物、港湾施設等（既

に完成しているものを含む。）をいう。以下同じ。）を管理する者は、その品

質が将来にわたり確保されるよう、適切に点検、診断、維持、修繕等を実施

し、その際３次元データ等、ICT の活用に努めるとともに、工事の目的物の

維持管理に係る計画策定、業務・工事発注準備等の各段階において、発注関

係事務を適切に実施するよう努める。また、権限代行による事業の整備な

ど、工事の発注者と工事の目的物を管理する者が異なる場合においても同様

に、工事の目的物を管理する者は発注関係事務を適切に実施するよう努め

る。 

 

 

（完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価） 

工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて完成後の一定期間を経

過した後において施工状況の確認及び評価を実施するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

１－５ その他 

発注者と競争参加者双方の負担を軽減し、競争性を高める観点から、入札

及び契約に関する ICT の活用の推進、書類・図面等の簡素化及び統一化を図

るとともに、競争参加者の資格審査などの手続の統一化に努める。 

 

（６）その他 

競争に参加しようとする者の負担を軽減し、競争性を高める観点から、入

札及び契約のＩＴ化の推進、入札及び契約に関する書類、図面等の簡素化・

統一化を図るとともに、競争参加者の資格審査などの入札及び契約の手続の

統一化に努める。 
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 ２ 測量、調査及び設計 

２－１ 業務発注準備段階 

（業務に必要な情報等の適切な把握・活用） 

業務の発注の準備として、業務の目的を明確にし、地形、地物、地質、地

盤、自然環境、関係者などの業務の履行に必要な情報を適切に把握する。そ

の際、BIM/CIM、３次元データや情報共有システム等 ICT の積極的な活用に

努める。 

 

（業務の内容等に応じた入札契約方式の選択） 

業務の発注に当たっては、本指針を踏まえ、業務の内容や地域の実情等に

応じ、プロポーザル方式、総合評価落札方式、価格競争方式、コンペ方式等

の適切な入札契約方式を選択するよう努める。なお、業務の内容等に応じた

入札契約方式の選択・活用等については、「Ⅳ．多様な入札契約方式の選

択・活用」に具体的に記載している。 

また、自らの発注体制や地域の実情等により、適切な入札契約方式の選

択・活用の実施が困難と認められる場合は、国、都道府県や外部の支援体制

の活用に努める。 

 

（予算、事業計画等を考慮した業務発注計画の作成） 

地域の実情等を踏まえ、予算、事業計画、工事の発注時期、業務内容等を

考慮し、各業務の手続期間や履行期限を考慮して、業務の計画的な発注を行

う。 

 

（現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成） 
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業務の発注に当たっては、業務の履行に必要な諸条件を設計図書へ反映す

る。また、業務の実施の際に必要となる関係機関との調整や住民合意、現場

の実態に即した条件（自然条件を含む。）の明示等により、適切に設計図書

を作成し、積算内容との整合を図る。 

また、業務の発注段階において履行条件等を具体的に確定できない場合に

は、積算上の条件と、当該条件が設計変更の対象となる旨も明示する。 

 

（適正利潤の確保を可能とするための予定価格の適正な設定） 

予定価格の設定に当たっては、技術者が中長期的に育成及び確保されるた

めに、業務を履行する者が適正な利潤を確保することができるよう、適切に

作成された設計図書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における

技術者単価及び資材・機材等の取引価格、履行の実態等を的確に反映した積

算を行う。 

積算に当たっては、業務に従事する者の週休２日の確保や労働環境の改善

状況、ICT の活用状況を含めた現場の実態把握に努めるとともに、これに即

した履行条件を踏まえた上で最新の積算基準等を適用する。 

積算に用いる価格が実勢価格と乖離しないよう、可能な限り、最新の技術

者単価、入札月における資材・機材等の実勢価格を適切に反映する。積算に

用いる価格が実勢価格と乖離しているおそれがある場合には、適宜見積り等

を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に予定価格を設定する。さらに、

最新の業務履行の実態や地域特性等を踏まえて積算基準を見直すとともに、

遅滞なく適用する。 
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また、適正な積算に基づく設計金額の一部を控除して予定価格とするいわ

ゆる歩切りは、品確法第７条第１項第１号の規定に違反すること等から、こ

れを行わない。 

一方、予定価格の設定に当たっては、経済社会情勢の変化の反映、業務に

従事する者の労働環境の改善、適正な利潤の確保という目的を超えた不当な

引上げを行わない。 

 

（適正な履行期間の設定） 

労働基準法に基づき、平成 31年４月１日より順次、罰則付きの時間外労

働規制が適用されていることから、適正な履行期間の設定等の働き方改革へ

の対応を進めていく必要がある。 

履行期間の設定に当たっては、業務の内容や、規模、方法、地域の実情等

を踏まえた業務の履行に必要な日数のほか、必要に応じて、準備期間、照査

期間や週休２日を前提とした業務に従事する者の休日、天候その他のやむを

得ない事由により業務の履行が困難であると見込まれる日数や関連する別途

発注業務の進捗等を考慮する。 

 

（計画的な発注や履行期間の平準化） 

業務の履行期間の平準化は、繁忙期と閑散期の業務量の差を少なくし、年

度末の業務の集中を回避させることに寄与するものであるため、発注者は積

極的に以下の取組を実施する。 
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＜発注見通しの統合・公表の実施＞ 

工事に係る業務の中長期的な発注見通しについて、工事とあわせて、発注

者の取組や地域の実情等を踏まえて各発注者と連携して作成し、地域ブロッ

ク毎に組織される地域発注者協議会等を通じて、地域ブロック単位等で統合

して公表するよう努める。 

さらに、当該年度の業務の詳細な発注見通しについて、原則として四半期

毎に地域ブロック単位等で統合して公表するよう努める。 

 

＜繰越明許費・債務負担行為の活用や入札公告の前倒し＞ 

年度当初からの予算執行の徹底、繰越明許費の適切な活用や債務負担行為

の積極的な活用による年度末の業務の集中を回避するといった予算執行上の

工夫等により、適正な履行期間を確保しつつ、業務の履行期間の平準化や履

行期限の分散に取り組む。 

また、発注者としての国及び特殊法人等は、年度当初から履行されなけれ

ば事業を執行する上で支障をきたす、又は適切な履行期間の確保が困難とな

る業務については、条件を明示した上で予算成立を前提とした入札公告の前

倒しを行い、計画的な発注に努める。 

 

＜取組事例等の情報共有＞ 

発注者協議会等において、履行期間の平準化の取組状況を確認するととも

に、国や各地方公共団体における先進事例を共有する。 
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２－２ 業務入札契約段階 

（適切な競争参加資格の設定） 

＜競争に参加する資格を有する者の名簿の作成に際しての競争参加資格審査＞ 

各発注者において設定する審査項目の選定に当たっては、競争性の低下に

つながることがないよう留意する。 

 

＜個別業務の入札に際しての参加資格条件＞ 

業務の内容、地域の実情等を踏まえ、業務の経験及び成績や地域要件な

ど、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格条件を設定する。その

際、必要に応じて、豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者な

どの登用、海外での業務経験を有する技術者の活用も考慮した要件緩和など

適切な競争参加資格条件の設定に努める。 

業務実績を競争参加資格に設定する場合は、業務の技術特性、自然条件、

社会条件等を踏まえて具体的に設定し、業務実績の確認に当たっては、同

種・類似の実績が無いものは選定又は指名及び技術提案書の提出要請を行わ

ない等により履行能力のない者を排除するなど適切な審査を実施する。 

また、暴力団員等がその事業活動を支配している企業、その他業務に関す

る諸法令を遵守しない企業等の不良不適格業者の排除の徹底を図る。 

さらに、技術者の資格や実績をテクリス（業務実績情報システム）や

PUBDIS※（公共建築設計者情報システム）等（以下「テクリス等」とい

う。）へ登録するよう受注者へ促すとともに、技術者の情報を一元的に把握

できる取組（技術者情報ネットワーク）の活用を図る等、発注者と競争参加

者の負担軽減等に努める。また、必要に応じて、所要の知識・技術・資格を

 



 

33 
 

備えている技術者の仕様書への位置付けや、手持ち業務量の制限など、業務

の品質確保に向けた施策を検討する。 

※Public Building Designers Information System の略 

 

（業務の内容に応じた技術提案の評価内容の設定） 

発注者は、一定の資格、実績、成績等のみを競争参加資格条件とすること

により品質を確保できる業務などを除き、技術提案を求めるよう努める。特

に、技術的に高度又は専門的な技術が要求される業務、地域特性を踏まえた

検討が必要となる業務においては、プロポーザル方式により技術提案を求め

る。 

技術提案書の特定及び落札者決定に当たり、必要に応じて中立かつ公正な

立場から判断できる学識経験者の意見を聴取する。 

技術提案を求める場合には、技術提案に係る事務負担に配慮するととも

に、業務の内容、地域の実情等を踏まえた適切な評価内容を設定する。 

技術提案の評価は、事前に提示した評価項目、評価基準及び得点配分に従

い評価を行うとともに、説明責任を適切に果たすという観点から、技術的に

最適な者の特定又は落札者の決定に際して、評価の方法や内容を速やかに公

表する。その際、技術提案が提案者の知的財産であることに鑑み、提案内容

に関する事項が他者に知られることのないようにすること、提案者の了承を

得ることなく提案の一部のみを採用することのないようにすること等その取

扱いに留意する。 

また、プロポーザル方式で特定した技術提案書の内容については、特記仕

様書に適切に反映するものとし、総合評価落札方式で落札者を決定した場合

には、技術提案について発注者と落札者の責任の分担とその内容を契約上明
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らかにするとともに、その履行を確保するための措置や履行できなかった場

合の措置について契約上取り決める。 

 

（業務内容等に応じた適切な評価項目の設定等） 

プロポーザル方式及び総合評価落札方式における技術的要件及び入札の評

価に当たっては、参加表明者や当該業務の配置予定技術者の実績などを適切

に評価項目に設定するとともに、必要に応じて地域の精通度等を評価項目に

設定する。 

また、必要に応じて、豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術

者などの登用、海外での業務経験を有する技術者の活用等も考慮するととも

に、業務の内容に応じて国土交通省が認定した一定水準の技術力等を証する

民間資格を評価の対象とするよう努める。 

業務の目的や内容、技術力審査・評価の項目や技術提案のテーマが同一で

ある場合は、提出を求める技術資料の内容を同一のものとする一括審査方式

などを活用することにより、発注者・競争参加者双方の負担の軽減に努め

る。 

プロポーザル方式及び総合評価落札方式の実施方針や複数の業務に共通す

る評価方法を定める場合は、学識経験者の意見を聴き、個別業務の評価方法

については、業務の内容等を踏まえて、必要に応じて学識経験者の意見を聴

く。地方公共団体における総合評価落札方式に係る学識経験者の意見聴取に

ついては、地方自治法施行令第 167 条の 10の２第４項等に定める手続によ

り行う。 

必要に応じて、配置予定技術者に対するヒアリングを行うこと等により、

競争参加者の評価を適切に行う。 
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 また、業務の性格等に応じて、品質確保体制やその他の履行確実性の審

査・評価の実施に努める。 

 

（ダンピング受注の防止・予定価格の事後公表） 

低入札による受注は、業務の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の

悪化、安全対策の不徹底等につながることが懸念される。ダンピング受注を

防止するため、国や他の発注者の取組状況を参考にしながら、適切に低入札

価格調査基準又は最低制限価格を設定するなどの必要な措置を講じ、低入札

価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底する。低入札価格調

査制度の実施に当たっては、入札参加者の企業努力による、より低い価格で

の落札の促進と業務の品質の確保の徹底の観点から、落札率（予定価格に対

する契約価格の割合をいう。）と業務成績との関係についての調査実績等も

踏まえて、適宜、低入札価格調査基準を見直す。なお、低入札価格調査の基

準価格又は最低制限価格を定めた場合には、当該価格について入札の前には

公表しないものとする。 

予定価格については、入札前に公表すると、入札の際に適切な積算を行わ

なかった入札参加者が受注する事態が生じるなど、入札参加者の真の技術

力・経営力による競争を損ねる弊害が生じかねないこと等から、原則として

事後公表とする。この際、入札前に入札関係職員から予定価格に関する情報

等を得て入札の公正を害そうとする不正行為を抑止するため、談合等に対す

る発注者の関与を排除するための措置を徹底する。 

なお、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規

定はないが、予定価格の事前公表を行う場合には、その適否について十分検

討するとともに、入札の際に適切な積算を行わなかった入札参加者がくじ引
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きの結果により受注するなど、技術力や経営力による適正な競争を損ねる弊

害が生じないよう適切に取り扱うものとする。弊害が生じた場合には、速や

かに事前公表の取りやめ等の適切な措置を講じる。 

また、業務の入札に係る申込みの際、必要に応じて入札参加者に対して入

札金額の内訳書の提出を求め、書類に不備（例えば内訳書の提出者名の誤

記、業務件名の誤記、入札金額と内訳書の総額の相違等）がある場合には、

原則として当該内訳書を提出した者の入札を無効とする。 

 

（入札不調・不落時の見積りの活用等） 

入札に付しても入札参加者又は落札者がなかった場合等、標準積算と業務

の履行条件の乖離が想定される場合は、以下の方法を活用して予定価格や履

行期間を適切に見直すことにより、できる限り速やかに契約を締結するよう

努める。 

・入札参加者から業務の全部又は一部について見積りを徴収し、その妥当性

を適切に確認しつつ、当該見積りを活用することにより、積算内容を見直

す方法 

・設計図書に基づく数量、履行条件や履行期間等が実態と乖離していると想

定される場合はその見直しを行う方法 

例えば不落の発生時には、上記の方法を活用し、改めて競争入札を実施す

ることを基本とするが、再度の入札をしても落札者がなく、改めて競争入札

を実施することが困難な場合には、談合防止や公正性の確保、発注者として

の地位を不当に利用した受注者に不利な条件での契約の防止の観点に留意の

上、予算決算及び会計令第 99条の２又は地方自治法施行令第 167 条の２第

１項第８号に基づく随意契約（いわゆる不落随契）の活用も検討する。 
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（公正性・透明性の確保、不正行為の排除） 

公共土木設計業務等標準委託契約約款（平成７年５月 26 日建設省経振発

第 49号）又は公共建築設計業務標準委託契約約款（平成８年２月 23日建設

省住指発第 47号）に沿った契約約款に基づき、公正な契約を締結する。 

入札及び契約に係る情報については、工事に準じて適切に公表することと

し、競争参加者に対し技術提案を求めて落札者を決定する場合には、あらか

じめ入札説明書等により技術提案の評価の方法等を明らかにするとともに、

早期に評価の結果を公表する。 

また、入札監視委員会等の第三者機関の活用等により、学識経験者等の第

三者の意見の趣旨に沿って、入札及び契約の適正化のため必要な措置を講ず

るよう努めることとし、第三者機関の活用等に当たっては、各発注者が連携

し、都道府県等の単位で学識経験者の意見を聴く場を設けるなど、運用面の

工夫に努める。 

入札及び契約の過程に関する苦情は、各発注者が受け付けて適切に説明を

行うとともに、さらに不服のある場合の処理のため、入札監視委員会等の第

三者機関の活用等により中立かつ公正に苦情処理を行う仕組みを整備するよ

う努める。 

談合や贈収賄等の不正行為については、当該不正行為を行った者に対し指

名停止等の措置を厳正に実施すること、談合があった場合における請負者の

賠償金支払い義務を請負契約締結時に併せて特約すること（違約金特約条

項）等により談合の結果として被った損害額の賠償の請求により、発注者の

姿勢を明確にし、再発防止を図る。 
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２－３ 業務履行段階 

（設計条件の変化等に応じた適切な設計変更） 

設計条件を適切に設計図書に明示し、関連業務の進捗状況等、業務に係る

様々な要因を適宜確認し、設計図書に示された設計条件と実際の条件が一致

しない場合、設計図書に明示されていない設計条件について予期することの

できない特別な状態が生じた場合、その他受注者の責によらない事由が生じ

た場合において、必要と認められるときは、設計図書の変更及びこれに伴っ

て必要となる契約額や履行期間の変更を適切に行う。その際、履行期間が翌

年度にわたることとなったときは、繰越明許費を活用する。 

また、賃金水準又は物価水準の変動により受注者から業務委託料の変更に

ついて請求があった場合は、変更の可否について迅速かつ適切に判断した上

で、業務委託料の変更を行う。 

 

（履行状況の確認等） 

履行期間中においては、業務成果の品質が適切に確保されるよう、適正な

業務執行を図るため、休日明け日を依頼の期限日にしない等のウイークリー

スタンスの適用や条件明示チェックシートの活用、スケジュール管理表の運

用の徹底等により、履行状況の確認を適切に実施するよう努める。 

さらに必要に応じて、発注者及び受注者以外の者であって専門的な知識又

は技術を有するものの活用に努める。 

また、必要に応じて、受注者の照査体制の確保や照査の実施状況について

確認する。 

 

（労働環境の改善） 
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労働時間の適正化や労働・公衆災害の防止、賃金の適正な支払、退職金制

度の確立、社会保険等への加入など労働条件、安全衛生その他の労働環境の

改善に努めることについて、必要に応じて受注者への指導が図られるよう、

関係部署と連携する。 

賃金の適正な支払い等を促進するため、前金払制度の活用、既に前金払制

度を導入している場合には、支払限度額の見直し等による前金払制度の適切

な運用等により、受注者の資金調達の円滑化を図る。 

現地調査を行う業務においては、受注者へ熱中症対策や寒冷対策の実施、

ICT 等の積極的な導入などを促し、作業の効率化等を実施するよう努める。 

 

（受注者との情報共有や協議の迅速化等） 

受注者からの協議等について、迅速かつ適切な回答に努めるとともに、デ

ータがクラウド上で簡単にアクセスできる基盤を構築するよう努める。 

設計業務については、設計条件や施工の留意点、関連事業の情報確認及び

設計方針の明確化を行い受発注者間で共有するため、発注者と受注者による

合同現地踏査の実施に努める。 

特に地質情報の不確実性が高い現場における業務の合同現地踏査等には、

地質調査等の受注者等が参画するよう努める。 

変更手続の円滑な実施を目的として、設計変更が可能になる場合の例、手

続の例及び手続に必要となる書類の例等についてとりまとめた指針の策定に

努め、これを活用する。 

業務に関する情報の集約化・可視化を図るため、BIM/CIM や３次元データ

を積極的に活用するとともに、さらに情報を発注者と受注者双方の関係者で

共有できるよう、情報共有システム等の活用の推進に努める。また、テレビ
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会議や現地調査の臨場を要する確認等におけるウェアラブルカメラの活用な

どにより、発注者と受注者双方の省力化の積極的な推進に努め、情報共有が

可能となる環境整備を行う。 

 

２－４ 業務完了後 

（適切な検査・業務成績評定等） 

受注者から業務完了の通知があった場合には、契約書等に定めるところに

より、定められた期限内に業務の完了を確認するための検査を行い、その結

果を業務成績評定に反映させ、受注者へ速やかに通知する。 

各発注者は業務成績評定を適切に行うために必要となる要領や技術基準の

策定に努める。 

また、ICT の積極的な活用により、検査書類等の簡素化や作業の効率化に

努める。 

業務の実績等については、テクリス等を積極的に活用し、発注者間での情

報の共有に努める。業務の成果は、将来の AI 活用等によるデータ利活用環

境の構築のため、受注者が適切な形式で保存した電子データを業務の成果品

として受領し、適切な期間保存する。その際、オンライン電子納品の推進に

努めるとともに、データがクラウド上で簡単にアクセスできる環境を構築す

るよう努める。 

地盤状況に関する情報の把握のための地盤調査（ボーリング等）を行った

際には、位置情報、土質区分、試験結果等を確認するとともに、情報を関係

者間で共有できるよう努める。 
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２－５ その他 

発注者と競争参加者双方の負担を軽減し、競争性を高める観点から、入札

及び契約に関する ICT 活用の推進、書類・図面等の簡素化及び統一化を図る

とともに、競争参加者の資格審査などの手続の統一化に努める。 
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 ３．発注体制の強化等 

各発注者は、発注関係事務を適切に実施するための環境整備として、以下

の事項に取り組む。 

 

３－１ 発注体制の整備等 

（発注者自らの体制の整備） 

各発注者において、自らの発注体制を把握し、体制が十分でないと認めら

れる場合には発注関係事務を適切に実施することができる体制を整備すると

ともに、国及び都道府県等が実施する講習会や研修を職員に受講させるなど

国及び都道府県等の協力・支援も得ながら、発注関係事務を適切に実施する

ことができる職員の育成に積極的に取り組むよう努める。国及び都道府県

は、発注体制の整備が困難な発注者に対する必要な支援に努める。 

 

（外部からの支援体制の活用） 

各発注者において発注関係事務を適切に実施することが困難であると認め

られる場合には、国及び都道府県による協力や助言等を得ることなどによ

り、発注関係事務を適切に実施することができる者の活用に努める。 

また、地方公共団体等において国及び都道府県以外の者を活用し、発注関

係事務の全部又は一部を行わせることが可能となるよう、国及び都道府県

は、公正な立場で継続して円滑に発注関係事務を遂行することができる組織

や、発注関係事務を適切に実施することができる知識・経験を有している者

を適切に評価することにより、発注関係事務を適切に実施することができる

者の選定を支援するとともに、その者の育成・活用の促進に努める。 

 

２．発注体制の強化等 

各発注者は、発注関係事務を適切に実施するための環境整備として、以下

の事項に取り組む。 

 

（１）発注体制の整備等 

（発注者自らの体制の整備） 

各発注者において、自らの発注体制を把握し、体制が十分でないと認めら

れる場合には発注関係事務を適切に実施することができる体制を整備すると

ともに、国及び都道府県等が実施する講習会や研修を職員に受講させるなど

国及び都道府県の協力・支援も得ながら、発注関係事務を適切に実施するこ

とができる職員の育成に積極的に取り組むよう努める。国及び都道府県は、

発注体制の整備が困難な発注者に対する必要な支援に努める。 

 

（外部からの支援体制の活用） 

各発注者において発注関係事務を適切に実施することが困難であると認め

られる場合には、国及び都道府県による協力や助言等を得ることなどによ

り、発注関係事務を適切に実施することができる者の活用に努める。 

また、地方公共団体等において国及び都道府県以外の者を活用し、発注関

係事務の全部又は一部を行わせることが可能となるよう、国及び都道府県

は、公正な立場で継続して円滑に発注関係事務を遂行することができる組織

や、発注関係事務を適切に実施することができる知識・経験を有している者

を適切に評価することにより、発注関係事務を適切に実施することができる

者の選定を支援するとともに、その者の育成、活用の促進に努める。 
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３－２ 発注者間の連携強化 

（工事・業務成績データの共有化・相互活用等） 

技術提案の適切な審査・評価、監督・検査、工事・業務成績評定等の円滑

な実施に資するため、各発注者間における要領・基準類の標準化・共有化に

努めるとともに、その他の入札契約制度に係る要領等についても、その円滑

かつ適切な運用に資するため、地域発注者協議会等の場を通じて、各発注者

間における共有化に努める。 

最新の施工実態や地域特性等を踏まえた積算基準等の各工事や業務への適

用が可能となるように、積算システム等の各発注者間における標準化・共有

化に努める。また、新規参入を含めた事業者の技術的能力の審査を公正かつ

効率的に行えるよう、各発注者が発注した工事・業務の内容や成績評定、当

該工事・業務を担当した技術者に関するデータの活用に努める。 

工事・業務成績評定については、評定結果の発注者間の相互利用を促進す

るため、各発注者間の連携により評定項目、評定方法の標準化を進める。 

 

 

各発注者は工事・業務の性格等を踏まえ、その成績評定に関する資料のデ

ータベースを整備し、データの共有化を進める。 

 

（発注者間の連携体制の構築） 

各発注者は、本指針を踏まえて発注関係事務を適切かつ効率的に運用でき

るよう、地域ブロック毎に組織される地域発注者協議会等に協力し、発注者

間の情報交換や連絡・調整を行うとともに、発注者共通の課題への対応や各

種施策の推進を図る。 

（２）発注者間の連携強化 

（工事成績データの共有化・相互活用等） 

技術提案の適切な審査・評価、監督・検査、業務・工事成績評定等の円滑

な実施に資するため、各発注者間における要領・基準類の標準化・共有化に

努めるとともに、その他の入札契約制度に係る要領等についても、その円滑

かつ適切な運用に資するため、地域発注者協議会等の場を通じて、各発注者

間における共有化に努める。 

最新の施工実態や地域特性等を踏まえた積算基準等の各工事への適用が可能

となるように、積算システム等の各発注者間における標準化・共有化に努め

る。また、新規参入を含めた建設業者の技術的能力の審査を公正かつ効率的

に行えるよう、各発注者が発注した工事の施工内容や工事成績評定、当該工

事を担当した技術者に関するデータの活用に努める。 

工事成績評定については、評定結果の発注者間の相互利用を促進するた

め、各発注者間の連携により評定項目、評定方法の標準化を進める。また、

調査及び設計の特性を考慮しつつ、業務の履行過程及び業務の成果に関する

成績評定・要領等の標準化に努める。 

各発注者は業務・工事の性格等を踏まえ、その成績評定に関する資料のデ

ータベースを整備し、データの共有化を進める。 

 

（発注者間の連携体制の構築） 

各発注者は、本指針を踏まえて発注関係事務を適切かつ効率的に運用でき

るよう、地域ブロック毎に組織される地域発注者協議会等に協力し、発注者

間の情報交換や連絡・調整を行うとともに、発注者共通の課題への対応や各

種施策の推進を図る。 
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また、地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関係事務の実施状況

等を把握するとともに、それを踏まえて、各発注者は発注関係事務の適切か

つ効率的な運用の実施のために必要な連携や調整を行い、支援を必要とする

市町村等の発注者は、地域発注者協議会等を通じて、国や都道府県の支援を

求める。さらに、国土交通省が全国の事務所等に設置している「品確法運用

指針に関する相談窓口」を活用し、実務担当者間での意見交換等を実施する

ための体制を構築する。 

 

また、地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関係事務の実施状況

等を把握するとともに、それを踏まえて、各発注者は発注関係事務の適切か

つ効率的な運用の実施のために必要な連携や調整を行い、支援を必要とする

市町村等の発注者は、地域発注者協議会等を通じて、国や都道府県の支援を

求める。 
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Ⅲ．災害時における対応 

１ 工事 

１－１ 災害時における入札契約方式の選定 

災害時の入札契約方式の選定にあたっては、工事の緊急度を勘案し、随意

契約等を適用する。 

 

災害協定の締結状況や施工体制、地理的状況、施工実績等を踏まえ、最適

な契約の相手を選定するとともに、書面での契約を行う。 

災害発生後の緊急対応にあたっては、手続の透明性、公平性の確保に努め

つつ、早期かつ確実な施工が可能な者を選定することや、概算数量による発

注を行った上で現地状況等を踏まえて契約変更を行うなど、工事の緊急度に

応じた対応も可能であることに留意する。 

 

（随意契約） 

発災直後から一定の間に対応が必要となる道路啓開、航路啓開、がれき撤

去、流木撤去、漂流物撤去等の災害応急対策や、段差解消のための舗装修

繕、堤防等河川管理施設の復旧、砂防施設の復旧、岸壁などの港湾施設の復

旧、代替路線が限定される橋梁や路面の復旧、官公庁施設や学校施設の復旧

などの緊急性が高い災害復旧に関する工事等は、被害の最小化や社会経済の

回復等の至急の現状復帰の観点から、随意契約（会計法第 29 条の３第４項

又は地方自治法施行令第 167 条の２）を活用するよう努める。 

契約の相手方の選定にあたっては、被災地における維持工事等の実施状

況、災害協定の締結状況、企業の本支店の所在地の有無、企業の被災状況、
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近隣での施工実績等を勘案し、早期かつ確実な施工の観点から最も適した者

を選定する。 

また、必要に応じて、発注者が災害協定を締結している業界団体から会員

企業に関する情報提供を受け、施工体制を勘案し契約相手を選定する方法の

活用にも努める。 

 

（指名競争入札） 

災害復旧に関する工事のうち、随意契約によらないものであって、出水期

や降雪期等の一定の期日までに復旧を完了させる必要がある工事など、契約

の性質又は目的により競争に加わるべきものが少数で一般競争入札に付する

必要がないものにあっては、指名競争入札（会計法第 29 条の３第３項又は

地方自治法施行令第 167 条）を活用するよう努める。 

指名競争入札を行う際は、有資格者名簿の中から、本支店・営業所の所在

地、同種・類似工事の施工実績、手持ち工事の状況、応急復旧工事の施工実

績等を考慮して、確実な履行が期待できる者を指名する。その際、過去の指

名及び受注の状況を勘案して特定の者に偏らないよう配慮する。また、指名

基準の公表等を通じて、透明性・客観性・競争性を向上させ、発注者の恣意

性を排除する必要があることに留意する。 

また、必要に応じて品質確保のため施工能力を評価する総合評価落札方式

を適用する。 

 

（一般競争入札） 

入札参加資格要件の設定にあたっては、工事の性格、地域の実情等を踏ま

え、工事の経験及び成績や地域要件などを適切に設定するとともに、総合評
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価落札方式における施工能力の評価に当たっては、災害応急対策等の実績を

評価するなど、適切な評価項目の設定に努める。また、競争参加者が比較的

多くなることが見込まれる工事においては、手続期間を考慮した上で、必要

に応じて、段階的選抜方式の活用に努める。 

 

 １－２ 現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措置 

災害応急対策や災害復旧に関する工事の早期実施、発注関係事務の負担軽

減、復旧・復興を支える担い手の確保等の観点から、災害の状況や地域の実

情に応じて、発注関係事務に関して必要な措置を講じる。 

 

（１）確実な施工確保、不調・不落対策 

（実態を踏まえた積算の導入等） 

災害発生後は、一時的に需給がひっ迫し、労働力や資材・機材等の調達環

境に変化が生じることがある。このため、積算に用いる価格が実際の取引価

格と乖離しているおそれがある場合には、積極的に見積り等を徴収し、その

妥当性を確認した上で適切に予定価格を設定する。遠隔地から労働力や資

材・機材等を調達する必要がある場合など発注準備段階において施工条件を

具体的に確定できない場合には、積算上の条件と当該条件が設計変更の対象

となる旨も明示する。 

災害復旧・復興による急激な工事量の増加により特定の地域において既存

の積算基準類と実態に乖離が生じる場合には、不調・不落の発生状況を踏ま

え、市場の変化を的確に把握し、必要に応じて復興係数や復興歩掛を設定又

は活用する等、実態を踏まえた積算を実施するよう努める。また、必要に応

じて、不調随契や不落随契の活用も検討する。 
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 また、作業中の二次災害等により負傷、疾病、障害又は死亡等の被害が発

生した場合の損害を補償するための保険の経費についても計上するよう努め

る。 

 

（指名競争入札におけるダンピング対策等） 

低入札による受注は、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の

悪化、安全対策の不徹底等につながることが懸念されるとともに、平常時と

同等とは言えない競争環境であることも想定されることから、状況を丁寧に

把握した上で、確実かつ円滑な施工ができる者のみを対象とする指名競争入

札の適用などを検討する。 

 

（前払金限度額の引き上げ等） 

復旧事業を円滑に実施するために必要となる労働力や資材・機材等の確保

を図るため、速やかに受注者へ前払金を支払うことは重要であり、東日本大

震災の復旧事例等も参考にしつつ、現地の状況等を踏まえ、関係機関と連携

しながら、前払金限度額の引き上げ等の適切な対応を実施するよう努める。 

 

（２）発注関係事務の効率化 

（一括審査方式の活用） 

発注者と競争参加者双方の入札事務手続の負担軽減の観点に加え、特定の

企業への受注の集中を回避して、技術者や資材が確保された施工体制を整え

ている複数の企業により確実かつ円滑な施工が行われる観点から、一括審査

方式を積極的に活用するよう努める。 
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（３）災害復旧・復興工事の担い手の確保 

（共同企業体等の活用） 

工事規模の大型化や工事量の急増により、単体での施工が可能な企業数が

相対的に減少することも想定される場合には、必要に応じて地域の建設企業

が継続的な協業関係を確保することにより、その実施体制を安定確保するた

めに結成される地域維持型建設共同企業体や事業協同組合等を活用するよう

努める。 

 

（参加可能額の拡大） 

担い手の確保とロットの大型化による早期の復旧の実現という双方の観点

から、今後の等級別の発注の見通しも踏まえ、必要に応じて、等級ごとのバ

ランスに配慮しつつ、工事価格帯の上限を引き上げる措置の実施を検討す

る。 

 

（４）迅速な事業執行 

（政府調達協定対象工事における適用） 

平常時における政府調達に関する協定（以下「WTO 協定」という。）の対

象工事は、一般競争入札（公開入札）に付すことが原則となるが、災害時、

緊急の必要により競争に付することができない復旧工事は、必要に応じて、

WTO 協定第 13条を踏まえた随意契約（限定入札）を適用し、早期復旧を実

施するよう努める。 

 

（WTO 協定の対象工事における手続日数の短縮） 
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WTO 協定の対象工事は、一般競争入札にあっては入札期日の前日から起算

して少なくとも 40日前に官報により公告することとされているが、急を要

する場合は、その期間を 10 日に短縮することも認められていることから、

現地の状況を踏まえ適切な手続期間を設定する。 

 

（５）早期の災害復旧・復興に向けた取組 

（事業促進 PPP 等による民間事業者のノウハウの活用） 

災害発生後、災害応急対策や災害復旧に関する工事の実施方針の決定や災

害査定申請書の作成、災害応急対策や災害復旧に関する工事の発注、監督な

ど一連の災害対応を迅速かつ的確に実施するため、災害の規模や発注者の体

制を勘案し、必要に応じて、事業促進 PPP 方式※や CM方式※等による民間

事業者のノウハウを活用するよう努める。 

 特に大規模な災害において、発注者のマンパワーやノウハウ不足の補完等

を図るとともに、事業費の適切な管理や地元建設企業の活用というニーズに

も対応しつつ事業を実施する場合には、東日本大震災の復興市街地整備事業

において実施された復興 CM 方式を必要に応じて参考とする。 
※ Public Private Partnership の略 

※ Construction Management の略 

※参考：「東日本復興 CM 研究会の検証と今後の活用に向けた研究会報告

書」（H29.3） 
 
（技術提案・交渉方式） 

復旧・復興においては、緊急度が高く、プロジェクトの早い段階から施工

者のノウハウが必要となる工事の場合、早期の復旧・復興を実現するため、
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設計に施工者のノウハウを取り込む技術協力・施工タイプ（ECI 方式※）等

の技術提案・交渉方式を適用するよう努める。 

※ Early Contractor Involvement の略 
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 ２ 測量、調査及び設計 

 

２－１ 災害時における入札契約方式の選定 

災害時の入札契約方式の選定にあたっては、業務の緊急度を勘案し、随意

契約等を適用する。 

 

災害協定の締結状況や履行体制、地理的状況、業務実績等を踏まえ、最適

な契約相手を選定するとともに、書面での契約を行う。 

災害発生後の緊急対応にあたっては、手続の透明性、公平性の確保に努め

つつ、早期かつ確実な履行が可能な者を選定することや、概算数量による発

注を行った上で現地状況等を踏まえて契約変更を行うなど、業務の緊急度に

応じた対応も可能であることに留意する。 

 

（随意契約） 

緊急点検、災害状況調査、航空測量等、発災後の状況把握や、発災直後か

ら一定の間に対応が必要となる道路啓開、航路啓開、がれき撤去、流木撤

去、漂流物撤去等の災害応急対策や、段差解消のための舗装修繕、堤防等河

川管理施設の復旧、砂防施設の復旧、岸壁などの港湾施設の復旧、代替路線

が限定される橋梁や路面の復旧などの緊急性が高い災害復旧に関する工事等

に係る業務は、被害の最小化や社会経済の回復等の至急の現状復帰の観点か

ら、随意契約（会計法第 29 条の３第４項又は地方自治法施行令第 167 条の

２）を活用するよう努める。 

契約の相手方の選定にあたっては、災害地における業務の実施状況、災害

協定の締結状況、企業の本支店の所在地の有無、企業の被災状況、近隣での
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業務実績等を勘案し、早期かつ確実な業務の履行の観点から最も適した者を

選定する。 

また、必要に応じて、発注者が災害協定を締結している業界団体から会員

企業に関する情報提供を受け、履行体制を勘案し契約相手を選定する方法の

活用にも努める。 

 

（指名競争入札） 

災害復旧に関する業務のうち、随意契約によらないものであって、出水期

や降雪期等の一定の期日までに復旧を完了させる必要がある工事に係る業務

など、契約の性質又は目的により競争に加わるべきものが少数で一般競争入

札に付する必要がないものにあっては、指名競争入札（会計法第 29条の３

第３項又は地方自治法施行令第 167 条）を活用するよう努める。 

指名競争入札を行う際は、有資格者名簿の中から、本支店・営業所の所在

地、同種・類似業務の実績、手持ち業務の状況、緊急調査の実施状況等を考

慮して、確実な履行が期待できる者を指名する。その際、過去の指名及び受

注の状況を勘案して特定の者に偏らないよう配慮する。また、指名基準の公

表等を通じて、透明性・客観性・競争性を向上させ、発注者の恣意性を排除

する必要があることに留意する。 

 

（一般競争入札） 

入札参加資格要件の設定にあたっては、業務の内容、地域の実情等を踏ま

え、業務の経験及び成績や地域要件などを適切に設定する。 
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 ２－２ 現地の状況等を踏まえた発注関係事務に関する措置 

発災後の状況把握や災害応急対策、災害復旧に関する業務の早期実施、発

注関係事務の負担軽減、復旧・復興を支える担い手の確保等の観点から、災

害の状況や地域の実情に応じて、発注関係事務に関して必要な措置を講じ

る。 

 

（１）確実な履行確保、不調・不落対策 

（実態を踏まえた積算の導入） 

積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しているおそれがある場合に

は、積極的に見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切に価格を設

定する。また、遠隔地から資材・機材の調達や技術者を確保する必要がある

場合など発注準備段階において作業条件等を具体的に確定できない場合に

は、積算上の条件と当該条件が設計変更の対象となる旨も明示する。 

また、作業中の二次災害等により負傷、疾病、障害又は死亡等を被った場

合の損害を補償するための保険の経費についても計上するよう努める。 

 

（指名競争入札におけるダンピング対策等） 

低入札による受注は、業務の手抜き、再委託先へのしわ寄せ、労働条件の

悪化、安全対策の不徹底等につながることが懸念されるとともに、平常時と

同等とは言えない競争環境であることも想定されることから、状況を丁寧に

把握した上で、確実かつ円滑な履行ができる者のみを対象とする指名競争入

札の適用などを検討する。 

 

（前払金限度額の引き上げ等） 
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業務を円滑に実施するために必要となる労働力や資材・機材等の確保を図

るため、速やかに受注者に前払金を支払うことは重要であり、東日本大震災

の復旧事例等も参考にしつつ、現地の状況等を踏まえ、関係機関と連携しな

がら、前払金限度額の引き上げ等の適切な対応を実施するよう努める。 

 

（２）発注関係事務の効率化 

（一括審査方式の活用） 

発注者と競争参加者双方の入札事務手続の負担軽減の観点に加え、特定の

企業への受注の集中を回避して、技術者が確保された履行体制を整えている

複数の企業により確実かつ円滑な業務の履行が行われる観点から、一括審査

方式を積極的に活用するよう努める。 

 

（３）迅速な事業執行 

（WTO 協定の対象業務における適用） 

WTO 協定の対象業務のうち、発災後の状況把握や、災害時、緊急の必要に

より競争に付することができない業務は、必要に応じて、WTO 協定第 13条

を踏まえた随意契約（限定入札）を適用し、早期復旧を実施するよう努め

る。 

 

（４）早期の復旧・復興に向けた取組 

（事業促進 PPP 等による民間事業者のノウハウの活用） 

災害発生後、災害応急対策や災害復旧に関する工事の実施方針の決定や災

害査定申請書の作成、業務の指導・調整、災害応急対策や災害復旧に関する

工事の発注、監督・検査など一連の災害対応を迅速かつ円滑に実施するた
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め、災害の規模や発注者の体制を勘案し、必要に応じて、事業促進 PPP 方式

や CM方式等による民間事業者のノウハウを活用するよう努める。 

 特に大規模な災害において、発注者のマンパワーやノウハウ不足の補完等

を図るとともに、事業費の適切な管理や地元建設企業の活用というニーズに

も対応しつつ事業を実施する場合には、東日本大震災の復興市街地整備事業

において実施された復興 CM 方式を必要に応じて参考とする。 

 

（技術提案・交渉方式） 

復旧・復興においては、緊急度が高く、プロジェクトの早い段階から施工

者のノウハウが必要となる工事の場合、早期の復旧・復興を実現するため、

設計に施工者のノウハウを取り込む技術協力・施工タイプ（ECI 方式）等の

技術提案・交渉方式を適用するよう努める。 
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 ３ 建設業者団体・業務に関する各種団体等や他の発注者との連携 

災害発生時の状況把握や災害応急対策又は災害復旧に関する工事及び業務

を迅速かつ円滑に実施するため、あらかじめ、災害時の履行体制を有する建

設業者団体や業務に関する各種団体等と災害協定を締結する等の必要な措置

を講ずるよう努める。災害協定の締結にあたっては、災害対応に関する工事

及び業務の実施や費用負担、訓練の実施等について定める。また、必要に応

じて、協定内容の見直しや標準化を進める。 

災害による被害は社会資本の所管区分とは無関係に面的に生じるため、そ

の被害からの復旧にあたっても地域内における各発注者が必要な調整を図り

ながら協働で取り組む。復旧の担い手となる地域企業等による円滑な施工確

保対策についても、特定の発注者のみが措置を講じるのではなく、必要に応

じて地域全体として取り組む。 

地域の状況を踏まえ、必要に応じて、発注機関や各種団体が円滑な施工確

保のための情報共有や対応策の検討等を行う場を設置する。 
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Ⅳ．多様な入札契約方式の選択・活用 

各発注者は、工事及び業務の発注に当たっては、本指針及びそれぞれの技

術力や発注体制を踏まえつつ、工事及び業務の性格や地域の実情等に応じ

て、多様な入札契約方式の中から適切な入札契約方式を選択し、又は組み合

わせて適用するよう努める。 

 Ⅲ．工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用について 

各発注者は、工事の発注に当たっては、本指針及びそれぞれの技術力や発

注体制を踏まえつつ、工事の性格や地域の実情等に応じて、多様な入札契約

方式の中から適切な入札契約方式を選択し、又は組み合わせて適用するよう

努める。 

 １ 工事 

１－１多様な入札契約方式の選択の考え方及び留意点 

（１）契約方式の選択 

（契約方式の概要） 

主な契約方式（契約の対象とする業務及び施工の範囲の設定方法）は、以

下のとおりである。 

（ａ）事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 

・工事の施工のみを発注する方式 

別途実施された設計に基づいて確定した工事の仕様によりその施工のみを

発注する方式 

・設計・施工一括発注方式 

構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を施工と一括して発注する方式 

・詳細設計付工事発注方式 

構造物の構造形式や主要諸元、構造一般図等を確定した上で、施工のため

に必要な仮設をはじめ詳細な設計を施工と一括して発注する方式 

・設計段階から施工者が関与する方式（ECI※）方式 

 

 

１．多様な入札契約方式の選択の考え方及び留意点 

（１）契約方式の選択 

（契約方式の概要） 

主な契約方式（契約の対象とする業務及び施工の範囲の設定方法）は、以

下のとおりである。 

（ａ）事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 

・工事の施工のみを発注する方式 

別途実施された設計に基づいて確定した工事の仕様によりその施工のみを

発注する方式 

・設計・施工一括発注方式 

構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を施工と一括して発注する方式 

・詳細設計付工事発注方式 

構造物の構造形式や主要諸元、構造一般図等を確定した上で、施工のため

に必要な仮設をはじめ詳細な設計を施工と一括して発注する方式 

・設計段階から施工者が関与する方式（ＥＣＩ※１方式） 
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設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕様を確定した上で工事契

約をする方式（施工者は発注者が別途契約する設計業務への技術協力を実

施） 

・維持管理付工事発注方式 

施工と供用開始後の初期の維持管理業務を一体的に発注する方式 

・設計・施工・維持管理一括発注方式 

 設計と施工を一括して発注することに加え、工事完成後の維持管理業務を

一体的に発注する方式 

 

（ｂ）工事の発注単位に応じた契約方式 

・包括発注方式 

既存施設の維持管理等において、同一地域内での複数の種類の業務・工事

を一つの契約により発注する方式 

・複数年契約方式 

継続的に実施する工事に関して複数の年度にわたり一つの契約により発注

する方式 

（ｃ）発注者の支援対象範囲に応じた契約方式 

・事業促進 PPP 方式 

事業促進を図るため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験

の融合により、効率的なマネジメントを行う方式 

 

 

・CM 方式 

 

設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕様を確定した上で工事契

約をする方式（施工者は発注者が別途契約する設計業務への技術協力を実

施） 

※１ Early Contractor Involvement の略 

・維持管理付工事発注方式 

施工と供用開始後の初期の維持管理業務を一体的に発注する方式 

 

 

 

（ｂ）工事の発注単位に応じた契約方式 

・包括発注方式 

既存施設の維持管理等において、同一地域内での複数の種類の業務・工事

を一つの契約により発注する方式 

・複数年契約方式 

継続的に実施する業務・工事に関して複数の年度にわたり一つの契約によ

り発注する方式 

（ｃ）発注関係事務の支援対象範囲に応じた契約方式 

・ＣＭ方式※1 

対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間に

委託する方式 

※1 Construction Management の略 

 

・事業促進ＰＰＰ方式※2 
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建設生産にかかわるプロジェクトにおいて、コンストラクションマネージャ

ー（CMR）が、技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設計・発

注・施工の各段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、

品質管理、コスト管理などの各種のマネジメント業務の全部又は一部を行う

方式 

 

（契約方式の選択の考え方） 

契約方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・事業・工事の複雑度 

－「事業・工事に係る制約条件について、確立された標準的な施工方法

で対応が可能であるか」 

－「民間の優れた施工技術を設計に反映することで課題の解決を図るこ

とが可能であるか」等 

 

・施工の制約度 

－「施工困難な場所、工期及びその他の要因（コスト、損傷内容・程度

等）に対応するために、施工者の技術を設計に反映することが、対象

とする事業・工事にとって有益であるか」 

「施工者の技術を設計に反映する際に、発注者が施工者の技術、現場状

況等を踏まえながら設計に関与する必要があるか」等 

・設計の細部事項の確定度 

－「施工者提案による特殊な製作・施工技術を反映する必要がある

か」等 

・工事価格の確定度 

調査及び設計段階から発注関係事務の一部を民間に委託する方式（事業促

進を図るため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合

により、調査及び設計段階から効率的なマネジメントを行う方式） 

※2 Public Private Partnership の略 

 

 

（契約方式の選択の考え方） 

契約方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・事業・工事の複雑度 

－「事業・工事に係る制約条件について、確立された標準的な施工方

法で対応が可能であるか」 

－「民間の優れた施工技術を設計に反映することで課題の解決を図る

ことが可能であるか」等 

 

・施工の制約度 

－「施工困難な場所、工期及びその他の要因（コスト、損傷内容・程度

等）に対応するために、施工者の技術を設計に反映することが、対象

とする事業・工事にとって有益であるか」 

「施工者の技術を設計に反映する際に、発注者が施工者の技術、現場状

況等を踏まえながら設計に関与する必要があるか」等 

・設計の細部事項の確定度 

－「施工者提案による特殊な製作・施工技術を反映する必要があるか」

等 

・工事価格の確定度 
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－「現地の詳細な状況が把握できないため、施工段階で相当程度の設計

変更が想定されるか」等 

・その他発注者の体制・工事の性格等 

－選択した契約方式に応じて、発注者が競争参加者からの技術提案の妥

当性等を審査・評価する必要があることから、発注者のこれまでの発

注経験（実績）や体制も考慮し、契約方式を選択することが望まし

い。 

－また、設備工事等に係る分離発注については、発注者の意向が直接反

映され施工の責任や工事に係るコストの明確化が図られる等、当該分

離発注が合理的と認められる場合において、工事の性格、発注者の体

制、全体の工事のコスト等を考慮し、その活用に努める。 

 

（２）競争参加者の設定方法の選択 

（競争参加者の設定方法の概要） 

競争参加者を設定する方式（契約の相手方を選定する際の候補とする者の

範囲の設定方法）は、以下のとおりである。 

・一般競争入札 

資格要件を満たす者のうち、競争の参加申込みを行った者で競争を行わせ

る方式 

・指名競争入札 

発注者が指名を行った特定多数の者で競争を行わせる方式 

・随意契約 

競争の方法によらないで、発注者が任意に特定の者を選定して、その者と

契約する方式 

－「現地の詳細な状況が把握できないため、施工段階で相当程度の設計

変更が想定されるか」等 

・その他発注者の体制・工事の性格等 

－選択した契約方式に応じて、発注者が施工者からの技術提案の妥当性

等を審査・評価する必要があることから、発注者のこれまでの発注経

験（実績）や体制も考慮し、契約方式を選択することが望ましい。 

 

－また、設備工事等に係る分離発注については、発注者の意向が直接反

映され施工の責任や工事に係るコストの明確化が図られる等当該分離

発注が合理的と認められる場合において、工事の性格、発注者の体

制、全体の工事のコスト等を考慮し、その活用に努める。 

 

（２）競争参加者の設定方法の選択 

（競争参加者の設定方法の概要） 

競争参加者を設定する方式（契約の相手方を選定する際の候補とする者の

範囲の設定方法）は、以下のとおりである。 

・一般競争入札 

資格要件を満たす者のうち、競争の参加申込みを行った者で競争を行わせ

る方式 

・指名競争入札 

発注者が指名を行った特定多数の者で競争を行わせる方式 

・随意契約 

競争の方法によらないで、発注者が任意に特定の者を選定して、その者と

契約する方式 
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（競争参加者の設定方法の選択の考え方） 

競争参加者の設定方法の選択に当たっては、原則として一般競争入札を選

択する。ただし、以下に示す点についても考慮する。 

－契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付

する必要がない場合又は一般競争に付することが発注者に不利となる

場合の指名競争入札の活用 

－契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが発注

者に不利となる場合又は災害応急対策等のように緊急の必要により競

争に付することができない場合の随意契約の活用 

－契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合の指名

競争入札又は随意契約の活用 

 

地方公共団体は、地方自治法施行令で定める場合に指名競争入札又は随意

契約によることができるとされており、上記と同様の考え方により活用を考

慮する。 

 

（３）落札者の選定方法の選択 

（落札者の選定方法の概要） 

落札者を選定する主な方式（契約の相手方の候補とした者から、契約の相

手方とする者を選定する方法）は、以下のとおりである。 

（ａ）落札者の選定の基準に関する方式 

・価格競争方式 

発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、落札者を決定する方式 

 

（競争参加者の設定方法の選択の考え方） 

競争参加者の設定方法の選択に当たっては、原則として一般競争入札を選

択する。ただし、以下に示す点についても考慮する。 

－契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付

する必要がない場合又は一般競争に付することが発注者に不利となる

場合の指名競争入札の活用 

－契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが発注

者に不利となる場合又は災害時の応急的な復旧工事等のように緊急の

必要により競争に付することができない場合の随意契約の活用 

－契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合の指名

競争入札又は随意契約の活用 

 

地方公共団体は、地方自治法施行令で定める場合に指名競争入札又は随意

契約によることができるとされており、上記と同様の考え方により活用を考

慮する。 

 

（３）落札者の選定方法の選択 

（落札者の選定方法の概要） 

落札者を選定する主な方式（契約の相手方の候補とした者から、契約の相

手方とする者を選定する方法）は、以下のとおりである。 

（ａ）落札者の選定の基準に関する方式 

・価格競争方式 

発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、落札者を決定する方式 
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・総合評価落札方式 

技術提案を募集するなどにより、入札者に、工事価格及び性能等をもって

申込みをさせ、これらを総合的に評価して落札者を決定する方式 

・技術提案・交渉方式 

技術提案を募集し、最も優れた提案を行った者と価格や施工方法等を交渉

し、契約相手を決定する方式 

（ｂ）落札者の選定の手続に関する方式 

・段階的選抜方式※ 

競争参加者に対し技術提案を求める方式において、一定の技術水準に達し

た者を選抜した上で、これらの者の中から提案を求め落札者を決定する方

式 

※ 本方式の実施に当たっては、恣意的な選抜が行われることのないよう、

その運用について十分な配慮を行う。なお、本方式は選定プロセスに関する

方式であり、総合評価落札方式、技術提案・交渉方式とあわせて採用するこ

とができる。 

 

（落札者の選定方法の選択の考え方） 

落札者の選定方法の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・価格以外の要素の評価の必要性 

－「施工者の能力により工事品質へ大きな影響が生じるか」 

－「工事品質の確保や担い手の中長期的な育成・確保のために、技術提

案を求めるなどにより、価格と性能等を総合的に評価することが望ま

しいか」等 

・仕様の確定の困難度 

・総合評価落札方式 

技術提案を募集するなどにより、入札者に、工事価格及び性能等をもって

申込みをさせ、これらを総合的に評価して落札者を決定する方式 

・技術提案・交渉方式 

技術提案を募集し、最も優れた提案を行った者と価格や施工方法等を交渉

し、契約相手を決定する方式 

（ｂ）落札者の選定の手続に関する方式 

・段階的選抜方式＊１ 

競争に参加しようとする者に対し技術提案を求める方式において、一定の

技術水準に達した者を選抜した上で、これらの者の中から提案を求め落札

者を決定する方式 

＊１ 本方式の実施に当たっては、恣意的な選抜が行われることのないよ

う、その運用について十分な配慮を行う。なお、本方式は選定プロセスに関

する方式であり、総合評価落札方式、技術提案・交渉方式とあわせて採用す

ることができる。 

 

（落札者の選定方法の選択の考え方） 

落札者の選定方法の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・価格以外の要素の評価の必要性 

－「施工者の能力により工事品質へ大きな影響が生じるか」 

－「工事品質の確保や担い手の中長期的な育成・確保のために、技術提

案を求めるなどにより、価格と性能等を総合的に評価することが望ま

しいか」等 

・仕様の確定の困難度 
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（４）支払い方式の選択 

（支払い方式の概要） 

主な支払い方式（施工の対価を支払う方法）は、以下のとおりである。 

 

・総価請負契約方式 

工種別の内訳単価を定めず、総額をもって請負金額とする方式 

・総価契約単価合意方式 

総価で工事を請け負い、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部

分払金額の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意しておくこと

により、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化を図ることを目的として実

施する方式 

・コストプラスフィー契約・オープンブック方式 

工事の実費（コスト）の支出を証明する書類とともに請求を受けて実費精

算とし、これにあらかじめ合意された報酬（フィー）を加算して支払う方

式 

・単価・数量精算契約方式 

工事材料等について単価を契約で定め、予定の施工数量に基づいて概算請

負代金額を計算して契約し、工事完成後に実際に用いた数量と約定単価を

基に請負代金額を確定する契約 

 

（支払い方式の選択の考え方） 

支払い方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・工事進捗に応じた支払い 

 

（４）支払い方式の選択 

（支払い方式の概要） 

主な支払い方式（業務及び施工の対価を支払う方法）は、以下のとおりで

ある。 

・総価請負契約方式 

工種別の内訳単価を定めず、総額をもって請負金額とする方式 

・総価契約単価合意方式 

総価で工事を請け負い、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部

分払金額の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意しておくこと

により、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化を図ることを目的として実

施する方式 

・コストプラスフィー契約・オープンブック方式 

工事の実費（コスト）の支出を証明する書類とともに請求を受けて実費精

算とし、これにあらかじめ合意された報酬（フィー）を加算して支払う方

式 

・単価・数量精算契約方式 

工事材料等について単価を契約で定め、予定の施工数量に基づいて概算請

負代金額を計算して契約し、工事完成後に実際に用いた数量と約定単価を

基に請負代金額を確定する契約 

 

（支払い方式の選択の考え方） 

支払い方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・工事進捗に応じた支払い 
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－「工事の進捗に応じた支払いの実施が想定されるか」等 

・煩雑な設計変更 

－「煩雑な設計変更が発生することが想定されるか」等 

・コスト構造の透明性の確保 

－「材料費、労務費等の全てのコストの構成を明らかにすることが求め

られるか」等 

 

－「工事の進捗に応じた支払いの実施が想定されるか」等 

・煩雑な設計変更 

－「煩雑な設計変更が発生することが想定されるか」等 

・コスト構造の透明性の確保 

－「材料費、労務費等の全てのコストの構成を明らかにすることが求め

られるか」等 
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 １－２工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保に資する入札契

約方式の活用の例 

（１）地域における社会資本を支える企業を確保する方式 

防災・減災、社会資本の適切な維持管理などの重要性が増してきている中

で、地域においては、災害対応を含む地域における社会資本の維持管理を担

う企業が不足し、安全・安心な地域生活の維持に支障が生じる懸念がある。 

地域における社会資本を支える企業を確保する方式として、以下のような

対応例が考えられる。 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制

の確保の状況等を考慮するなど、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争

参加資格を設定 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制

の確保の状況や近隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度又は必要

に応じて施工実績の代わりに施工計画等を評価項目に設定 

・複数年契約、包括発注、共同受注等の地域における社会資本の維持管理に

資する方式（地域維持型契約方式）を活用 

 

（２）若手技術者や女性技術者などの登用を促す方式 

豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者が実績を積む機会が

得られにくい場合、建設生産を支える技術・技能の承継が行われにくくな

り、将来的な工事品質の低下、担い手の中長期的な育成・確保に支障が生じ

る懸念がある。 

豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者などの登用を促す方

式として、以下のような対応例が考えられる。 

２．公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保に資する入札

契約方式の活用の例 

（１）地域における社会資本を支える企業を確保する方式 

防災・減災、社会資本の適切な維持管理などの重要性が増してきている中

で、地域においては、災害対応を含む地域における社会資本の維持管理を担

う企業が不足し、安全・安心な地域生活の維持に支障が生じる恐れがある。 

地域における社会資本を支える企業を確保する方式として、以下のような

対応例が考えられる。 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制

の確保の状況等を考慮するなど、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争

参加資格を設定 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制

の確保の状況や近隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度等を評価

項目に設定 

・複数年契約、包括発注、共同受注等の地域における社会資本の維持管理に

資する方式（地域維持型契約方式）を活用 

 

（２）若手や女性などの技術者の登用を促す方式 

豊富な実績を有していない若手技術者や女性技術者が実績を積む機会が得

られにくくなったことにより、建設生産を支える技術・技能の承継が行われ

ず、将来的な工事品質の低下、担い手の中長期的な育成・確保に関する懸念

がある。 

豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登用を促す方式とし

て、以下のような対応例が考えられる。 
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・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手技術

者や女性技術者などの登用も考慮し、専任補助者制度の活用等により、施

工実績の要件を緩和するなど、適切な競争参加資格を設定 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手技術

者や女性技術者などの登用も考慮し、必要に応じて施工実績の代わりに施

工計画を評価するほか、主任技術者又は監理技術者以外の技術者の一定期

間の配置や企業によるバックアップ体制の評価、現場代理人としての実績

や専任補助者の成績・実績の評価など、適切な評価項目を設定 

・ワーク・ライフ・バランス等推進企業（女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律（平成 27年法律第 64 号）、次世代育成支援対策推進法

（平成 15年法律第 120 号）、青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和

45 年法律第 98号）に基づく認定の取得企業や女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律に基づく計画を策定した中小企業）を必要に応じて

評価項目に設定 

 

（３）維持管理の技術的課題に対応した方式 

既存構造物の補修において、その補修の設計段階では対象構造物の損傷状

況等の詳細が把握できないために工事の仕様・数量が想定と異なったり又は

確定できず、施工段階となって補修設計の修正や工事の設計変更への対応が

多くなる。 

また、新設の設備工事等において、維持管理を念頭においた設計・施工

（製造）の実施や、引渡後の不具合発生への迅速な対応を図る必要がある。 

維持管理の技術的課題に対応する方式として、以下のような対応例が考え

られる。 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手や女

性などの技術者の登用も考慮して施工実績の要件を緩和するなど、適切な

競争参加資格を設定 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手や女

性などの技術者の登用も考慮し、必要に応じて施工実績の代わりに施工計

画を評価するほか、主任技術者又は監理技術者以外の技術者の一定期間の

配置や企業によるバックアップ体制を評価するなど、適切な評価項目を設

定 

 

 

 

 

 

 

 

（３）維持管理の技術的課題に対応した方式 

既存構造物の補修において、その補修の設計段階では対象構造物の損傷状

況等の詳細が把握できないために工事の仕様・数量が想定と異なったり又は

確定できず、施工段階となって補修設計の修正や工事の設計変更への対応が

多くなる。 

また、新設の設備工事等において、維持管理を念頭においた設計・施工

（製造）の実施や、引渡後の不具合発生への迅速な対応を図る必要がある。 

維持管理の技術的課題に対応する方式として、以下のような対応例が考え

られる。 
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・既存構造物の補修における設計段階からの施工者の関与 

・補修設計を実施した者の工事段階での関与 

・施工と維持管理の一体的な発注 

 

（４）発注者を支援する方式 

発注者の能力を超える一時的な事業量の増加や発注頻度が低く技術的難易

度が高い工事への対応等により、適切な発注関係事務の実施が困難となる場

合がある。 

発注者を支援する方式として、以下のような対応例が考えられる。 

・対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間

に委託 

・事業促進を図るため、測量、調査及び設計段階から事業マネジメントの一

部を民間に委託 

 

 

なお、これらの入札契約方式の活用に当たっては、透明性、公正性及び競

争性を確保する。 

・既存構造物の補修における設計段階からの施工者の関与 

・補修設計を実施した者の工事段階での関与 

・施工と維持管理の一体的な発注 

 

（４）発注者を支援する方式 

発注者の能力を超える一時的な事業量の増加や発注頻度が低く技術的難易

度が高い工事への対応等により、適切な発注関係事務の実施が困難となる場

合がある。 

発注者を支援する方式として、以下のような対応例が考えられる。 

・対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間

に委託 

・調査及び設計段階から発注関係事務の一部を民間に委託（事業促進を図る

ため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合により、

調査及び設計段階から効率的なマネジメントを行う） 

 

なお、Ⅲ.２（１）～Ⅲ.２（４）の入札契約方式の活用に当たっては、透

明性、公正性及び競争性を確保する。 
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 ２ 測量、調査及び設計 

 

２－１ 多様な入札契約方式の選択の考え方及び留意点 

（１）契約方式の選択 

（契約方式の概要） 

主な契約方式（契約の対象とする業務及び業務の範囲の設定方法）は、以

下のとおりである。 

（ａ）事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 

・業務のみを発注する方式 

・設計・施工一括発注方式 

 構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を施工と一括して発注する方

式 

・詳細設計付工事発注方式 

 構造物の構造形式や主要諸元、構造一般図等を確定した上で、施工のた

めに必要な仮設をはじめ詳細な設計を施工と一括して発注する方式 

・設計段階から施工者が関与する方式（ECI 方式） 

 設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕様を確定した上で工事

契約をする方式（設計者は施工者の技術協力を受けながら、設計業務を実

施） 

・設計・施工・維持管理一括発注方式 

 設計と施工を一括して発注することに加え、工事完成後の維持管理業務を

一体的に発注する方式 
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（ｂ）業務の発注単位に応じた契約方式 

・複数年契約方式 

継続的に実施する業務に関して複数の年度にわたり一つの契約により発

注する方式 

（ｃ）発注者の支援対象範囲に応じた契約方式 

・事業促進 PPP 方式 

事業促進を図るため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経

験の融合により、効率的なマネジメントを行う方式 

 

・CM 方式 

建設生産にかかわるプロジェクトにおいて、コンストラクションマネー

ジャー（CMR）が、技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設

計・発注・施工の各段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、

工程管理、品質管理、コスト管理などの各種のマネジメント業務の全部

又は一部を行う方式 

 

（契約方式の選択の考え方） 

契約方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・業務の難易度 

－「業務に係る制約条件について、確立された標準的な方法で対応が可能

であるか」 

－「民間の優れた施工技術を設計に反映することで課題の解決を図ること

が可能であるか」等 
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－「施工困難な場所、工期及びその他の要因（コスト、損傷内容・程度

等）に対応するために、施工者の技術を設計に反映する必要があること

が、対象とする事業にとって有益であるか」 

「施工者の技術を設計に反映する際に、発注者が施工者の技術、現場状況

等を踏まえながら設計に関与する必要があるか」等 

・工事価格の確定度 

－「現地の詳細な状況が把握できないため、施工段階で相当程度の設計変

更が想定されるか」等 

・その他発注者の体制・業務の性格等 

－ 選択した契約方式に応じて、発注者が競争参加者からの技術提案の妥

当性等を審査・評価する必要があることから、発注者のこれまでの発注

経験（実績）や体制も考慮し、契約方式を選択することが望ましい 

 

（２）競争参加者の設定方法の選択 

（競争参加者の設定方法の概要） 

競争参加者を設定する方式（契約の相手方を選定する際の候補とする者の

範囲の設定方法）は、以下のとおりである。 

・随意契約 

競争の方法によらないで、発注者が任意に特定の者を選定して、その者と

契約する方式 

・指名競争入札 

発注者が指名を行った特定多数の者で競争を行わせる方式 

・一般競争入札 
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資格要件を満たす者のうち、競争の参加申込みを行った者で競争を行わせ

る方式 

 

（競争参加者の設定方法の選択の考え方） 

競争参加者の設定方法の選択に当たっては、以下に示す点について考慮す

る。 

－契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付す

る必要がない場合又は一般競争に付することが発注者に不利となる場合

の指名競争入札の活用 

－契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが発注者

に不利となる場合又は災害応急対策若しくは災害復旧に関する業務のよ

うに緊急の必要により競争に付することができない場合の随意契約の活

用 

－契約に係る予定価格が少額である場合等の指名競争入札又は随意契約の

活用 

 

地方公共団体は、地方自治法施行令で定める場合に指名競争入札又は随意

契約によることができるとされており、上記と同様の考え方により活用を考

慮する。 

 

（３）特定者又は落札者の選定方法の選択 

（特定者又は落札者の選定方法の概要） 

特定者又は落札者を選定する主な方式（契約の相手方の候補とした者か

ら、契約の相手方とする者を選定する方法）は、以下のとおりである。 
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・プロポーザル方式 

内容が技術的に高度な業務や専門的な技術が要求される業務、特に地域特

性を踏まえた検討が必要となる業務であって、提出された技術提案に基づ

いて仕様を作成する方が優れた成果を期待できる業務 

・総合評価落札方式 

事前に仕様を確定することが可能であるが、競争参加者の提示する技術等

によって、調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ず

ることが期待できる業務 

なお、業務の実施方針のみで品質向上が期待できる業務に加え、業務の実

施方針と併せて評価テーマに関する技術提案を求めることにより品質向上

が期待できる業務がある。 

・価格競争方式 

発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、落札者を決定する方式 

・コンペ方式 

対象とする施設や空間に求める機能や条件を発注者側から示し、その機能

や条件に合致した設計案を募り、最も優秀とみなされた設計案を選ぶ方式 

 

（４）支払い方式の選択 

（支払い方式の概要） 

主な支払い方式（業務の対価を支払う方法）は、以下のとおりである。 

・総価請負契約方式 

工種別の内訳単価を定めず、総額をもって請負金額とする方式 

・単価・数量精算契約方式 
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工種別の単価を契約で定め、予定の数量に基づいて概算請負代金額を計算

して契約し、業務完了後に実際に要した数量と約定単価を基に請負代金額

を確定する契約 

 

（支払い方式の選択の考え方） 

・業務の進捗に応じた支払い 

－「業務の進捗に応じた支払いの実施が想定されるか」等 

・煩雑な設計変更 

－「煩雑な設計変更が発生することが想定されるか」等 

 ２－２業務成果の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保に資する入

札契約方式の活用の例 

（１）地域における社会資本を支える企業を確保する方式 

防災・減災、社会資本の適切な維持管理などの重要性が増してきている中

で、地域を支える企業が不足し、安全・安心な地域生活の維持に支障が生じ

る懸念があり、地域における社会資本を支える企業を確保する方式として、

以下のような対応例が考えられる。 

・地域の精通度等を評価項目に設定 

 

（２）若手技術者や女性技術者などの登用を促す方式 

豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者が実績を積む機会が

得られにくい場合、将来的な業務成果の品質の低下、担い手の中長期的な育

成・確保に支障が生じる懸念がある。 

豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者などの登用を促す方

式として、以下のような対応例が考えられる。 
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・若手技術者や女性技術者の登用を考慮して業務実績の要件を緩和した競争

参加資格の設定 

・他の技術者の一定期間の配置や企業によるバックアップ体制を評価項目と

して設定 

・ワーク・ライフ・バランス等推進企業（女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関

する法律に基づく認定の取得企業や女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律に基づく計画を策定した中小企業）を評価項目として設定 

 

（３）発注者を支援する方式 

発注者の能力を超える一時的な業務量の増加や発注頻度が低く技術的難易

度が高い業務への対応等により、適切な発注関係事務の実施が困難となる場

合がある。 

発注者を支援する方式として、以下のような対応例が考えられる。 

・対象事業のうち業務に係る発注関係事務の一部又は全部を民間に委託 

・事業促進を図るため、測量、調査及び設計段階から事業マネジメントの一

部を民間に委託実施 

 

なお、これらの入札契約方式の活用に当たっては、透明性、公正性及び競

争性を確保する。 
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 Ⅴ．その他配慮すべき事項 

１ 受注者等の責務 

各発注者は、発注関係事務の実施に当たり、品確法第８条に「受注者等の

責務」が規定されていることを踏まえ、以下に示す内容等については特に留

意する。 

受注者は、契約された工事及び業務を適正に実施する必要があり、元請業

者のみならず全ての下請業者を含む工事及び業務を実施する者は、下請契約

を締結するときは、建設業法等関連法令にも留意し、下請業者に使用される

技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他

の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、法定福

利費等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期や履行期限を定

めるものとする。 

技能労働者の処遇向上や法定福利費を適切に負担する企業による公平で健

全な競争環境の構築のため、法定福利費及び労務費を内訳明示した見積書

や、法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書の活用促進を図るなど、発注

者と連携して、建設業法その他工事及び業務に関する諸法令を遵守しない企

業等の不良不適格業者の排除及び当該企業等への指導を徹底する。 

ICT 等を活用した工事及び業務の効率化による生産性の向上に努める。 

建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用等技能労働者の処遇改善を図

る取組に留意しつつ、受注者は、技術者、技能労働者等の育成及び確保並び

に労働条件、労働環境の改善に努める。 

 

２ その他 

Ⅳ．その他配慮すべき事項 
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本指針の記載内容について、各発注者の理解、活用の参考とするため、具

体的な取組事例や既存の要領、ガイドライン等を盛り込んだ解説資料を作成

することとしており、適宜参照の上、発注関係事務の適切な実施に努める。 

また、本指針を踏まえ、国の機関が要領、ガイドライン等を作成した場合

はこれも参照することとする。 

本指針の記載内容について、各発注者の理解、活用の参考とするため、具

体的な取組事例や既存の要領、ガイドライン等を盛り込んだ解説資料を作成

することとしており、適宜参照の上、発注関係事務の適切な実施に努める。 

また、本指針を踏まえ、国の機関が要領、ガイドライン等を作成した場合

はこれも参照することとする。 

 

 




